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序

国指定史跡秋田城跡は古代の大規模な地方官庁の遺跡で、出

羽国の政治 ・軍事 ・文化の中心地でした 。

この遺跡にスポットライトが当てられたのは江戸時代後期か

らのことですが、研究が本格的に行われたのは明治以降のこと

です 。先人の記録をもとに、多くの熱心な地方史研究家らが長

年の研究の 上 に調査活動を行い、広く知られるようになり昭和

14年 9月 7日に国の史跡に指定されました 。

秋田城跡の本格的な調査が開始されたのは、昭和34年から 37

年までの国営による調査で、 当時の成果として土塁に固まれた

内城 (政庁跡)の確認や付属寺院である四天王寺跡と考えられる

建物跡群の発見など秋田城の解明に大きな前進が見られました 。

昭和40年代になると史跡指定地周辺にも土地開発の波が押し

寄せるようになり、秋田城跡の保存問題が深刻化してきました 。

そのため史跡の保護 ・管理、さらに実態究明を目的に秋田市教

育委 員会は昭和47年 7月、秋 田城跡調査事務所を設置し発掘調

査を行 ってまいりました 。

このたび、この遺跡の保護と解明に取り組み始めてから 30年

をむかえる記念の年に、『秋田城跡一政庁跡 -j の報告書 を刊行

できますことは誠に 喜 びに堪えません 。

本報告書 は昭和 57年度から延べ 6年間にわたって実施してま

いりました秋田城の中心である「政庁」地域の発掘調査の記録、

また文字資料、文献史料を収録してまとめたものです。

本書 に収録された発掘調査記録等が全国の古代城柵官街遺跡

の研究に役立つとともに、広くご活用いただければ幸いです。

本報告書 の刊行に 当たり、ご指導、ご助 言 をいただいており

ます文化庁、宮城県多賀城跡調査研究所、秋田県教育委員会を

はじめとする関係各位に衷心より深く感謝申し上げます 。

平成 14年 3月

秋田市教育委 員 会

教育長飯塚 明



はじめに

秋田市寺内地内、通称高清水丘陵に所在する秋田城跡は、 奈良、 平安時代の城柵官街遺跡である。

昭和14年 9月7目、 告示第410号により 国の史跡に指定され、その後、昭和53年に判l屋敷、児桜の

一部が追加指定されている。指定面積は893，733ばである。

秋田城の文献史料上の初見は 『続日本紀j天平5年 (733)12月26日条にある「出羽柵を秋田村高

清水の|両に選し置 く・. . . Jの記事である。その後、天平宝字 4年 (760)i阿支太城jの名前が初

めて史料上に見え、このころ秋田城と名称が変わったと考えられる。

これまでの秋田城跡調査の歴史を振り返ると古 くは近世後半、多くの先人達の調査研究があった。

その後明治、大正から昭和の史跡指定に至るまでは地元の当時秋田中学校教諭の大山宏、内務省史跡

名勝天然記念物係官であった柴田常恵、内務省の上回三平らの調査があり、詳細な測量調査、土器、

瓦の分布などから大畑を中心に土塁が確認され、秋田城は寺内丘陵全体に広がることが確定されたの

である。

本格的な調査のき っかけになったのは昭和33年幣切山の無断現状変更による秋田県、秋田市による

緊急発掘調査であった。それを契機として、秋田城の解明と史跡の保護管理計画策定のため昭和34年

から37年まで当時の文化財保護委員会 (現文化庁)により国営調査が行われた。史跡内10地区の調査

を行い政庁の位置は護国神社境内であることや鵜ノ木地区に付属寺院である四天王寺があったことな

ど多くの成果を上げている。

昭和47年 7月、秋田市教育委員会が秋田城跡発掘調査事務所を現地に設け、綿密な史跡、の保存管理

計画を策定する基本資料を得るため、年次計画に従い秋田城の構造や変遷を解明する発掘調査を実施

することにしたのである。調査については全面的に宮城県の多賀城跡調査研究所の協力を得た。調査

は最初、秋田城の外郭線を明確にすることを目的に行い、これまで土塁と考えられていた高まりが実

は平城宮や多賀城と同じ築地土塀であることが判明した。まさに画期的なことであった。これまで秋

田城は蝦夷征伐の拠点として軍事的な性格が強い施設と考えられていたが、このことにより行政官街

的機能を有する施設であることが判明したのである。さらに、西、北、 南辺地区の調査の結果、外郭

は東西、南北それぞれ約550mの不整方形であることが判明した。政庁跡の調査は、昭和57年から昭

和62年まで実施され、その結果、区画施設の築地塀跡、柱列、正殿跡、 正殿東建物跡などが発見され

た。区画施設の大きさから政庁は東西94m、南北77mの範闘で、 6期の変遷が確認されている。

本報告告:はその政庁の調査成果を集大成したものである。また、資料編として出土文字資料、秋田

城跡関係史料、国司等補任表を載せている。

本報告書の刊行にあたり、ご指導、ご助言をいただいている文化庁、多賀城跡調査研究所、秋田県

教育委員会などの関係各位、地元の方々および調査に従事された作業員の方々に心より感謝申し上げ

るものである。



例言

1. -1>:報;tJJFは秋川城跡政庁跡の正式報告書であ り、昭和57年 (1982)から昭和62年 (1987)に秋田

城跡訓作下務所が実施した第36次 "38次 "40次 "41次 "49次発掘調査および、本報告書作製のため

実施した~11ì)i訓査 (平成 1 3年) の成果を収録したものである 。

なお、政!子跡に建立されている四石碑 (r細野三千雄先生の碑」、f忠魂碑」、 「満蒙開拓義勇軍慰霊

li則、「旭川l記念叫lJ)の部分については、発掘調査を実施しておらず、この地域については触れてい

ない。、'i} J ~務J9rがこれまで公表したものと見解が異なる J場合は、本報f引1 ):の記述内容が優先するも

のである。

2.地物は，)三iWJ!'X!と勺:点によ って示した。

3. -1王将i (if ， l Fは、秋川 dï教育委員会文化謀、 秋田城跡調査 ・J ~務所の下記の職員が分担執筆し、 西谷隆

が編集した。

はじめに

第 IT;を 第 1i!行 ・第2節

第 D-7戸第 1un .第2節

第田市第 1i!ii・第2節

第 3i1ii 

~N?;'t ~ 1 n百
的2節

第V1;'( tts 1 tm .第2節

第VI1;'[ ~"5 1節

第2節

第3節

第4節

おわりに

資料編

石郷岡誠一

西谷隆

西谷隆

西谷隆

小松正夫 ・進藤町j

小松正夫

西谷 |盆

石郷岡誠一

日野久

進藤靖 (一部 f秋凹市史第 7巻，~ï代史料編j より転載)

伊藤武士

小松正夫

石郷岡誠一

西谷隆

4.文字資料の11H32・釈読は国立歴史民俗博物館副l館長平川市氏の御教示による。なお、本報告書の

資料の，洋紺lについては、『秋田城跡調査事務所研究紀要 1--皿J(昭和59年 9月、平成 9年 3月、

平成12年 3)1)、 fド成H年度秋田城跡調査概報J(平成12年 3月)に拘載している。

5.仲!:i{!.ぷ.!l(!版の作成は西谷隆のほか、斎藤美幸 ・架I!I佳了".向的緑が行った。

6 . 本 J? に ~.[~ \!成した地!:i{! は同土交通省国土地理院発行の地!){! を使川 した。

( 1 /25，000 秋田阿部 ・土崎、 1/50，000 秋田)



平成13年度 秋田城跡発掘調査体制

調査体制

秋田市教育委員会 教育長飯塚 明 執筆分担者

秋田城跡調査事務所 所 長石郷岡誠一 文化課長 小松正夫

主席主査 松下秀 博 謀長補佐 日野 久

主席主査西谷 ~生久t 主 事伊藤武士

調査指導機関

逃構

勿勿ZZ寺内層

• • .・...飛砂層

築地塀

造物

王 事進藤 t首

宮城県多賀城跡調査研究所

凡例

I 上器断面を黒 く塗りつぶしたのが、須恵器である。

2 土器の性格の相違は下記スクリーン トーンで表現した。

黒色処理

機織 転用硯

ミガキ

3 土器の表面付着物の相違は下.記スクリーントーンで表現した。

幾繍 煤

i奈

4 調整技法 ・切り離し等の表記は下記のとおりである。

0回転利用ケズリはケズリ調整と記載。ケズリ調整以外の調整はそのつど別記。

0ロクロ等広い意味の回転を利用したカキ目調整は、ロクロ利用のカキ日調整と記載。

0切り離し、粘土紐、タタキ痕跡等成形時痕跡の消滅を目的としない軽度な器面調整痕跡は、軽

い撫で調整と記載。

0底部回転へラ切りによる切り離しは、へラ切りと記載。底部回転糸切りによる切り離しは、糸

切りと記載。底部回転以外の切り離しはそのつど別記。

0実測|司、 写真図版の縮尺は、特記のあるもの以外はすべて1/3である。

0赤褐色土器は、ロクロ使用の酸化炎焼成、非黒色処理の土器である。杯類については、ケズリ

調整等の二次調整を施したものを杯B、無調整のものを杯Aに大別している。
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第 I章遺跡の概要

第 l節 遺跡の位置と立地

史跡秋田城跡は、秋田県秋田市寺内字大畑 ・焼山 ・大小路 ・鵜ノ木 ・高野 ・児桜 ・堂ノ沢 ・ネI11屋敷、

秋田市将軍野雨一丁目、秋田市土111奇港南三丁目に所在する。

i遺跡の位世はおおよそ、北緯39'44'20"、東経140'05'00"で、秋田県の西中央部に位置する秋田

平町'の中央部、 JR奥羽本線秋田!択から直線で北西へ 5kmの地点にある。遺跡は雄物川河口右岸の

高ilí.水丘陵あるいは寺内丘陵と呼称される丘陵、標高30~50mの高さに営まれている 。

第 1図遺跡位置図



秋田城の立地する高清水丘陵は、秋田平野と日本海の間にある低位丘陵で、北北西一南南東に延び、

延長約 3km、幅約800mの河食段丘で、ある。標高約40m級の段丘面を残し、北部と西部の一部で飛砂が

被っている。

雄物川は、かつて丘陵の西縁に沿って北流し日本海に注いでいたが、その後大正6年から昭和13年

の直路開削工事により新放水路が完成し、旧流水路は秋田運河(11:1雄物川)と呼ばれている。

高清水丘陵と同様な河食段丘は海岸沿いに点々と続いており 、南は大森山丘陵、勝平山丘陵、北は

中野丘陵などがあり 、秋田平野内では、千秋公閤 ・飯岡LLI.長岡などに丘陵が分布している。いずれ

の丘陵もその基盤をなす地層は今から500万年前から始まり 、200万年前まで続く新生代第三紀「鮮新

世Jの天徳寺層や、これに整合 (一部不整合)する上位の笹岡層である。高清水丘陵では、これらの

第三紀層を恋った、今から200万年前に始まる新生代第四紀「更新世」の潟西層 (寺内層)が最上部

の地層として現れている。天徳寺層は暗灰色から灰色の泥岩やシル ト岩から構成され、笹岡層はシル

ト岩や砂質シル ト岩、そして上方に漸次砂質化する細微粒の砂岩から構成されている。一部、旧自治

研修所東崖下より丘陵東縁部にかけて露出し、 一部は旧雄物川岸および空素沼岸にもわずかに露出し

ている。

一方、潟困層は第三紀層を不整合に被稜した淡水成層であり 、磯、砂および泥から構成される凝固

度の弱い良帯水層となっている。この層が地表に現れているところは、児桜 ・鵜ノ木 ・勅使館地区な

どである。丘陵の北 ー 北東および西部の一部では、この潟西層および直上の土壌を覆うように海岸

飛砂が堆積している。勝平山丘陵の砂丘砂は新しい時期のものとみられ、雄物川筋を越えて北へはお

よんでいない。高清水丘陵に残るのは古い時期の砂層と考えられる。丘陵斜面や周縁には小さい池沼

が数多く分布する。高度は12m-39mの問でいずれも谷水や自然湧水を貯えたものである。丘陵を構

成する潟西j習は孔|掠性、浸透性が共に高く地下水を貯留するのに好適で、ある。基底際層が最も重要な

i帯水層で、その下位の笹岡層との境界面は地下水流動面となり 、ところによ っては被圧地下水となっ

ている。ただ、この面は不整合面で大きく凹凸をなしており 、その凹所に集水する。地下水が層理や

割れ日より湧水した部分は、現在、将軍野 ・大小路 ・鵜ノ木 ・焼山地区などにみられ、特に大小路地

区にある湧水は「高清水Jとして有名である。

参考文献

経済企画庁 f土地分類基本調査 地形 ・表層地層 ・土壌一秋田-5万分の 1J 1966年

藤岡 一 男 f秋田城時代の地学的自然環境についてJ r秋田考古学j第37号 1981年

秋田県教育委員会 『東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書xx-蟹子沢遺跡ーj 秋田県文化財

調査報告書第261集 1996年
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由 仁別山地 (Ia) 

図 上…(na) 

手lf~山台地(田 a) ・千秋公園台地(凹 b) ・ 御所野台地 ( 皿 c)

J::;:::::::::;馬踏川低地 (lV a)・新城川低地 (lVb)・旭川低地 (lVc) 
ιーよ斗太平川低地 (lVd)・秋田低地 (lVe) 

量 閉山(lVf) 土… (lVg) 勝平山砂丘地 (川 )

仁ヨ 海岸低地(lVi) 

第 2図地形区分図
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第 2節 遺跡の現況と歴史的環境

1 )遺跡の現況

史跡秋田城跡指定地の字名は、寺内字大畑、鵜ノ木、焼山、大小路、ネ中屋敷、児桜、高野、堂ノ沢、

さらに将軍野南一丁目、土崎港南三丁目の地域にわたり 、その指定而和は約893.733mzで、その約60%

が山林および畑、約30%が宅地である。

秋田減跡調査事務所による発掘調査は、 H自和47年 (1972)から実施しており、 2001年で第 6次 5ヶ

年計画の披終年次にあたる。これまでに調資を実施した面積は、55，673mzで、遺跡面積の6.2%にあた

り、長期計画で予定している発掘調査面積(150，000ぱ)の37.1%にあたる。

寺内一帯は、椋高50m以下の微高な独立 したお清水丘陵である。この丘陵は、日本海岸に隣接し北

刊からの季節風を受けて、北西部は 2m ~ I Omの飛砂に覆われている 。 丘陵北方は、中世の港町とし

て栄えた安東氏の居城として知られる湊城が存在した土|崎 (秋田港)がある。西には|日雄物川が高清

水丘陵直下にあり、約 2kmで、日本海に至る。丘陵東側の泉地区は宅地化が進み、その面影はほとんど

なくなってしまったが、明治 ・大正まで条里制遺構(註 1)に関わる地名が残っており 、「ーノ坪JI J 

丁」とよばれた凹園地布・であった。秋田城跡の外事1;を区阿する築地塀跡は、土星状の痕跡として現在

も束辺および西辺一部に残存している。東辺は、 |日高清水小学校クeラウンド南側の通称ガンコヤマ(腐子

111 註 2)の丘陵を東南端とし、グラウンドとその北側に位置する畑地の東端を北上し、旧秋田県白

治研修所と空紫泊四端部とに挟まれた空地の北端まで達している。このうち、グラウンド南東部の築

地塀跡が畑地耕作の|際多少削平され、おjさ50cm、Illlii2.lmの高ま りとして残存している。西辺では、

焼山地区北西部で、西方へ舌状に張り出した丘陵の南斜面を北端とし、標高40mの等市ラインに沿って、

秋川市水道局資材管理センター前を通る市道まで達している。この市道と交叉する地点には外郭西門

が想定されるが、まだ未検出である。築地塀跡の高まりは西辺ではi刊さO.9m~ 1.5mで残存し南下、

南端部では束に周Itl1することが判明した。南辺では、東辺、西辺のように地形的な観察では確認され

ないが、市緩斜耐の:):111地で東西に走る築地塀跡が発見されている。外郭南門については推定地の調査

を尖施していないため確認されていない。北辺中央部は、昭和30年代の宅地造成によって旧地形が出IJ

平されたため遺存していないが、西側の一部は松林の中に低い土手状となって確認できる。なお、外

:;11築地塀閥、のうち京門付近は発掘調査結果に基づいた保存整備が行われ、東門や築地塀、大路などが

復元 -ts:示されている。外郭築地で閥まれた城内の大部分は標高40m以上の丘陵になっており、現在

この、|三担音11分には設|五!神社や水道局資材管理センタ一、|日高清水小グラウンド、運動広場 (1日高市水

中学校跡地)などの他、東西には若干の畑地、これ以外は住宅地となっている。外郭築地塀跡の北西

日11から南西五向に通称旧国道と言われている市道土崎保戸野線が走り 、平坦地はこれによって分断さ

れている。

今111トr:~告する政庁跡は、城内の中央ーよりやや南西寄りに位置している。
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2 )歴史的環境

秋問rl1'で、は、昭和61年から63年にかけて行われた詳細分布調査 (註 3)とその後の調査によって373

ヵ所の遺跡が確認されている。迫・跡の分布状況は、新城川周辺以北、旭川、太平川流域等、市の北 ・

東部にjt:密に分布する。立地状況は山間部の館跡、 須TE器 ・瓦窯跡を除外すると、舌状台地、丘陵端

部に集中している。秋田城跡(1)周辺(第3図幅南北13km、東西 8km)には135遺跡が登録されており 、

そのほとんどの泣跡が新城川によ って形成された河岸段丘上、上新城丘陵上に分布している。ここで

は、奈良 ・平安時代を中心に概観する。
J.t"JI.・1， f.t;_1Jfおもて すえざわ

遺跡;詐制u分布調査で集落跡と考えられる遺跡は、待入皿遺跡(16)、長面 I遺跡、(136)、末沢逃跡(45)、
はた向

指lilfhH遺跡 (44)、家/前 I逃跡 (57)、保多野 I逃跡 (81)、保多野 H遺跡 (82)、松木台E遺跡(69)
ζ ひ(， <がりさh itソルょう

片Wj'1 :ill跡 (86)、))野E遺跡 (41)、品コシリ遺跡、(42)、五百刈沢泣跡 (87)、蟹子沢追跡、(106)、後城

遺跡(118)、十bdti立跡(130)、桑ノ木目遺跡(92)、IIJノ下E遺跡(94)、右sh遺跡(97)、山崎逃跡(24)、

などであるが、調査が実施されたのはわずかである。この中には、片野 1:i遺跡のように広範囲の面和

を調査(註 4)しながら、-!I干の竪穴住居跡しか発見できない例もある。また、秋田城跡の西約500m

lこ位置する後城辿跡は、飛砂に埋もれた32!肝の竪穴住居跡が発見された (註 5)が、 8世紀前半の土

掃や瓦片が11'，土することから、秋田「出羽柵」造営に深く関わった集団生活の場と考えられる。

次に、奈良 ・平安時代の墳墓遺跡としては、r1~BJ の墨書がある赤褐色土器が出土したおi吾被遺跡
( 124)があるが詳細な位i世については不明である。土地造成に伴う土取り作業中に発見され、土坑内

から骨片を合んだ焼土 ・炭化物と赤褐色土器が認められている (註6)。

生産:追跡については、上 ・下新城地区のJil凌部に所在する新城川水系で末沢窯跡群(59)、秋田城の

須山品、瓦を焼成した谷地E追跡(60)・大沢窯跡 1(61)、大沢紫跡n(62)、小林窯跡(63)、記長支漫

然跡 (40)、が所在し、 13t左の紫跡が確認されている。また、旭川流域では添川で秋田城の須恵器、

瓦を焼いた 9 世紀前半げ古被温海跡、 手形山では 8 世紀中頃~ 9 世紀前半の手形山窯跡が調査されて
いる。

条旦;むIJとしてーノ坪条毘制逃構がある。昭和33年(1958)に虎尾俊哉によって調査が行われたもので、

秋I:EI市泉地区から保戸野地区にまたがる範囲である。両地区は、大正年間に耕地整理が行われており 、

現地表面に地割りの痕跡は全くない。
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遺跡地名表
術:~;. 遺跡 r， 所 在 地 時: f¥: や長 g'J 
i 秋1n.lJ走跡 ぷ内学大畑他 復良 .'f-安 h主婦・ 1ヲ街

2 iお向IV ~J己小Ji:t字潟向 弥生 治物包合地

3 金足~，':fJ ~t 金足追分字海老穴 縄文 遺物包含地

4 金よ己J:!lrj:~ て怯iι追分字海老火 純文 治物包合地

5 i~~J向 n イ~J込小泉字i幻げîJ 純文 j立物包合地

6 if .. :}Ji'Jill ~J忌小泉字潟 |古l ~~'\生 遺物包合地

7 耳l収I 1"新減長岡字:IC取 弥生 i貨物包合地

8 rp収日 ド新1成長岡等:耳I収 縄文 j岱物包合地

9 追分駅東 ド新減長岡等:毛無谷地 縄文・奈良.1!1<' jii物包合地

10 箱館 合L.ÊJ!j~宇箱館 寸'11土 減fiij
11 長!拘置n ド新城i毛l刈字i毛|吋 中111: 峻fiii
12 竹チ1I11 金Jt.嶋崎字箱館 公良 ・平安 遺物包合地

13 竹f-III日 φ 平安 i立物包合地

14 貫主~flTl ド新械l.H判~f:!m型fUl 縄文 ・平安 遺物包含地

15 長岡 ト.新減長岡宇長岡 奈良 ・平安 j1i物包含地

16 待入国 金JJ!.H問r"f・待人 1.-t良 ・ 予安 ・ r~'111; jfi物包合地

17 全tk長特4 ~}J!.嶋崎宇一 ッ森 純文 江I物包イ守地

IX 1・t 由I~ f.$JrM ，'f附字~Jí' i，代 純文 j立物包合地

19 .6h尺 1"新城小友とよ:rlit尺 純文 ・奈良 .'1(.'，五( jfi物包合I也
20 ;J:jq， イi'l.)J!.，'ilJI'炉羽rl' 公良 ・，'f'-安 泣物包含地

21 4会ノド I ~h!.~f川r"{:~ ノド 公良 ・ポ安 治物包合地

22 ~~ノ下日 合)J!.，'illJ宇:松ノド 子氏良 ''f'-1i 遺物包f守地

23 給ftfi 十'Vr.IJ主小友宇和館 "'1吐 城貫ii
24 山崎 ドWr城小友宇山崎 -ド安j ~i脊
25 ;J;j，'I明1判定院J:lurr ド新峻中野字，jíi~地 中世 'i〈依印然 」

26 街道端州 ト.祈峻中野字:街道場ー内. -ド安 遺物包合地

27 掘JIII fDi.J:~ 'i:場t!川 1rt良 ・平安 よ世物包合地

28 :(L合 ド新械"，'I!i'字乳合 伝良 ・平安 j立物包i't地

29 'tfリ;』 飯向'i二守広島 奈良 ・子安 泣物包合地

30 ぬドり 1"新城牧|川寸:):J1、・り 伝良・‘ド安 泌物包合地

31 下ITI 飯山'r':・nn '1ヘ1<.' j立物包í'~地

32 劫tlJlIf] fiJ.i.J:J'r:娩I!JII f長良 .'J?le j立物包合地

33 て主|刈t百i 1"新l成句岡マニH足場 "'111: J)~~百1

34 il!l.内似 I ド新hまれ城:宇:i~!I付 iパ 純文 j立物包合地

35 悩減、?iz院内JJ{r ド新城1丹波r"f:ドIIiJ 小111: 'it.i実印然

36 H，i城 .'J!B必11'11-1'kli"!¥! " 伊i盟
37 ii.lJ童書n " "'1吐 h童館

38 j時W''liHf] ド新h主計峻字i納付iJ~ 縄文 jtl物包合地

39 行城大別 ド新hまれ城字大沢 縄文 泣物包合地

40 イ i.U~之.tß:繁跡 ド新l成目減字イi.l.!~之 /(s 伝良 ・・ド1i :惚跡

41 }ì'~!t n 1'，新峻"''f:}j-'I!t 純文 ・予安 jjl物包f守地

42 y，I，コシリ 1'，新M"ドド鼻コシ') 公R'~rと安 j立物包含地

43 f孟IIli}{ 1"~1i'峨小k:ιJ以川 i火 公良 ・斗!.i!i j立物包プ守地

44 ユj;Jlllfin 1"羽r峻〆l、友'{:;J;J川ft 公i込・平安 泣物包f守地

45 」ミiJ{ ド新J)~{i城宇ぷiJ{ 公良 ・‘IZ'!.( j立物包合地

46 ;J;J 111 fi I 1"新城小k..字;j;JIllfi 純文 j立物包合地

47 ぷiJO ド新峻{1妓字末iH 公良 ・平安 ill物包f守地

4X ぷ沢口 ド新減~';.城こよ:"jミ iJ~ 公良 -平安 ill物包合地

49 谷地 l 1" flr ~成行械す己谷地 公正4・'f-安 j遊物包合地

50 長I師V ド新峻小友字以前i "主安 j遺物包合地

51 長1m日 ド新城小友守:f毛凶i " '111: 泣物包合地

52 長luiill ド新械小A正守二l毛I(，i 縄文 j立物包合地

53 民luiIV ド新械小li.下長l而 。1'1吐 i立物包合地

54 議u両iij日 ド新M小li.守二家J，jif 条iミ・主Il'，ぇ= j立物包含地

55 家J，iiffiii |、・新J)!X小友寸二重I(J，jij 。l'llt J)~tìf! 

S6 ~WUi}x 日 1"新械小k._r"r:絞川j尺 ~ibミ ， '1'.安 lU:物包合j也
57 家I，jii[ 1"新城小).i.宇:家J，jif ド'f;t.' 地物a{:守地

58 ~;w Ii}{ 1 ド.$Jr1.成小友q二狭山i}{ 伝良 .守r・安 jjl物包合地

59 "j~i}{:匁跡 r.下 1"新減訂城下"j;;:i}( ~Hミ ・・ド1é :然幼;

“} 谷j也日 1"新械'';:i峻字谷地 純文 .#.1ミ・"ξ'/.i: 7鷲跡 ・1長続

61 大Ut:匁跡 I 1:新h走中写:大沢 公良 .'J?1(ユ :匁跡

62 大Ut:祭跡日 1'.新減小手:大沢 公良 ・・!と安 :常跡

63 小林:摂跡 1'，新械托十丁手:小林 公良 ・平安 :匁跡

64 ニド:J.(jifl 1 1'.新h走行r，坂'{:羽nifl 公良 ・平安 治物包合地

65 :j;J.(j ifl n 1'.新城イir，坂字:j;J.(.jifl 純文 ill物包f守地

66 イi名以釘i 1'，新減行1'，坂r{:'~í:/liíi "， 111; JJ~ftii 
67 fiU泉、y，跡 I'.vr城石r，坂'抑止Iljif 、円1:幼:
68 大沢 1'，新城t1'下大iJx 公良 ・平安 jjlj羽包合地
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69 ft~ ，.jド fìII 上~r城q ， r{:松本子ì . 11: l' j"'{:小林 純文 ・伝f!. 'I<'l<' j立物包合地

70 4五~，.jド fìm t新域q，ri'二松本台 純文 造物包合j也
71 J二~j'J};主'-1ド下校 k新城7i.十 j"'{:小林 純文 L峨h!;・集行j立悦

72 小林日 卜.新城7i.1一.r乍小 林 公良・ 'I"t.: 火~~h'~

73 小林 I _I'.新械hl' f'j-:小林 純文 ・伝f.f.. '1<1<.' 治物包合j也
74 小林m 上新城11: 卜 1 ・'~(小林 純文 ・公H・'1'安 足I物包合地

75 立ノIjifII 1 :新城Ti~ワ坂'{: ';:U lìíj 純文・'1'111: j立物包合地 (減飢)

76 ';:Uljij 1 |て新減イ i名放'{:';~:J lìíf 公iミ・ ・l'・安 i立物包~地
77 切りIjij青山 卜.新械が名数'炉心:Jliij '1'111: b主命1
78 ';:e:J Ijij m 1 '.新城イï~，批ぃ:Ulìíj 純文.~~良 ・ 、 1< 1<.' j立物包合j也
79 十U}~ 1'.新械イ i~，坂'下位以 純文 j立物包f守地

80 )d~ 上新城f~~多 ~ff'{:大f~ 純文 ・公良 ・ヂ'!i: j立物包合地

81 f~多 ~!f 1 卜.新城似多目!f"十:)d以 純文 ・公iミ ・平安 . ill物包合j也
R2 f~多 ~!f 日 I '.;ifr城似多目!f'{:)d~ 純文.{，"iH . 'I<'l<' j立物包子守地

83 ';:(/Ijif 」ょ~rJj.主 'I"{:":1: / Ijij ‘ IZ ~必 j立物包合地

84 杉山命12~;. 1:.新城lけ .j"'j-:杉崎 純文 j立物包イ守地

85 杉Ili{.j13 ~J' 1'.新城Ji卜l・，f:，f長崎 純文 j立物包プ守地

86 J i日1['1 1'.:Wr Jj.主q"{:}，，・!l，'Y' 純文.、l'安 i立物包合地

日7 11:了1刈沢 1".新械jι川'[:7Î. I守刈~}\ 介Hミ・ '1'交 遺 物包合地

日8 !! ，(JjiJ¥ 上新械iu川rr:J! ，ffi ì)~ 純文 造 物包合地

89 11: ノ\iJ~ 1".新械ill川'{:1 1:六ìJ~ 公良・、r'1A' j組物包合地

90 4針l~fI5j;. k新械11:1寸・'Yj'，地 純 )l:. .ill物包合地

91 桑 ノ本 I I'J~lr城jIT川 'ι桑ノ本 、l'安 J立物包合地

92 桑ノ水口 卜.新城辺川，{:粂 ノ木 ど元iミ. 、iξ安 j立物包{:;-J也
93 111ノド I 上新城ifl川r{:山ノ l、 純文 i立物包合地

94 111ノト H 上新城jfl川.r:山ノ 1" 、lえ'b.，'.中111: j立物包合地

95 '1'.iJ¥ k新械jι川サソ|二iJ¥ t宍iミ . '1主交 造 物包合地

96 '，1;' 1 卜.新械辺川'仇L~' 伝良 ・'I''t: j立物包合地

97 lli・日 卜.新城ill川，r:'，li' 公iミ・‘|ミ安 ju物包合地

9R 殺 j fW:~7;殺 r '1'111: j立物包合地

99 il~:十下院'- j;:紋F:1l椛 阪I;~ ' ι殺 l '1'111: jf~法印t答

100 J 己免f~ 外Jt!.i.川'j-:叩:子「 純文 -公1~ .‘I"'!i:' '1' 111: j.u物包合地 ・城館

101 償問nn 外 j山 II'r:家/Ijij・ 純文・'1'111: j位物包合地 ..tJ主自fi
102 Itji}¥ 外旭川'r: け\lïJ~ 純文 ・4長良・ '1'1<.' i立物包合地

103 木:川 iぷJwtA1I1 タn，・ 平安 遺物包合j也
104 i ノ ~I員 外)l!J.JWj-: 二ノ11見 純文・・ド安 j唯物包合地

105 }ぇ耳主 外)J!.I.川手:大淀 純文 j立物包合j也
106 ~~ I-ìJ~ iJJ JlI下低!こV¥ 純文・ ・|ι'!.<.' ~i裕
107 大腿nn 濁Jl I' r:~~ Jιi)¥ . I11附 純文 .'1'111: 泣物包合地

108 J也ノ IAJ1 i森川乍地ノ l付 純文 ja物 包 合j也
109 『1.Ji梨ず「 殺j'JIi長n'lrf: ，':~五deft 純文 j.u物包合1M
110 111曲f.fftfi ~~)J!.I.川'長:llllll{.j '1'111: b主fぜl
111 -ノj'l'条'11制j立憐 .)I! ノt'l'. 仏~} i~!f'八. r 命iミ・‘1<1A' ~IT1. íliI J治情

112 Ji l，';III IX徳~'j' .)Í~:批判4 近 111: 十l:32
113 :~:HM 五E-:4，:土+1~ 純文・ 7・安 i立物包合地

114 虫IIJgiぷ )J!.I.Jl I 同~ llI r 近 111: 11長岡
115 S:ノl、IIJ J二曲{.fi}~ ' I ' 央じ J "l 1 純文 j.u物包プ守地

116 泌峻紛: 1: 曲折を」ヒー:n~1 '1'111: 城命'!

117 ~I，~立怜学校 l二曲目Ji)~-Iヒ :TII 純文 ill物包合j也
118 後城 ぷ|人rr可愛城地内 るすiミ . '1"'，ム:. '1'111: :lIs終1M:
119 'j';:it:ょ'!.r笠_}); ぷ |付 ~i'二大小路 近 111: .%~地
120 ，'::j~!f 、予|人jこよ三品川 4モ良・‘ド安 i立物包合地

121 ~~以H塚 ウ1=1λrι~~桜 純文 JUl託
122 fl~ iiI: 111 、予|人J'{:干11th;:激 ，Ijttt縦定j也
123 ぶ|λJ;I:)UZ跡: --.._Il=内'r:';市:ノi}¥ 近 111: :1.'l幼:

124 千11th;:激 ~i:内1ヰIIIJ.1l敷 ，litlH疑〉とj也
125 針似 ~'i: 1λJ ~，ι~，1~~於 塚
126 ~良 Ji:γf修必地 八;t，f?j'ι千八lff， 近代 必j也
127 ド八総 入者!Srj-:ド八紛 ど長良.、|ぺ"T.' j品物包合地

128 勺編、予イ7iiE物 )J!.I.~ヒ栄町 '1' IIJ:・近世1: 宝E主印格・叙(11¥'
129 久保川城跡: T'秋公l重1.千秋191f1i~IIIT 近 111: 城郭

130 1"夕日!f 川尻大川Plf 千'b..'. q'Jjlt :lI~務U'iF
131 j，)Hi'cll好UlI; UIT六 fll 'II.-&，' .近代 j立物包合地

132 1f，，¥ (111 J 1 1 ]i二t~ 任問イ也 純文 泣 物 包 合 地

133 妙I J ] 、予阿弥;I~と仏側 l也北寺IlIr 板{仰

134 fi1.ll刈nn 飯山'ι飯|尚 '1'111: 減釘1
135 ';:l:/ljijN 卜 純文・ 奈良 足I物包合地

136 l-~Iúi 1 下新城小Jx:.字長前l 袋五t. .ド'l<' 足I物包f守地

※ 72については、削干 さ れてお り 収作位l~;:不 1 9 1
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註 1 Jk出俊哉 「秋田市北郊の条里制遺構一条盟制施行の北限設定の試みー」

f日本上古史研究4巻 3号J 1960年

註 2 I村悶武志編 『菅江真澄随筆集JI水の面影J

註 3 秋田市教育委H会 I秋田県秋田市遺跡分布調査報告哲d 1989年

註 4 平成4年~平成 6年に秋田自動車道(秋田外環状道路)建設工事に伴う発掘調査が実施された。

註 5 I昭和53年に宅地造成事業に伴う工事で発掘調査が実施された。

註 6 現場に立ち会った豊島昂氏が昭和31年に図華院大皐考古学会報に報告している。

参考文献

秋田県教育委只会

秋問市

秋田県教育委員会

船木義IJ長・泉広宣

秋田県教育委員会

『秋田県遺跡地区I(中央版)J 1990年

f秋闇市史第 7巻古代史料編J 2001年

f秋田外環状道路建設工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書H 待入皿遺跡j

1992(，手

「秋旺l市松木台E遺跡の須悲器Jr秋田県立博物館研究報告j第18号 1993年

f秋田外環状道路建設工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告告:N 片野 I遺跡j

1996年

秋旧市教育委員会 f秋田市蟹子沢遺跡J 1995年

秋田市教育委員会 ・有限会社秋田地所 f後城遺跡発掘調査報告書J 1981年

秋田市教育委員会 『秋田市 下タ野遺跡J 1979年

秋田県教育委員会 f山崎追跡発掘調査報告書J 1992年

豊島 止O I墨告:土師器新例Jr国大考古学会会報j第43号 岡皐|淀大串考古学研究会

秋田県

伊藤武士

上法香苗

秋田市史編さん室

秋田考古学協会

1956年

f秋田県史j考古編 1960年

「秋田城周辺須恵器窯の動向Jr秋田考古学j第46号秋田考古学協会 1998年

「秋田市上新城の古代紫跡についてJr秋田考古学j第 7号 秋田考古学協会

1957年

f古城~窯跡調査報告書j 秋田市史叢{!j: 1 1997年

『手形山窯跡J 1975年
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第百章 秋田城跡をめぐる研究史

第 1節 研究略史

秋田城の文献史料上の初見は、 f続日本紀j天平 5年 (733)12月26日条「出羽柵 秋田村高清水岡

選置jで、「出羽柵Jを移転し北進させ、f出羽柵」を秋田村高清水岡に選し置いたことを記載したも

のである。ついで、『大日本古文書25巻jの天平宝字 4年 (760)3月19日「丸部足人解Jの「阿支太

城Jとあるように、この頃秋田「出羽柵Jから秋田城に改称されたことがわかる。以後、f秋田城Jの

名称は、11世紀中頃までその名が散見できる。その後多くの研究者によって文献上の解釈を中心に論

議がなされてきた。これまでの研究成果を整理しておきたい。

1 )近世における研究

遺跡としての秋田城を記述した最も古い文献は、宝暦10年 (1760)頃に幹かれた f出羽国風土略記j

(進藤重記)に「秋田に二城ありき。一城は今の湊の城跡なるべし (中略)。秋田今の城地勢高し、 上

古は高清水岡と云けるを城地と成 し、故に今其名なき (中略)追考首城の内に高清水の城柵あり首城

より北にあたる。Jと論じ、場所は不明ながらも高清水同上に秋田城跡が存在していたことを示した。

その後 、 明和年中 ( 1764~ 1771 ) に寺内村古四王神社の禰宜 鎌田正家の祖父である鎌田正苗が刊行

した f寺内古蹟記jに、「勅使館 古凹王社より 二丁斗 り、申し方なり 。天平年中出羽国秋田なれば

とて今も勅使館と人々号す。(以下略)Jとし、勅使館が秋田城であるとの認識を示している。前述し

た鎌田正家に滞留していた紀行家菅江真澄は、正家等から寺内村の由緒を聞き 、古老から聞き取り

調査を実施した。そして、文化 9年 (1812)頃に刊行した f水の面影jに、「畑中の経に入れば、城

という嵯あり 。ここは古は前城町、後城町とて即ありき。(中略)南に前城IIl"fの跡あり 、北に後城11可

の跡あり 。そが中に塙地あり 、|日城の跡といふ。(I-j-l略)こは此ilj"城の跡こそ高清水の岡にて (以下

略)oJとし、古川王神社から北側に見える小高い山を高清水の|刊と考えていた。

これ以降、秋問城跡 "IJ'，羽柵跡に触れているものに、文政 6年 (1823)に記された 『秋岡千年瓦j

(黒津道形)や天保14年 (1843)に記された f寺内村記J(高階貞房)等があり、高清水の地に秋田城

を想定している。

2 )近代以降の研究

近代に入ってからは、その初期の段階で、秋田城跡についての円立った研究や紹介はみられない。

しかし、明治30年 (1897)に至り 、『秋田城古跡考J(狩野徳蔵)で、「天平五年に出羽医1(柵の誤り

か)秋凹村高清水間に移すとあり 、是れ秋田城航院なり、方今南秋田郡寺内村-に在る俗に勅使館と称

するもの口11ち其古跡なり千余歳を経て現今に至るまで品 (塁)壁依然として存在也 り(後略)oJと、

勅使館を秋問城跡と考え同所を観察し、その様子を詳細に述べている。明治30年代から秋岡県立秋附

中学校に勤務した大山宏は、教職の傍ら寺内村ιこ幾度となく通い、地名 ・神社仏|湖などの資料を分析

し、丘陵の現状を調査した。そして、秋田城=寺内説を結論付けていった。さらに、明治40年 (1907) 
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に刊行された『大日本地名併でl:-河辺郡 ・南秋田郡一J(WIII点f7i)に

rl'.石炭郷 (Ijij IB'It )秋川尚治水岡は、天平五年十ー二月、 11¥羽柵をj墜されし地なり、今の寺内古城山、

そのja-hl:とす。(後略)

秋m械的1: 今、宇内村山治水の地に遺Mあり、本九と42しきl長は似)J形をなして、南北六十聞東西

l' 1I:IIIJ，1午あり、 て之丸は二丈許低し、俗に市城111ともいふ (後略)J

とし、勅使館を吋初の秋山城跡と考え、その後の|玉|府移転説についても文献を引刷し述べている。

他にryJ ifi40イド (1907)秋問魁新聞紙上に f秋田城)5-J(続本山必)が発表され、寺内丘陵 (高清水

1i":1凌)全体を秋川城祉とする説を述べている。勅使館=秋m城跡とする説から高清水E陵全体を秋田

械とする説も少しずつながら出てきたのである。

大JI・:11、?イにに人ると 、.f;)(川械跡をめぐる問題に取り組む地h研究-fi-を多くずawした。f秋岡の土と人j

(安1I選手11)瓜)、H火川城起11:に就てJ(武藤一郎)、I秋旧城考J( ~HnJ災?fì)、『秋111城日止場考J(大山宏)で、

勅使飢を秋川城の十1・ J，~施設と与え、高i汚水間全体が秋川城跡であり 、 J二22 も 一部確認されてきたこと

から、文献とともにj立榔や辿-物などの資料から分析を行ってきた。このような地元の盛り上がりが芽

生えてきた、大正13イ1:.(1924) 9月に内務省史跡名勝天然記念物係行柴|甘常忠が来秋した。彼は、

地元の研究打数名とりん職1Jを1'1:い、詳細な測量調査、現地調査、造物の分布状況や土塁の痕跡確認な

どを実施した これは、秋凹城の位置 ・範囲を確定付ける調子正であった。この調査をもとに、昭和 2

年 (1927)秋川師範学校架m茂治、佐々木三治郎らが踏査研究を行い、さらに、県の史跡名勝天然

記念物調作11であった大山宏は、昭和 6年 (1931)測泣校師 2rlを従えて、日清水丘陵全域と、土塁

j立t，Vtがj立イ(していたが)1.2km{こわたる部分の測誌を行い、秋川城制:附近ヲミiJ!IJ~が作成された。翌 7 年

f秋ITI城~d:に就いてj の t論文を「秋田勝史蹟調査報告第一樹」に発点した。 この土塁ìJ[日誌図は 、 現在

発品1! ，~，\J1tで伺i IL{!.されている外郭築地塀跡とほぼ一致している。こつした収地調査が実を結び、昭和10

年 (1935) 8 川、'心配l ，~I'iJ1Eのベテランである文学問[ 1: 荻 ~!f'や 1 1 一:日ISが米りI~' し、実地調査を行い、史跡

折定1I1，II'iが行われた。そして、昭和10年lon文部省史蹴調究会の史跡指定の/氏訟を受け、昭和14年 9

)J 7 川 fれすの'1"; 組作ノJ~ を以っ て凶指定史跡となった。 その後、社会情勢が変化するなかで、 秋田城は

if(袋なill跡であるという認識はあったが、具体的な動きはほとんどなかった。

秋m城跡、の先制，JM1tは、 HH手1133年 (1958 ) 秋田市将íJI~守 (通称幣切 1 11)地内の宅地造成による無

断現状変則が先端となった。所有者が丘陵地北側の幣切山を宅地造成のため、 工'JJを行ったところ、

多数のj立物カ{n:1:した これにより秋田県教育委員会と秋川市教打委u会合同の発掘調査が実施され

たのである ，制作の結来、この地域から土塁跡やカマド跡等の多くの遺構が存在していることが明ら

かとな った。 この発持t!，J~1tによって秋田城は、広く (Itに知られることとな っ たのである。
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第 2節保護の歴史

秋田城跡の調査研究は、前述したとおり多くの先学者によ って行われた。しかし、丘陵内における

秋田城の位置・範囲等は明確ではなく裏付けとなる資料も少なかった。明治30年代から昭和10年代ま

で秋田県立秋問中学校教諭で、県の史跡名勝天然記念物調査員でもあった大山宏は、高清水丘陵に着

目し、くまなく調査した。彼の研究は、その後も積み重ねられていき、郷土史家真崎勇助、東山太

三郎等もこれに共鳴し、さらに魁新報の記者、社長として活躍した安藤和風は大山宏等とともに秋田

史談会を結成し、地元での調査活動研究が進められていった。

安藤和風は内務省に史跡指定の促進運動を繰り返し働きかけた。大正13年 (1924)9月、内務省史

跡名勝天然記念物係官 柴田常連;が来県し、 詳細な現地調査を行った。この調査の重点は、秋田城の

位Îi~ .範聞の確定であった。秋田城の範囲は、 当時の丘陵のほぼ全体とする説、また、勅使館を秋田

城とする説があり 、これらを確認するための現地調査でもあった。現地調査の方法としては、地表面

で採取できる上器・瓦の分布状況や土塁の痕跡を確認することであった。当時、土塁が最も良好に残

っていたのは勅使館で、地元でも独立 した小高い山となって、地表面からも高く山を囲み、深い空掘

がめぐる状況が観察されていた。このことから、当時は勅使館=秋田城説が主張されていたが、勅使

館の規模が小規模で、あることから、柴田常恵 ・大山宏らは疑問を持っていた。柴田らによ って実施さ

れた詳細なiJllJ:E.l:調査では、大畑を中心に土塁の痕跡が確認され、秋田城の範囲は寺内丘陵のほぼ全体

に広がることとな った。この調査をもとに、昭和 2年 (1927)、秋田師範学校栗田茂治、佐々木三治

郎が3日間の現地調査を行い、さらに昭和 6年 (1931)、内務省l属託上回三平、さらに県の史蹟名勝

天然記念物調査会委員とな った大山宏は、昭和 6年 (1931)畠山技師及び測量技師 2名を従えて、高

jiY水の丘全域の平面図と高低の測量(土塁遺構)を 1，2kmにわたって行い、 翌 7年「秋田城祉について」の

論文を f秋岡綜史蹟調査報告 第一輯jに発表するに至ったのである。これらの調査成果が目にみえ

て上がってくるに従い、それに呼応するかのように指定への運動がますます活発になってきた。秋田

市出身の東京美術学校講師小場恒吉も東京で秋田械の重要性を訴え、関係者に要望を繰 り返してき

た。また、魁新報社深im宗寿が上京 し、文部省の山桝儀重、菅原弥一郎に固としての指定に向けた

対応を求めた。このような努力が実を結び、昭和10年8月、当時史蹟調査のベテランであった荻野

仲三郎が来秋し、実地調査を行い、指定に向けた確認がなされたのである。そして、荻野を交えて昭

和10年8月に秋田魁新報社主催で史談研究会が開催され、安藤和風、大山宏、東山太三郎、 奈良環之

助、さ らに秋田鉱山専門学校教授大橋良ーは、地質学の立場から雄物川の変遷を述べるなど活発な

討論が行われた。この座談会において続日本紀における「高清水岡Jが寺内丘陵と考えられること、

『類緊|副史jなどに認め られる秋田城に付属する四天王寺が寺内古四王神社と関連が深いこと、地質

学よから見た雄物川の流路の変遷と寺内丘陵の位置関係が文献に記されていること、秋田城に隣接す

る大河の流路の変遷に一致すること等が発表された。これにより、秋田城の位置 ・範囲は寺内丘陵の

ほぼ全域に及ぶとの結論が出され、荻野の確認のもと史跡指定申請が行われた。昭和10年10月15日、

文部省の部会で可決され、10月22目指定が決定された。秋田城跡が文部省の官報告示第410号によ っ

て、正式に国の史跡、に指定されたのは、 IIjj和14年 9月7日である。決定から4年近い時間を要したの
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は、指定範囲が広大で、指定に必要な史跡の地番等の資料を整えるのに時間がかかったためであった。

<秋田城跡の指定>

種別 第一類 史跡

官報告示 昭和14年9年7日 告示第410号

所在地 秋田県南秋田郡寺内|町

説明 雄物川河口附近ノ丘陵上ニ在 1)、奈良朝ニ於テ蝦実征服ノ為メニ築キシモノニシ

テ自然ノ形勝ヲ占 メ土塁、整濠|祉、遺瓦等現存シテ醤規模ノ見ルベキモノアリ、

殊ニ勅使館ト稲スルー廊ニハ濠I~I: ヨク存セリ 。

指定ノ事由 保存要自史跡ノ部第四ニ依ル

保存ノ要件 公益上必要巴ムヲ得ザル場合ノ外、現状ノ変更ハ勿論造瓦等ノ採取ハ之ヲ許可セザ

ルコ トヲ要ス。

<追加指定>

官報告示 昭和53年 3月22日 告示第51号

参考文献

進藤重記 「巻之九一四秋田城Jr出羽国風土略記j歴史図書社 1974年

鎌田正苗 f寺内古蹟記j

菅江真澄 「水の面影Jr菅江真澄随筆集 内田武志編j平凡社 1988年

黒海道形 「秋田千年瓦Jr新秋田叢書 第 3巻jに所収 1939年

高階貞房 「天保十四年九月二十日Jr寺内村ー記j

狩野徳蔵 「秋田城古跡考Jr様華六号 (f秋田寺内旧蹟誌jに所収)J東山文庫 1897年

吉田東伍 「河辺郡 ・南秋田郡Jr大日本地名辞書 第5冊の下j富山書房 1907年

橋本宗彦 「秋田城考J秋田魁新報 1907年

安藤和風 「秋田の土と人 土之巻j秋田郷土会 1931年

武藤一郎 「秋田城l祉に就いてJr秋田考古会会誌J1 巻 3号 1926年

架問茂治 「秋田城考J 1926年

大山 宏 「秋田城|祉署考Jr羽城55号j 秋田県立秋田中学校内校友会 1926年

「秋田城|祉に就いてJr秋田!係史蹟調査報告 第一輯J 1932年
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第皿章 調査の経過と記録の方法

第 1節調査の経過

1 .文化財保護委員会による調査

1 )発端

秋田城跡は、 H自和14年 (1939)9月に国史跡に指定され、保存施策として遺跡の要所に標柱が建立

された。昭和32年、史跡秋田城跡の北端、通称幣切山地区で土地所有者が現状変更申請をしないまま

宅地造成工事を開始した。ここは秋田城跡の北辺外郭土塁と考えられていた地域で、工事の際、土器

・瓦 ・鉄淳等多数の造物が出土した。当然、国の工事停止命令が出され、同33年管理者である秋田市

と所有者は保護か開発かで大きな問題に発展し、両者は国 ・県あるいは関係者に指導を仰ぎ解決策を

はかった。同年3月、幣切山周辺の外郭土塁と考えられる地域は造成による破壊を免れていたことか

ら現状保存で残し、一方、工事によって大幅に削平された東 ・西地区については事前調査を行うこと

となった。同年 7月に県 ・市合同で調査団 (調査員奈良修介、半田市太郎、中潟秀雄、佐々木三治

郎 )を組織し、調査を実施した。調査の結果、西側斜面からはカマド ・焼土 ・鉄棒の出土により鉄

器製作の工房跡、また、周囲の土塁と考えられていた高まりについては、土を盛り上げた形跡が確認

されず、頂部両側を削り出して土塁状の高まりを作った防御J (壁塁=とりで)施設と判明した (後の

調査によ って築地塀と判明)。 この発掘調査は、史跡の管理団体である秋田市に多くの問題を突きつ

けた。それは広大な史跡指定地を宅地造成等の開発行為から守る難しさであり 、保護管理措置を講ず

る方法をいかにするか等であった。これらの問題を解決するため、追跡内の地下造構の有無を把握し、

それに基づいた地区区分図作成の必要性が急がれたのである。ちょうどその頃、秋田市を訪問してい

た国の文化財保護委員会 (現文化庁)委員長河井弥八氏に対し、秋田県教育委員会委員長、秋田市長、

秋田市教育委員会委員長は連名で陳情を行った。その内容は、 ①戦中戦後の混乱により史跡内の現状

が著しく変更されている。②広大な指定地に対して、合理的な保護管理の措置を講ずるために、発掘

調査による史跡の再検討が必要である。③財政の補助であった。また、この陳情とともに奈良修介を

はじめとする調査関係者からも発掘調査の早期実現を要望した。これらの要請を受けた文化財保護委

員会 (現文化庁)は問委員会の斎藤忠氏を団長とする関東在住の若手考古学者を中心として、岩手 ・

秋田岡県の研究者、学者からなる調査団を組織した。この国直轄の発掘調査は、昭和34年から同37年

まで実施されたのである。

※ 調査団

発掘施行責任者 文化財保護委員会文化財調査官 斎藤 ，取ヒ，、

問委員会 ニ宅 敏之

か 田 村 晃 一

京都大学 福山敏男

玉川大学 ・東京薬科大学 内藤政恒
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2 )調査の概要

岩手大学

。

早稲田大学

秋田県立金足農業高等学校

宅，

秋田大学

。
.". 

早稲田大学大学院

秋田県立鷹巣農林高等学校

私立敬愛学園高等学校

東京教育大学

立正大学

板橋 源

佐々木博康

大川 清

奈良修介

幸野敏夫

半田 市太郎

新野直吉

藤岡 一男

坂 井利 明

大和久長平

豊島 昂

岩崎 卓也

坂詰秀一

私立手[1洋女子大学1I付属高等学校 西野元

宮城県立仙台女子第二高等学校 氏 家和 典

秋田市立商業高等学校 佐々木三治郎

他に県内の考古学者多数 ・陸上自衛隊秋田駐屯部隊の協力を得た。

昭手1134年から昭和37年の 7月から 8月にかけて実施された発掘調査は、高清水丘陵の史跡指定地内

の全域を対象に、地形 ・小字 ・呼称、等で10地区に区分し調査を行った。地区ごと、年次ごとの発掘調

査の成果は、それぞれ「第 i次~第 4次秋田城跡発掘調査概要J(文化財保護委員会発行)に記載さ

れている。以下、その地区ごとに概要を述べる。

<設匡!神社地区>

高治水丘陵のほぼ中心で、標高約50mほとcの丘陵上では最も高所に位置する。秋田城の中心である

「内城J(政庁跡)と想定され、主力が注がれた。調査の結果、平面形の南が凸状に突出した柵列や建

物跡等、さ らに、護国神社本殿南側の松並木では「築地跡Jと考えられる遺構が検出されるなど、大

きな成果が得られた。調査では、内城全体の規模は把握できなかったが、遺構の配置 (列)や性格か

らこの地医は「内城jであり 、その中心部は、護国ネ111社本殿が建っている場所と結論付けられた。

<鵜ノ木地区>

rl村城J(政庁跡)から約400m程南東に位置し、南から北側へなだらかに傾斜した地区で、穂高は

約30m ~40mである 。 発掘調査は、 主に高所部を中心として行われ、 4棟の掘立柱建物跡が、東西南

北に規則的な配列で検出されたこと 、「寺」銘墨書が出土している ことなどから、 『類衆国史j天長 7

年 (830)に記載された四天王寺跡と推定された。 また、同地区から土師器饗形土器の口縁部を合わ

-16-



せた f合口懇棺Jも発見されている。低所部は、現在畑地 ・荒野となっているが、古くは泥炭層が堆

秘し、湿地となっていたところである。調査では、泥炭層から木器 (sll、葉等)、人形、斎串等が出

土している。

<焼山地区>

「内城J(政庁跡)から市道土崎保戸野線 (通称、旧国道)を挟んで西側の台地に位置する。元は地

続きであったが、明治 9年 (1876)に国道改修工事で開削され分割された。調査の結果、大規模な掘

立柱建物跡が数棟検出され、規則的な配列や 「内城jの西側に位置することなどから「倉庫群jと推

測された。

<幣切山地区>

il大j城J(政庁跡)から約300mほど北西に位置する。国営調査を開始するきっかけとなった地区で、

宅地造成工事部分や北端の高まりを対象として実施した。秋田城跡を取り聞む土塁やフイゴ羽口の出

土から、鍛冶工房跡と考えられる炉跡等が検出された。

<大畑地区>

設国神社南側広場を除く護国神社周辺を対象とした地区である。旧高清水中学校前の畑地からは、

土星、竪穴住居跡、護固有1I社鳥居前からは、平窯様遺構、構跡、 土塁が検出された。

<高野地区>

「内城J(政庁跡)から約500mほど東に位置.する。現在は、山林 .:tlll地 ・原野となっており 、原地

形が11立も良好に造存している地区である。二ヶ所の地点について調査を行い、小ピットを数個検出し

たが、古代の遺構は確認されなかった。

<三浦氏邸内地区>

「焼山地区」の北側隣接地で、西側に舌状に張り出した台地上に位置する。邸内の花壇聞の空き地

(旧バレーコート)の調査を行い、中世の墓域がf確認されたが、 古代の遺構は確認されなかった。

<大小路地区>

「内城J(政庁跡)から約450mほど南西に位置する伽羅橋 (香炉木橋)北東側の一段高い畑地が調

査地である。調査では 2軒の竪穴住居跡、が検出された。

<舟着場地区>

「大小路地区jとは、道路を挟んで南側に位置するが、もともとは同一の台地とみることができる。

調査では、 竪穴住居跡が l軒検出された。

<勅使館地区>

「内城J(政庁跡)から約700mほど高清水丘陵南部に位置する。現在は、山林・原野・畑地である

が、 古くから「勅使館」と呼ばれた中世の館跡で、土塁や空堀が良好に残っている。
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2.秋田城跡調査事務所の設置と調査

1 ) 秋田城跡調査事務所の設置

史跡秋田城跡の発掘調査は前述したとおり、幣切山地区の宅地造成に伴う無断現状変更に端を発し

た昭和33年 (1958)の緊急発掘調査や同34年から同37年までの 4年間の文化財保護委員会による国営

調査以外昭和46年まで実施されていなかった。 しかし、昭和40年代に入り史跡指定地周辺に土地開発

が波及し、保存問題が深刻化してきたことから史跡を保護するための第一段階として、昭和41年

( 1966)から史跡の土地買上事業(公有化)を開始した。

また、同時に保存管理計画の策定も急がれることになったが、国営調査が行われた以外の地区で、は

保存のための基礎資料がなかった。そこで保存管理計画策定に必要な史跡指定地の迫・構の分布状況 ・

変遷 ・重要度を明確にするための発掘調査を実施することとなったのである。基本的には、秋田城跡

の外郭線の明確化や、政庁 ・鵜ノ木 ・大小路・焼山地区等の遺構密集地の性格を明確化することも視

野に入れた 5ヶ年計阿を基本とした年次計画が策定されたのである。

昭和47年(1972)、国の指導を得て一貫した調査を継続して行うために、秋田城跡調査事務所を開設

した。事業費は国庫 (50%)、県費 (25%)の補助を仰ぎ、また調査研究のうえでは、宮城県多賀城

跡調査研究所の全面的な指導を得ながら発掘調査を継続してきた。

2)年次計画と実績・調査成果

1. 第l次5ヶ年計画と実績 (昭和47年~昭和5!年、1972--1976) 

基本計画 実

( 1)秋田城の規模の明確化 ( 1 )発掘調査地

外郭線の調査

(2)大規模調査に対応するための基準測量の実施

(3)開発計画に対応し得る基礎調査の促進

(4)史跡保存のための基礎資料管理計画の策定

(2)発掘調査面積

(3)事業費

2.第2次 5ヶ年計画と実績(昭和52年~昭和56年、 1977--1981) 

基本計画 実

部全

17地点

9，848m2 

38，176千円

績

( 1 )外郭線調査の継続 (1)発掘調査地 14地点

(2)鵜ノ木地区を中心とする調査

(国営調査l時四天王寺とされていた)

(3)政庁域の学術調査

(4)現状変更届出に伴う緊急調査の実施

(2)発姻調査面積 !!，820m2 

(3)事業費 63，197千円
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3.第3次 5ヶ年計画と実績(昭和57-昭和61年、1982-1986)

基本計画

(1 )鵜ノ木地区の学術調査

(2)政庁地区の学術調査

(3)大小路地区の学術調査

(4)現状変更届出に伴う緊急調査

実

(1)発掘調査地

(2)発掘調査面積

(3)事業費

4.第4次 5ヶ年計画と実績 (昭和62年~平成3年、1987-1991) 

基本計画

( 1 )鵜ノ木地区の学術調査

(2)政庁域および周辺の学術調査

(3)東門周辺の学術調査

(4)西側外郭線の学術調査

(5)現状変更届出に伴う緊急調査

実

( 1 )発掘調査地

(2)発掘調査面積

(3)事業費

5.第5次 5ヶ年計画と実績 (平成4年~平成8年、1992-1996)

基本計画

(1 )鵜ノ木地区の学術調査

(2)焼山地区の学術調査

(3)東門周辺の学術調査

(4)現状変更届出に伴う緊急調査

実

( 1 )発掘調査地

(2)発掘調査面積

(3)事業費

6.第6次 5ヶ年計画と実績 (平成 9年~平成13年、1997-2001) 

基本計画 実

円

、

zm
千

』口
H

A

Y

守

f

地

M

m

M

M

績

一ロ

ω
似

績

11地点

8，243m2 

70，012千円

績

11地点

9，959m2 

77，013千円

在員

( 1)鵜ノ木地区の学術調査

(2)焼山地区の学術調査

(3)大畑地区 (旧高清水小学校グラウ ンド)の学術

調査

(4)政庁域の学術調査
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(1 )発掘調査地 11地点

(2)発掘調査面積 6，724m2 

(3)事業費 (平成12年まで)

65，516千円



第2節記録の方法

本遺跡は長期間にわたって調査を行うため、調査地域、検出遺構や造物の整理にあたっては、統一

的な分類表示で行うことにし、原則として宮城県多賀城跡調査研究所の方法に従った。

調査次数は、 I昭和34年文化財保護委員会(現文化庁)による調査を第 l次とし、同37年までの 1年

度毎の調査を l巨iの次数として第4次までとした。秋田城跡調査事務所が昭和47年度から開始した、

次数番号についてはー現場を I次とすることから、通称、勅使館の土塁 (畑の耕作面積拡張のため土塁

の一部が破壊)の調査を第 5次調査として、以下調査地域単位に連続する番号を付して整理した。

1 .遺跡基準線と地区割設定の表示記号

秋田城跡、は調査対象面積が広大であること、また発掘調査を円滑にしかも秩序立てて行うため全域

を対象とした統一的な基準が必要であることから、丘陵のほほ中心部にあたる護国神社グラウンドの

南寄りに任意のコンクリート柱を埋設し、これを測量原点とした。 さらに、この原点から真北を求め

南北方向の基準線を定め、さらにこの基準線に対して直交する線を求めて、これを東西方向の基準線

とした。

調査区画の割り付けは、基準線に沿って 3m方眼を設定し個々の区画を呼ぶ記号としてアルファベ

ット 2文字と 、2桁の数字の組み合わせを用いている。すなわち原点を通る東西方向の基準線をOA

と定め、北へ 3m毎に08 、 OC~OTと順次番付けし、 2 1 番目にあたる東西方向の基準線から60m の

線をPA とし 、 南の基準線も 3m毎にNT、 NS~NA、 MTと順次定めた。 また、原点を通る南北方向の

基準線を00と定め、西へ 3m毎に01 、 02~20 、 2 1 とし、東の基準線も 3m毎に99 、 98~80 、 79 と順次

定めた。そして、東西方向線と南北方向線の直交する地点の南東交点をグリッド名として呼ぶことに

している。すなわち、08線と 12線の交点の南東に位置する 3m方眼の区画が08-12グリ ッドと標示

される。

さらに、秋田城跡では、史跡指定地内を字界および道路を基準として、 A-Yまでの中地区割を行

い、その上に「秋田城跡Jの略号である rDAKJを冠して、 (DAKの遺跡略号のうち頭文字のDは東

北地方の城柵跡を意味し、 AKは秋田城跡のローマ文字による頭文字である。)DAKN LAー70、DAK

N LA-69などと椋示することにしている。

A 者|坊主宮殿 寺 院 (東 北) S 窯 跡 (その他の東日本)

B 地方宵街(東日本) K ペP (関東 ・中部) T // (西日本)

C 。 (西H本) L /，- (近畿) U 製鉄遺構

D 城 柵 (東北) M 。 (中国・四匡1.九州) V 住居集落(東北)

E 。 (その他の東日本)N 経塚及び祭杷遺跡 W /，- (その他の東日本)

F /，- (西日本) 。墳 墓(東 北) X // (西日本)

G 域. 館 (東 北) P ィP (その他の東日本) Y 外 国

H /; (その他の東日本)Q /; (西日本) Z その他

/; (西日本) R 窯 跡 (東北)

表2 遺跡の分類記号
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2.迫椛、造物の表示方法

発品I!訓作により発見される遺構には一連番号を付けている 。 この昂:サの ~iíj に遺構であるSと遺構の

純類をぷすアルファベット記号を付して用いる (第3表)。 また、!日lじところでほぼ同じ規模で改築

された泣備はIliJ需ひの後にA・8・cをつけて区別している。これらの記号および極類は遺構登録台帳

に記載する。

ja物の傑ノJ~は、泣俳句か、 3m四方のグリッド単位で取り上げている。 この際番号の前にm物の材

質をぶすアルファベット記号を付すことにしている (第3ぷ)0 ill物カードには迫・物の一連番号、/1¥

1-:桝位、 l収卜.J~J 11も記入している。

Jll 構 1立 物

SA fHilJ.柵ダIJ SH 広場 D イ:出 A 土製品

SB ill物 S 1 竪穴住居 S 石製J111 C 繊維製品

SC lrili SK 土坑 T 鉄製品 B i奈器

SD i昨 SKF フラスコ状ピット M 木製品 X その他

SE )1二}i SX その他 K 瓦 ・噂

SF 築地

SG 苑池

表3 遺構・遺物の分類記号

参考文献

山城県多目城跡IUHHiJf究所 「泣跡の調査計聞と制貨幣;llHJjiLJ r';:f城りよ多fI城跡調査研究所年報

1971年J 1972年

秋川rli教行委u会 「秋田城跡J rll百平1147年度 秋川城跡先制調資概報J 1972年
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1 .第36次発掘調査(昭和57年)

調査区は、秋任|県諮問事11社社殿の

南に|雑緩する広場の北側である。本

調査は、政庁域の解明を目的とした

初めての発掘調査である。調査の結

果、昭和34年から同37年に実施され

た国営調査時の トレ ンチと共に、東

凶に延びる築地塀助 (SF677A. B) 

と一本柱列塀跡、 (SA657--659)、通

北・の掘立柱建物跡 (SB678--680)と

竪穴状に掘られた盛に沿って掘り方

が伴う掘立柱建物跡 (SB661--663)、

それに焼土遺構 (SX687)等が検出

された。築地塀跡;は、基j氏幅約1.2m

で40cm--60cmのifJjさでi立存する。|吋

地区でほ初めての確認であり 、政庁

の砕1illか北辺を|豆闘する施設と考え

られた。また、東西方向に三列雌認

された一本柱列塀跡は、国営調査時

には政tfを区間する柵列跡とされた

S8633 

，r--.._ 交?:長
第 8図第36次調査

起I構であるが、この|時点ではその性格については明らかにできなかった。いずれも柱間隔や柱掘り方

規模は同様であるが、確認而が異なることから3時期にわたって構築された塀跡と考えられた。竪穴

状の侃立住建物跡は、2ないしは 3時期に重複しており 、最も古い逃構は床と考えられる部分に拳大

の河原石が敷き詰め られている。掘立柱建物跡は、築地塀跡の南側に並行する東西.棟建物で、 3時期

の重複が確認された。

主なtH_I'.j立物は、築地塀制;の北側崩壊土から出土した「出挙l限様漆紙文書」がある。また、円面硯 ・

風乍硯 ・転HJf!ll等、硯が多い。

2 .第38次発掘調査(昭和58年)

調査i亙は、第36次調査の東隣接地である。調査の結果、築地塀跡 (SF729A. B)、材木塀跡

(SA719)、抗日立柱建物跡 (SB678B、696A. B、701、702、717)、一本柱列塀跡 (SA700A. B、705--

707)、竪穴住居跡 (S1703、704)、二|二坑等が検出された。築地塀跡、は、第36次調査で検出された地点

から、約10m程束で、南に直角に屈折するコーナー音1$が確認されたため、政庁の北辺と東辺の区画施設

であることが明らかになった。築地塀糊;の南端から2基の柱掘り/'iを挟んだ南側は材木塀跡となり 、

築地塀跡は検出されなかった。また、前述の 2碁の柱掘り方は、I期 .n f引のくぐり 戸風の東門と考

えられる。このことから、政庁区画施設の南半は布撮りi梓を伴う材木塀跡と判断された。なお、材木

塀と築地の組み合わせによる区画施設は、平成13年の補足調査第78次調査で、築地塀を切る布掘り構
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が明確になったことから、E期の区画施設

であることが明らかとなった。一本柱列塀

跡は、 -列確認されたが、最も古い柱列は

束辺築地桝跡上に掘られていることから、

築地jJjf跡よりも新しいことが明らかにな

ったc また、他の 2列の柱列も北、東側に

それぞれ作り伴え・本柱列塀跡に伴うこと

が僻，認された。持1:立性ill物跡は、調査地南

下3ヵ所で市政して検出され、政庁東辺の

東川制;であることがゆjらかになった。竪穴

住JI_!}跡は、バ〈辺築地桝跡;を115に束(政庁外)、

Illj (i政J)'I付)で検lI¥されたごく 一般的なほ

ぽ)j形の形態で、カマドは認められない。

j:.な11'11: j立物は、第36次調査同様円前

使 .J瓜，{~{拠・村川悦等、脱が多い。 他{こ、

包合l付|人lからイif17、小札が出上している。

3.第40次発#.1!調査(昭和59年)

調子tlX:は、第36次訓告の!川隣接地である。

謝慌の紡*、築地桝跡 (SF677A. B)、正

btt助:(S8743-748) とl正殿前の建物跡

(SB749、754A. B)、 i二坑が検出された。

築地桝跡は 、 ~il叫んilí代、検Il\ されたが、|主I D

'j;れ制作II.~:のトレンチと 11[j側は jljlJ平により逃

イ{~)WLはよくない。 IE股跡は、*阿械でほ

ぼIJiJ.地点でVIJgJ~在，泣きれている。 最も新

しいVImJは、 i礎イiの似イiと与・えられる拳よ

りやや大きいMJJ;(イ{が検出されているが、 .

他はl打に焔iをイiするJMG:柱建物跡である。

正殿下liijの制、i:.Hill物跡は、31時期認めら

れるが小別で制り )jも小さく正殿の方向と

わずかに児なるc

み;制作の ll~大の収般は、城柵政庁の中心

忠魂碍

第 9図第38次調査

$A705 

満蒙開拓事E

勇軍慰霊碍

施設である JI~股が416lit されたことと、各期に分類できたこと、さ らにそのうち第W期が焼失している

ことや焼 1'.包合!付などから、秋山城最大の事件である }eJ金2年の蝦央のIi.乱によるものと推定できた
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ことである。

主な出土遺物は、漆紙文書、青銅製の鈴、小札それに従来の15業連弁軒丸瓦とは異なる軟質の焼成

による軒丸瓦等があげられる。

4.第41次発掘調査(昭和60年)

調査区は、政庁地域の南辺と

推定される自然地形が南に傾斜

する交換点、にあたる。調査の結

果、築地塀跡 (SF788)、一本

柱列塀跡 (SA783、784、786)、

材木塀跡 (SA789)、掘立柱建

物跡 (S B778 ~ 78I ) 、竪穴住

居跡 (SI782)等が検出された。

調査区東南部で、検出された築地

J-JH-跡は、東凶方向から北に直角

に屈折することから、本地区は

政庁地区の南西コーナ一部と考

えられた。築地塀構築部を含め
第11図第41次調査

た調査i互の砕jは褐色砂で造成されており、南ほど深くなっていることから政庁地区の拡張を目的とし

た造成と考えられる。竪穴住居跡は、 1軒のみ雌認されているが、住居内の樫土が褐色砂で一気に埋

め戻されている。また、住居出土の一群の土器は 8世紀第 2四半期と考えられることから、政庁造成

に伴って思められたものと判明した。4棟の掘立柱建物跡は、調査区西半で築地の内側と外側で検出

されたが、いずれも西側と南側にさ らに連続することから全容は確認されていない。一本柱列堺跡は、

これまでの調査結果と同織に 3;JjIJ{i確認された。

主な出土造物は、竪穴住居跡内から一括土器がある。

5.第49次発掘調査(昭和62年)

調査区は、正殿跡の東隣接地である。第38次調査の西側で南北方向で 1;JjIJの柱掘り方 (4基)が検

/1'.されていたことからその解明を目的として実施された。調査の結果、掘立柱建物跡 (SB953A'B . 

C)、焼こi二遺構 (SX954)、瓦敷き遺構 (SX955)、粘土撃地 (SX957)が検出された。掘立柱建物跡は、

正殿とほぼ問方向を示し、同地点で3時期認められた。最も新しい時期のSB953A椀立柱建物跡は、

消失している。瓦9.泣き迫・構は、 SB953A掘立粧建物跡に伴う遺構で、建物の北柱列の外側に沿って敷

かれたものと考えられる。粘土整地は、前述のSB953A掘立柱建物跡の消失に伴つての整地地業で焼

上昭'を桜っている。

主な出土造物は、多数の鉄釘がある。
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6.第77次発掘調査(平成13年)

調査区は、正殿跡、の西隣接地である。

第40次調査で正殿跡の西側でSB756とした

南北方向で 191Jの柱の掘り方 (4基)が

検出されていたことからその解明と政庁

西側の利用状況を把握する自的で実施さ つ
れた。調査の結果、掘立柱建物跡 (S引 645)、

柱列 (SA1646~ 1648 ) 、 溝跡 (SDI649~

1 652) 、 土坑 (SKI 653 ~ 1655)が検出され

た。S81645捕132;柱建物跡は正殿跡の約 7

m西に位概する。建物方位は正殿跡とほ

。
。

ーに]一-
:.~旬、

。
第12図第49次調査

S8953 
A・8・c

ぽ同じであるが、小ー規模な建物で、掘り方も小 さい。東西方向のSA1647柱列と重複し、これよりも古

い。S8756の凶側でSA1646が検出されたが、柱掘り方の規模、

埋土、柱1111間隔に相違がみられ、建物は構成されずS8756は

相:列となり 、S8756をSA756と改めた。

主な ，~B土造物は平瓦 、 丸瓦、 噂等で 、 円面碗も出土 してい

る。

7 .第78次発掘調査(平成13年)

調査区は、第38次調査の南隣接地、第41次調査の北|韓楼地

である。調査の結果、第41次で検出された築地塀助 (SF788)、

材木塀跡 (SA789、790)、一本柱列塀跡 (SA783、784、786)

に接続する北側部分が検出された。 また 、一本柱列塀跡

SA784と主複し、これよりも新しい南北方向に並ぶ数基の柱

掘り方からなる柱列 (SA1656)が検出された。SA1656を除

くこれらの政庁区田i施設跡はこれまでの調査成果と同様に、

古い|時期からSF788→ SA789→ SA783→ SA786→ SA784→

SA790の変遷となることが再確認された。また、それぞれの

遺構の位置、重複関係から 38次で検出された築地塀跡

(SF7298)、材木塀跡 (SA697、719)、一本柱列塀跡 (SA705

~707 ) にそれぞれ接続することも再確認された。 SA1656柱

列はSA698柱列に接続する可能性があると考えられた。

Eな出土造物はてjZ瓦、丸瓦で円面硯も出土している。

-29一
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第13図第77次調査

SA783 SA786 SA784 

第14図第78次調査



第N章主な検出遺構

第 l節整地地業

政庁域における整地地業は、大きく 2カ所において認められる。 lカ所は、第41次調査地の政庁区

阿施設南辺の東コーナ一部周辺で、政庁域を南部に拡張することを意図してなされたSX791整地であ

る。あと Iカ所は、第36次 ・第38次調査地の主に政庁域の北辺と東辺周辺で比較的よく迫ー存していた

整地で、政庁内の建物や区画施設なと。の改修に伴つてなされたものと考えられる。

liij者SX791整地は (第15図)、北から南に傾斜する自然地形に対して行った整地で、南辺SF788築地

塀の下、SI782竪穴住居跡の埋土として確認された。

政庁西周辺を現地形と地形図から概観すると 、現在の市道土崎保戸野線 (通称旧国道)は、明治

9年にImi'jlJされたものであるが、それまでは江戸時代に描かれた「秋田街道絵巻Jに見るように、や

や低地となっていた部分を利用して人や馬の往来が見られ、道路として使用されていた。一方南辺の

市道東側は、秋田県護国神社境内南側広場から南 ・南東方向に向けての緩斜面と考えられる。このよ

うに、政庁南 ・阿辺築地塀周辺は、南からの沢が何本か入り込んでいるため、それらを盛り土によ っ

て繋地し政庁域の拡大を図ったものと考えられる。

整地は、黄褐色砂(粘土粒 ・瓦片合む)、灰褐色砂 (粘土ブロック含む)の比較的きれいな砂を北

から南側の低い方に向けて盛り土を行っている。造成土の採取については、比較的近場の飛砂を運搬

したものと考えられ、整地土の中には土師器の小片も含まれていた。SF788築地塀の下は、約1.5m、

さらに 2m程南側で、は約 2mの厚さで盛り土を行っている。 しかし、その南については、後世の削平

で住宅地となっており、元地形は不明であるが、周辺地形から推測して比較的急激に下がっていたも

のと考えられる。また、築地塀の北、約10mほどに位置するSI782竪穴住居跡内にも同械の砂が充換

されていることから、同時の整地によって埋められたものと考えられる。SI782竪穴住居跡は、床面i

からの出土土器によって、 8世紀第 2四半期頃と考えられることから、天平 5年 (733)の政庁造成

工事に伴って移転させられたものと判断できる。しかし、本来、南への拡張を図った整地であったが、

必要以上の面積は確保できず、結果的に政庁が横長を呈することとなったと考えられる。

後者の政庁内の整地は、後世の削平等のため北辺と東辺周辺のみで確誌記されている。この中で、比

較的迫存状況が良かった第38次調査地の結果を元に、整地の状況とその上下の遺構との関係について

述べてみる。

整地は、砂混じりの粘質土で、Ilnき締めてはいないが、ある程度の堅さを保っている。遺存状況の

良好な部分は、調査区のほぼ中央部で、SF729築地塀を覆っており最も厚いと ころで、は約50cmを図る。

しかし、政庁の中心部の方には至らず、区画施設に沿っている ことから、築地塀崩壊後の区画施設の

構築に伴う整地と考えられる。それを示すように、築地塀に変わる区画施設であるSA705・706一本

柱列塀が整地層上から掘り込まれている。なお、同区画施設であるSA707一本柱列塀の掘り込み面は、

昭和34年~37年の国営発掘調査時の ト レンチによって整地層が除去されているため確認できないが、
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第15図政庁南東部SX791整地地業

おそらくこのあli卜.轄地1-.からと考えられる。この整地!刊を挟んで、 卜'./刊は尚色砂!百・赤褐色砂層、下

J付は民化物1¥，'，と住j色砂J刊である。 t層の褐色砂層 ・亦褐色{沙!付l(lIからは、 SA697材木塀跡等が検出さ

れている。政Ij'の外1l!1J にあたる ~l辺築地塀の東側では、厚い炭化物1Mを粘土整地が被っているが、こ

の炭化物!付は約33次調11:で検出された多量の鉄淳から、裂鉄 ・鍛治笥:にnう炭化物と考えられる。

粘 1:核地の造成 1..については、飛砂層下の地山ローム卜.を保取したものと考えられるが、周辺には

近111:以降の卜.取り火は検出されているものの (第28・72・76次)、市代については不明である。また、

整地のII.~JUJについては、政lYの変遷から築地塀から一本柱ダIJJjJf.に変わる H割引を 8 世紀末から 9 世紀初

頭頃と考えているが、このことは整地上および‘直下の炭化物肘から糸切りで底部から体部下端にかけ

てケズリ調幣を施す亦尚色上器杯Bが僅かに出土することからもポ応・しない。
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第16図 SX791整地地業断面図
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発見遺構第 2節

検出された主な迫椛は、掘立柱建物跡、築地塀跡、一本柱列塀跡、材木塀跡、 竪穴住居跡、柱列、

土坑等で、ある。掘立柱建物については、 正殿、正殿南建物、北東建物、北西建物、正殿東建物と使宜

的に表記 し、各建物群ごとに記述することとした。また、政庁内において明らかに東西に対称に配置

されている建物については、並列して東 ・西の順に記述した。その他の迫・構はすべて遺構番号順に記

述した。各遺椛では、基本的に規模 ・柱間 ・柱掘り方および柱痕跡 ・重複状態 ・関連出土遺物の}llfiに

記述し、平面模式図を付した。平面模式図は、すべて縮尺400分の lとし、北を上にして掲載した。

模式図の各記号は以下のとおりとした。

+推定柱位置

また、柱筋については、 平聞が明瞭に把握できるものを実線、不明なものを破線で示 した。

。 礎石痕跡 (根石など)⑨柱痕跡。柱掘り方

正殿跡1 . 

政庁の中央やや北寄りに位置する東西棟の掘立柱建物跡である。ほぽ同位置で、の建て替えで、 全 6

時期jのZ民主が認められる。以下、時期の古い順にその概要を記述する。

(第18図、図版10)

東西 5問×南北3間の東西棟で、南廟付掘立柱建物跡である。建物

の方向は、身舎南側柱列で発掘東西基準線に対・し 3度高に振れる。

桁行については身舎南側柱列で総長18.0mであり 、柱聞は身舎部分で

o
ilsO
'''
+
:
'
 

"
 

岨伺

+
 

+
 ケ

+

S B748B 

~~より 3.6m+ 3.6m + 3.6m + 3.6m + 3.6mである。梁聞については、

身舎部分東側柱列で、総長 8.lmで、柱聞は北より 2.7m+ 2.7m + 2.7m 

したがって、梁間総長は 12.6mとなである。廟の出は 4.5mである。

る。柱持[!り方は、一辺約 1.2m~ 2.0mの隅丸方形で、壁はほぼ垂直に掘り込まれており 、深さは 60

cm~ 80cmで、ある。埋土は、地山飛砂層である褐色砂と黒色粘土ブロックを主体とする。柱痕跡は認

められない。

(第18. 191ヌ|、問版10)S B748A 

東西 5間×南北 31~，11 の東西棟で、南廟付掘立柱建物跡であり、 SB748Bの柱を抜き取っ て建て替え

たものである。建物規模、方向等とも同様である。

S B 745 (第18.19図、図版10)

東西 5問×南北2聞の東西棟で、南廟付掘立柱建物跡、である。建物
-;
!
+
:
1
・

の方向は、身舎南側柱列で発掘東西基準線に対し l度30分南に振れる。

桁行については身舎南側柱列で総長16.5mで、あ り、柱聞は身舎部分で

西より 3.3m+3.3m +3.3m +3.3m +3.3mである。梁聞については、

身舎部分東側柱列で総長 7.0mで、柱聞は北より 3.5m+3.5mで、ある。

したがって、梁間総長は12.0m廟の出は、東 ・西妻で 5.0mである。

，、ノ今、d
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第18図正殿跡 (S8748，S87 45， S87 468，S87 46A，S87 44，S87 43建物跡)
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となる。柱掘り方は、 一辺1.1mの方形ないし短軸1.6mX長軸2.2mの楕円形もしくは不整形で、 壁は

ほぼ垂直に掘り込まれており深さは80cm.......90cmで、ある。埋土は赤褐色砂、赤褐色粘土ブロックを主に

した軟かい砂質土で、多量の焼土や炭化物、焼壁などが混入しており 、 SB748Aは火災を受けて焼失

したと考えられる。掘り方内より赤褐色土器杯破片 ・噂 ・瓦片等が出土している。

S 87468 (第18・19図、図版10・11) 

?一一+一一+ー-←→一一十 東西 5問×南北 2聞の東西棟で、南廟付掘立柱建物跡である。建物

。 。
+ーーー-0一一ひ--ー+ーーー-0一一-6

の方向は、身舎南側柱列で、発掘東西基準線にほぼ一致している。身

舎柱掘り方の一部を確認した。柱掘り方の深さは約80cmで、埋土は黄

褐色砂ないし赤褐色土で、ある。繍り方内より赤褐色土器杯等が出土し

-+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

'
a
+
 

ている。

S 8746A (第18・19図、図版10・11) 

東西 5問×南北2聞の東西棟で、南廟付掘立柱建物跡である。建物
+・明・-(. 六2少

.，.，__一一--li¥ を〉

の方向は、身舎南側柱列で、発掘東西基準線にほぼ一致している。桁

L 行については、身舎南側柱列で、総長16.5mで、あり 、柱間は身舎部分で西

より 3.3m+3.3m +3.3m +3.3m +3.3mである。梁聞については、身舎

部分東側柱列で、総長7.0mで、柱間は北よ り3.5m+3.5mで、ある。廟の出

o.，_一一品.4一一@一一ベ!>
は5.0mである。 したがって、梁間総-長は12mとなる。柱掘り方は、 一

辺1.5m.......2.2mの方形もしくは短i制12.0mX長軸2.7mの楕円形で、壁はやや斜めに掘られており、深さ

は70cm.......90cmで、ある。埋土は赤褐色土、暗褐色砂が主体である。柱痕跡は直径50cmで、採さは50cmで、

ある。柱痕跡内には、多量の焼壁や炭化材が混入している ことから、被災建物と考えられる。掘り方

内より須恵器叢の転用硯、博、瓦片が出土している。

S 8744 (第18・19悶)

東西 5問×南北3聞の東西棟で、南廟イサ掘立柱建物跡である。建物の方向は、身舎南側柱列で発掘

東西基準線に対し 1度北に振れる。桁行については、身舎南側柱列で総長

15.0mで、あ り、柱聞は身舎部分で西より3.0m+3.0m +3.0m +3.0m +3.0m 

である。梁間については、身舎部分東側柱列で、総ー長5.6m、柱聞は北より

2.8m +2.8mで、ある。繭の出は妻で、4.2mである。 したがって、梁間総長は

+ -_ --(.: 
a . . 
+ . 

-
r
 

・
中

''+
・，
.. a
・c
・』 9.8mとなる。柱掘り方は、直径1.4m.......1.6mの円形または一辺1.2mの方

形で、{¥!はやや斜めに掘り込まれており、深さは40cmで、ある。埋土は暗褐色砂、黒色粘土 ・赤褐色粘

土佐iじりの褐色砂が主体で、焼壁や炭化物を多く含んで‘いる。焼失したSB746Aを復旧したものと考

えられる。掘り方内より赤褐色土器杯、須恵器杯破片、悲破片、瓦片が出土している。
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正殿

58748 

58745 

587468 

58746A 

58744 

58743 

」一一・園田一一

規模桁
~.丁- (m) 

梁 11月 (m) 

(桁行) 5IUHI8.0) 
(南桁東~) 3.6+3.6+3.6+ 

3.6+3.6 
(梁間) 4間(12.6) 
(東梁北~)2.7+2.7+2.7+4.5 

(桁行) 5ftl1( 16.5) 
(南桁im~) 3.3+3.3+3.3+ 

3.3+3.3 
(梁間) 3間(12.0) 
(束梁北~) 3.5+3.5+5.0 

(桁行) 5問(?)

(不明)

(梁附) 3間(?)

(不明)

(桁行) 5問(16.5) 
(南桁東~) 3.3+3.3+3.3+ 

3.3+3.3 
(梁附) 3閥(12.0) 
(東梁北~) 3.5+3.5+5.0 

(桁行) 51悶(15.0) 
(南桁束~) 3.0+3.0+3.0+ 

3.0+3.0 
(梁間) 3間(9.8)
(東梁北~) 2.8+2.8+4.2 

(桁行) 5問(?)
(梁間) 2~3問 ( ? )

建物構造
および

方 |旬

南面片廟付

掘立柱

W30S 

南面片廟付

掘立柱

WI
0
30'S 

南面片踊付

掘立柱

wooS 

南面片廟付

掘立柱

wooS 

T卒j商片廟イサ

掘立柱

WI
0
30'N 

礎石か?
WION 

正殿建 物跡

(柱掘 り方) (柱痕跡)

規模 有 ・無
埋土状況 出土造物 備 考

形状 規模

I菜 さ t菜 さ

1 .2m ~2.0mの i明丸 地山飛砂層の褐色砂 I期587488

方形 黒色粘土ブロック

60~88cm 日期58748A
焼失か

l辺1.1mの方形 褐色砂 赤褐色土器杯ケズリ調整 埋土に多量の焼壁混入

焼壁 赤褐色土器杯 前段階の建物焼失か

短軸 1.6mX長軸 炭化物 焼培

2.3mの楕円形もし 瓦

くは不整形 転用硯 (須恵器蓋)

80~90ωl 

焼時

赤褐色土器杯ケズリ調整
(第39図 .4) 

赤褐色土器杯
転用硯 (須恵器蓋)

I 辺1.5m ~2.2mの 直径50cm 赤褐色土 赤褐色土器杯 柱痕跡内に焼土 ・炭化

方形 の円形 焼壁 転用硯 (須恵器蓋) 物、建物の壁多量に混

i菜さ50cm 白土 (第39図 ・1~ 3) 入

短軸2.0mX長軸 炭化物 埼

2.7mの楕円形 瓦
直径1.2m~ I.5mの
円形

直径 l .4m~1.6mの 直径50cm 赤褐色土 赤褐色土器杯

円形 泌さ60cm 焼壁 (第39図 ・5)
または l辺1.2mの 白土 須恵器杯、蓋

方形 炭化物 瓦

喝

河原石 赤褐色土器杯 後世の削平多い

(宣告よりやや大きめ

の根石状石)



S 8743 (第18図)

東西 5 間×南北 2 ~ 3 聞の東西棟掘立柱建物跡である 。 廟は付かない。

建物の方向は、発掘東西基準線に対し l度北に振れる。柱掘り方は、後世。
，et
+
，1
1
+

+

+

 二
+'
t
'o
'
o
・
+

しかし、柱位置部分に数個

の拳より大きめの根石が検出されたことにより、礎石建物と考えられる。

の削平を受けて不明な点が多く判然、としない。

正殿南建物跡2. 

正殿の南前方に位置する東西棟の掘立柱建物跡である。ほぽ同位置同規模での建て替えと 、同建物

の北桁をほぼ同じくして南側に約 3mほど拡張したものの 3 時期が認められる。 以下、時期の古いJII~

にその概要を記述する。
白
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正殿南建物跡 (S87548.A，S8749) 第20図

(第20図、図版9)S 87548 

東西3問×南北 l聞の東西棟掘立柱建物跡である。建物の方向は、北側柱列で発

掘東西基準線に対し 3度南に掠れる。桁行については、北側柱列で、総長9.9mで、

柱問は西より 3.3m+3.3m +3.3mである。梁聞の柱問は3.0mである。柱掘り方は、

-40-

仁土コ



SB754A . SB749の柱掘り方に切られ判然としない。埋土は、黄褐色砂を主体とする砂質土である。

S 8754A (第20図、図版9)

SB754Bの柱を抜き取り、東へ約40cmほど移動して建て替えたものである。建物規模 ・方向等とも

同様である。柱掘り方は、一辺 1m前後の|塙丸方形または長方形を呈するもので、壁はほぼ垂直に掘

り込まれており 、深さは80cm.......90cmで、ある。埋土は、暗褐色砂 ・赤褐色粘土ブロックを主体とする。

掘り方内より土師器杯、円面硯等が出土している。

S 8749 (第20図、図版 9) 

東西 3間×南北2聞の東西棟擁立柱建物跡である。建物の方向は、北側柱列

で発掘東西基準線に対し 3度簡に振れる。桁行については、北側柱列で総長11.5

mで、柱聞は西より3.8m+3.8m +3.9mで、ある。梁間については、東側柱列で総

長6.7m、柱聞は北より 3.6m+3.1mで、ある。柱掘り方は一辺90cm前後の方形を呈

するもので、壁はほぼ垂直に掘り込まれており 、i菜さ60cmで、ある。埋土は、褐色砂、 赤褐色粘土ブロ

ックを主体とする。

3.北東建物跡

正殿の北東で 6棟の建物跡が検出された。これらの建物跡は、築地塀崩壊土を利用した粘土整地層

を挟んで新旧関係が下層検出遺構と上層検出遺構の 2群に分けて把握できる。ここでは、下層検出建

物跡と上層検出建物跡とに分け、 古い方より記述する。

a.下層検出建物跡

粘土整地下層面の検出建物群のうちで、重複して検出された建物跡である。新旧関係は、 古い順に

SB680→ SB679→SB678となる。この 3棟の建物跡は、後述するSB769・SB759. SB758と正殿跡のほ

ぼ中央を通る中軸線に対し、ほほ対称、に位置する。

S 8680 (第21図、図版12)

東西 5間×南北2聞の東西棟と推定される掘立柱建物跡である。後述する

一・
;
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・一

+

+

 

+

+
 

+

+
 

+
a・・
+'
・・+

SB679とほぼ同一位置での建て替えのため、確認された柱掘り方は北桁行東

から 1. 2番目と南桁行東から 1・2番目のみである。柱掘り方は柱筋に幅

約1.7m、深さは地山粘土層面に達する約30cm程の布掘りを施し、そのほほ内

壁に沿って掘られている。建物の方向は、南側柱列を参考にすると 、ほほ東西発掘基準線に一致する。

掘り方内より 、表面に小さい円形の浅い孔を穿った習普:噂 rr由利J. r及J. r代j等jが出土し

ている。

S 8679 (第21図、図版12)

東西 5問×南北 2聞の東西棟掘立柱建物跡で、ある。東妻より 1問目と西妻

より I間目に間仕切りが伴う 。建物の方向は、桁行北側柱列で発掘東西基準

線に対し l度30分北に振れる。桁行については、北側柱列で総長12.75mで、
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柱聞は西より 2.8m+2.4m +2.65m +2.3m +2.5mで、ある。梁聞については総長5.4mで、柱聞は北より

2.7m +2.7mで、ある。柱掘り方は、短軸l.2m--l.3m、長軸1.5mの楕円形、または、 一辺90cm.......1.2m

の方形で、盛はほぼ垂直に掘り込まれており、深さは90cmで、ある。埋土には、褐色砂を主体にローム

ブロック、炭化物が混入している。掘り方内より須恵器杯、須恵器盤 ・杯の転用硯、円面硯が出土し

ている。

S 8678 (第22図、図版12)

東西 7間×南北 2聞の東西棟掘立柱建物跡である。建

物の方向は、桁行北側柱列で発掘東西基準線に対し 2度

南に振れる。桁行については、北側柱列で、総長22.8mで、

柱聞は西より 3.4m+3.1 m +3.4m +3.0m +3.4m +3.1 

m +3.4mで、ある。梁間については総長6.7mで、柱問は北よ り3.6m+3.1mである。柱掘り方は、一辺

l.Om --l.7mの隅丸方形で、 壁はほぼ垂直に掘り込まれており 、深さは70cmで、ある。埋土は、焼土を

含む褐色砂、ローム粒子を含む黄色砂を主体とする。

b.上層検出建物跡

粘土整地上層面の検出建物群のうちで、重複して検出された建物跡である。新旧関係は、古い順に

S8663→S8662→ S8661となる。これらの建物跡は、 30cm--50cmほど竪穴状に掘り込んだ内壁に沿っ

て柱掘り方が掘られる掘立柱建物跡であり 、いずれの建物跡も床と考えられる部分に焼土面が広がり

鉄製品(釘等)が多く出土している。

S 8663 (第23図、図版12・13)

叫・・・・+・・・+・・・・+

+ 

+ 

抽・ーーー+・・・+・ー・ー+

東西 3間×南北4聞の南北棟掘立柱建物跡で、東半部はS8662・S8661. SI665に

切られている。建物の方向は、桁行西側柱列で発掘南北基準線に対し 4度東に振れ

る。桁行については、西側柱列で総長11.9mで、柱聞は北よ り2.9m+3.0m +3.0 

m +3.0mである。梁聞については、 S8661・S8662の掘 り方によって削平されてお

り不明であるが、同規模で l問分東へ寄せて建て替えられたS8662の梁聞を参考に

すると総長は9.2mとなる。柱掘り方は、 一辺1.1m.......1.3mの方形または隅丸方形を

呈 し、壁はほぼ垂直に銅り込まれ、深さは80cmで、ある。埋土は炭化物 ・ロームブロックの混入した暗

褐色砂で、ある。柱痕跡は直径30cm--40cm、i菜さ80cmで、ある。

S 8662 (第24図、図版12・13)

…+ートー? 東西 3問×南北3聞の南北練掘立柱建物跡である。建物方向は、桁行西側柱列で

発掘南北基準線に対し 2度30分東に振れる。桁行については、西側柱列でS8663と

同規模と考えると 、総長1l.9mで柱聞は北よ り不明+3.9m+3.9mで、ある。梁聞に

ついては、南側柱列で、総長9.2m、柱聞は西より3.45m+2.45m +3.3mで、ある。柱掘

り方は一辺1.8mの隅丸方形で、壁はほぼ垂直に掘り込まれ、深さは 1mである。

-43-



01 

Eト

国
h
唱
曲

ω

凸哩

~6g~ 

m 
ιd 

<1 
-44-

。
曲

E
g
w
州

<1 

B' 

g
E
h
q
ω
 g

s
J山

∞1 

s 

E 

0 1 

第22図北東建物跡 (S8678)



。

A 

~' 46m回

¥ー竺士一一色
~ F

S
 

ぶ~ミ示、総

Jljt 1'，は、焼土 ・炭化物 ・ローム粒 rの混入した褐色砂である。柱痕跡は、jt¥径40cm、深さ80cmで、あ

北東建物跡 (S8663)第23図

る。

S 8661 (第24図、図版12' 13) 

点同4ItlJ x南北 2flrjのrii11!1Jにl聞が張り出した側、，1:校建物跡で、東と市がJSとなる平面L字形の掘

ゥ':Hill物跡である。ill物)JIilJは、梁関西側柱91Jで発掘南北基準線に対し約 3皮束に振れる。桁行につ
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いては、北側柱列で総長11.6mで柱聞は西より3m+3m +3.2m +2.4mである。

梁間については、西側柱列で総長8.8mで柱聞は北より 3m+3m+2.8mである。

また、東婆は総長 6mで、北より 3m+3m、南妻は総長 6mで、西より 3m+3

mである。柱掘り方は一辺1.1m....... 1.5mの方形で、壁はほぼ垂直に掘り込まれ、

深さは50cmである。埋土は焼土、炭化物を多く含む褐色砂である。柱痕跡は直

径30cm、深さ50cmで、思土は焼土や炭化物を含む褐色砂や茶褐色砂である。

明
的
、円
∞
的
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第25図北西建物跡 (88769，88759，88758)
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4. 北西建物跡

lE殿の北西で 3棟の建

物跡が検出された。SB769

. S8759 . S8758は前述し

たSB680・S8679・SB678

と正殿跡のほほ中央を通

る中軸線に対し、ほぼ対

称に位世する。

S 8769 (第25図、図版14)

-T 

+ 

・3・・+・ーー+・ ・+・・・+・・・+

東西 6間×南北 2間の

~i丙椋掘立柱建物跡であ

る。建物の方向は、ほぽ

発掘基準線に一致する 。

桁行については、北側柱

列で総長14.8mで、柱聞は

丙より 2.8m+2.4m +2.5 

m +2.2m +2.6m +2.3mで

ある 。梁間については、

総長5.4mで柱問は北より

2.7m +2.7mである。柱掘

り方は一辺1.4m..._1.7 mの

方形で、壁はほぼ垂直に

掘り込まれており、深さ

は1.2mである。埋土は赤



褐色粘土ブロックを含む黄褐色砂である。柱痕跡は直径30cm、深さ30cmで、ある。柱痕跡内には、焼

土 ・炭化物が混入している。

S 8759 (第25図、図版14)

東西 7問×南北2問の東西棟掘立柱建物跡である。建物の方向は、ほぼ発

掘基準線に一致する。桁行については、北側柱列で総長13.8mで、柱聞は商

より2.0m+2.0m +2.0m +2.0m +2.0m + 1.8m +2.0mである。梁聞について

は、総長5.6mで柱間は北より2.8m+2.8mである 。 柱掘り方は一辺60cm ~ 90

cmの方・形で、壁はほぼ垂直に掘り込まれており、深さは60cmで、ある。埋土は焼土 ・炭化物を含む黄褐

色砂である。柱痕跡は直径30cm、深さ45cmで、ある。柱痕跡内には:焼土 ・炭化物が混入している。

S 8758 (第25図、図版14)

東西 6間×南北 2聞の東西棟掘立柱建物跡である。建物の方向は、ほぽ発掘

~サ→? 基準線に一致する。桁行については、北側柱列で総長11.8mで、柱聞は西よ り
+ 

2.3m十2.3m + 1.8 m + 1.8 m + 1.8 m + 1.8 mである。梁聞については、総長5.0mで・

柱問は北より 2.5m+2.5mで、ある 。 柱掘り方は一辺70cm~90cmの隅丸方形で、壁

はほぼ垂直に掘り込まれており、深さは50cmで、ある。埋土は暗褐色砂を主体としている。柱痕跡は、

直筏20cm~35cm、採さ30cmで、ある 。 痕跡内には焼砂や炭化材が認められることから、被災建物と考え

られる。

5.正殿東建物跡

.・ゐ~
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!!.. 46m60 

1 1∞帆

第26図正殿東建物跡 (88953)
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正殿の東で、 3棟の掘立柱建物跡

が検出された。

S 8953C (第26図、図版14)

東西 2問×南北 3聞の南北棟掘立

柱建物跡である 。建物

日一…列で発掘南北基準線に

対し 2度西に振れる。柱

痕跡は確認できず、柱聞は確定でき

ないが、柱掘り方の中心をとると、

後述するSB953Aと同規模の梁間総

長4.8mで介主問2.4m等間と推定され

る。東側柱列で桁行総長5.7mで柱問

1.9m等問、柱掘り方は上面で直径約

1.5mの円形フ。ランで、下半部ではー



辺約 1mの方形で、壁はほぼ垂直に掘り込まれている。埋土は砂質土と粘土の粗い互層となっている。

S 89538 (第26図、図版14)

口
SB953Cを北西へ約40cmほど移して建て替えたものである。建物規模、方向とも同様で

ある。柱掘り方は直径80cmの円形で、 SB953C建物掘り方底面より約30cm上位までの掘り

込みである。

S 8953A (第26図、図版14)

SB953Bとほぼ同位置で建て替えられたものである。東西2間×南北3聞の南北棟総柱

・3 の掘立柱建物跡である。建物の方向は桁行東側柱列で発掘南北基準線に対し 2度西に振

踊 れる。桁行については、東側柱列で、総長5.7mで、柱聞は北より 1.9m+ 1.9m + 1.9mであ

る。梁聞については、南側柱列で、総長4.8mで、柱聞は西より2.4m+2.4mで・ある。柱掘り

方は直径50cmの円形で、 壁はほぼ垂直に掘り込まれている。埋土は、白っぽい褐色砂質土を主体とす

るもので、 上層にはわずかに焼土を含んで、いる。

6.政庁東門跡

正殿跡の東約40mの位置で、政庁跡の東門跡が6棟検出された。東門は、後述する 6期の区画施設

にそれぞれ付設されたものと考えられる。

S A 718 (第27図)

。
。
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第27図 政庁東門跡 (SA718)

政庁区画施設、 SF729築地塀の南延長上

にある 2本の柱列である。柱掘り方は、

SB696A . Bによ って切られている。柱聞

は、掘り方中心に柱位置を求めると2.5m

で、 SF729築地塀跡の中心線に柱筋が一致する。掘り方は一

辺1.5mの方形で、採さ70cmである。

S 8717 (第28図、 図版15)

東西 2問×南北 3聞の南北棟掘立柱八脚門で、

西側柱列と政庁区画施設のSA707一本柱列塀跡の

柱筋がほぼ一致する。建物の方向は、西側柱列

で発掘南北基準線に対し l度西に振れる。柱痕

跡が検出されないことから、柱掘り方中心に柱

位置を求めると、桁行については西側柱列で総

長IO.8mで、柱聞は北よ り3.6m+3.6m +3.6mと

なる。梁聞については、北側柱列で、総長5.4mで、

柱聞は西より2.7m+2.7mとなる。掘り方は直径
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第28図政庁東門跡 (SB717)

1.2m ~ 1.5mの円形で、深さは80cmであ

る。

S B702 (第29図、図版15)

東西 2問×南北 3問の南

北棟掘立柱八脚門で、西側

柱列とSA706一本柱列塀跡の

柱筋がほぼ一致する 。建物

の方向は、東側柱列で発掘

南北基準線に対し 2度西に

振れる 。柱痕跡が検出され

ないことから、柱掘り方中

心に柱位置を求めると、桁

行については総長9.0mで、柱問は北より

-・ー+・・・

-・・+・齢働

-・・+・・・

3.0m +3.0m +3.0mとなる。梁間につい

ては、北側柱列で総長 6mで柱聞は北よ

り3.0m+3.0mで、ある。摺り方は一辺1.2

mの方形で、深さ70cmで‘ある。掘り方内

より体部外面に「七Jの墨書のある赤掲

色土器杯が出土している。

S B701 (第29図、図版15)

東西2開×南北3閲の南北棟掘立柱八脚門で、西側柱列とSA705一本柱列塀跡の柱筋

がほぼ一致する。建物の方向は、東側柱列で発掘南北基準線に対し約 2度西に振れる。

桁行については、東側柱列で、総長9.0mで、柱聞は北より 3.0m+3.0m +3.0mとなる。

梁聞については、南側柱列で、総長6.6mで西より 3.3m+3.3mとなる。柱掘り方は一辺

L5mの隅丸方形、 あるいは直径 1.2m ~ I.5mの不整円形で、深さは L.2mである。 柱痕

跡は直佳40cmである。

S B696B (第30図、図版15)

東西 2間×南北 l間の東西棟掘立柱建物跡(四脚門)で、棟通りの中央柱列と政庁区画施設SA697

材木塀跡の柱筋がほぼ一致する。建物の方向は、西側柱列で発掘南北基準線に対し l度西に振れる。

ハU，、ノ
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柱掘り方等は、後述するSB696Aに切られており、規模は不明であるがほぼ同規模と考えられる。

S B696A (第30図、図版15)

東西 2問×南北 1聞の東西棟撫立柱建物跡 (四脚門)で、棟通り中央柱列と政庁区

画施設SA697材木塀跡の柱筋がほぼ一致する。建物の方向は、西側柱列で発掘南北基

準線に対し l度西に振れる。柱痕跡が検出きれないことから、柱掘り方中心に柱位置

を求めると、桁行については西側柱列で4.5mで、ある。梁聞については、北側柱列で総

長4.2mで 、 西より 2.lm +2.lm となる 。 掘り方は直径1.3m~ 1.8mの円形で、深さは80

cmで、ある。埋土は暗褐色砂である。 SB696B. A掘り方内より、外面底部に記号様の

墨告:がある赤褐色土器杯が出土 している。
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第30図政庁東門跡 (S86968・A)

7.築地塀跡

秋田城跡の政庁西辺の築地塀は、旧国道 7号線の開削や宅地造成によ って削平され、その遺構は検

出できない。政庁の規模は、北東 ・南東のコーナーが明らかなことから南北規模の長さは明確である

が、東西規模については、東辺から正殿中軸線までの距離を折り返して仮想西辺築地塀を想定した。

築地塀で区画された政庁の規模は、およそ東西94m、南北77mで、あり横長の長方形をなす。北辺およ

び東辺中央北側の築地塀にはそれぞれ二時期の重複が認められる。正殿北側の築地塀を北辺築地塀

(SF677)、東側の築地塀を東辺築地塀 (SF729)、政庁の南辺から東辺にかけての築地塀を南辺築地塀

(SF788) とした。それぞれの築地塀で重複が確認されたものは、遺構番号の後に古い順にB'Aの記

号を付した。

S F 677 (第31・34図、図版16・17)

SF677は北辺部築地塀跡であり、東、北、南の三辺の築地塀跡の中では最も遺存状況が良い。黄白

色砂および褐色砂の上に黒褐色粘土と赤褐色粘土を混ぜて、版築による基盤の上に構築される。全長

は約69mあり、その方向は発掘東西基準線に対し東で約 2度北に振れる。基底幅約1.2m、検出した

造存高は約40cm---SOcmで、ある。積土は赤褐色粘土と黄褐色粘土を 2cm---5cmの厚さで互層に版築を施
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している。積み手の違いは観察されない。築地塀跡本体両側に、東辺との屈曲部から約20m程西側ま

では、わずかに般土にくい込んだ形で、直径約20cm-30cmの柱掘り万が約2.4m間隔で、また、これ

より両側部分では税土にくい込んだ形で、直径約40cm-50cmの掘り方が検出された。この掘り方は積

士にくい込んでいること、また、掘り方内埋土に瓦片の混入するものがあることから、古い時期の

SF677B築地塀崩壊土を路上げしたSF677Aの寄柱であり、寄柱が同一地点で建て替えられたものと判

明した。正殿中軸線上に構築された部分は、国営調査が行われたが門跡 ・築地塀跡は検出されていな

い(註1)。築地塀跡の北側約 6- 7m付近で瓦の堆積が報告され

@
 

。
。

。

osσ
。

。。

ているが、柱掘り方が認められないことから、門の可能性はない

ものと考えられる。このSF677A.Bの北側に隣接して、屈曲部か

ら約10m西側で、築地塀積土、崩壊土を掘り込んで、西方向へ延び

る長さ28m、帆40cm-50cm、探さ30cm-40cmの布掘り講跡が検出

された。講と築地塀跡はほぼ平行している。講側面では幅10cm

-15cmと狭くなっていることから、板または材の痕跡と考えられ

。

。
。 る。

。 註l調査概要 (昭和34年 7Ji -8月 秋田城跡第 l次調査

概要文化財保護委只会)

。

S F 729 (第32・34函、函版18)

SF729は東辺部の築地塀跡である。地山飛砂層の直上には版築

による基盤は確認されない。全長は約31.5mで、その方向は発掘

南北基準線にほぼ一致する 。 &JiE~i，j約 1.2m 、 検出した迫存高は

最高で、約80cm、平均40cmで、南側ほど泣存JJjが低くなっている。

積土は赤褐色粘土と黒色上、あるいは亦褐色砂を 2cm-5cmの厚

きで互層に版築を施しているが、部分的に軟弱な部分も認められ

る。積み手の違いは南下部で観察され、その間隔は約 3m -3.5 

mである。築地塀跡本体両側に、約2.0m-2.4mの間隔で直径10

ω-20cmの柱掘り方、すなわち寄柱が検出された。北から 8問目

の寄柱以南は、大きく積上を楓り込み、また掘り方の径も約50cm

と大きい。さらに、その中心問も約 1mと狭くなっている。いず

れも向上げ後の寄牲と考えられる。

。
。。

1:雪∞ h 

第32図東辺築地塀跡 (SF729)
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政庁南東隅築地塀・一本柱列塀・材木塀跡第33図

(第33・34図、図版24・25)S F788 

SF788は、南辺から東辺部にかけての築地塀跡である。南辺では、 SX791整地によって造成した平

担面上に、褐色砂と暗赤褐色粘土を混ぜ版築による基盤の上に構築されている。全長は、屈曲部から

約8.5mで、西側は国営調査による トレンチによって削平されている。方向は、発掘東西基準線に対

し西で約 1度南に振れる。基底幅約1.3m、遺存高は約50cmで、ある。積土は赤褐色粘質土、黄白色粘

質土、黒色粘質土を 4cm--6cmの厚きで互層に版築を施している。積み手の違いは観察されなかった。

ε
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A.8・C SF6771!1i函第31図h

D SF788磁 街 第33図

第34図築地塀跡断面 (SF677，SF788)
1 : 60 m
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内
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j註存する築地堺本体の北側で、は崩壊土を|除去していないこと 、また南側ではSA789によ って破壊され

ているため寄柱等は検出で、きなかったが、|主j営調査 トレンチによ って削平された酋側築地塀跡延長上

では、SA787とした柱列が柱間約2.lm-2.3m間隔で確認されている。寄柱あるいは作業用件跡と与

えられる。東辺との胞1111部から北方では、SX791整地あるいは、地山飛砂腐の土層である黄白色砂上

に 、 Iy~褐色粘土 と黒褐色粘土を混ぜた版築による基盤の上に構築されている 。 全長は約 1 6mで、 周 II ~T

青1)から約 3m- 6mまでの聞は、後世のi!iIJ平等により検出されていない。その方向は、発掘南北落i1G

線にほぼ一致する。基底中高約60cm-80cm、i遺存高は約40cm-60CI11である。積土は明褐色粘土、黄色粘

じ よI~褐色粘土を 4 cm- 6 cmの厚 さで瓦屑に版築を施している。積み手の違いは観察されなかった。

築地JJtf.跡本体東側はSA789によって削平されている。本体西側に接して並行して並ぶ深い柱列跡が本

体にくい込むように部分的に確認された。径50cm~ 60cm 、 深さ 75cm ~90cmで 、 間隔は 1.8 m 、 3.2m と

ぱらつきがある。築地塀基盤、さらに地山粘土層 (寺内層)を深く掘 り込んでいることから、本体を

構築する際の添柱の柱掘り方と考えられる。

8 .一本柱列塀跡

政庁の凹問を区画する一施設として、築地塀については前述したとおりであるが、築地塀崩壊後の

施設として一本柱列塀について説明する。政庁西辺の区間施設は、前述したとおり 削平されておりi宣
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椛は検出できない。北辺 ・東辺 ・南辺の一本柱列塀は、三期の変遷が考えられている。北辺から政庁

東門まで、東辺の一本柱列塀をSA707、南辺及び政庁東門にかけて一本柱列塀をSA783、同様に

SA 706 . SA 786、さらにSA705 . SA 784とした。

S A 707 (第35図、図版16・20)

SA707は、築地塀崩壊土を掘り込んで、構築された北辺から政庁東門跡ま での一本柱列塀跡である。

H百和30年代の国営調査で内柵列と呼称、されていたものである。北辺西端から屈曲部までの全長は約

39.6m、計 11nnを確認した。その方向は、発掘東西基準線にほぼ一致する。柱掘り方は、一辺約1.4m

~ lo9mの方形であるが、 国営調査の|捺に掘り方内の埋土がほとんど掘り 上げられており 、 ほとんど

柱痕跡は不明であるが、わず、かに柱痕跡の認められるものの柱聞は約305m、3.7mで、ある。掘り方の

rl'心聞をとると約303m等間で、ある。東辺屈曲部から東門跡へ至るまで、の全長は約32.4mで、計9閉ま

で雌認した。 その方向は 、 発掘南北基準線にほぼ一致する 。 柱掘り方は 、 一辺約1m ~ 1.5m、深さ約

60cm~ 80cmの方形で、 SF729の積土を掘り込んでいる 。 埋土は 、 国営調査で掘り上げられているが、

わずかに柱痕跡の認められるものの柱聞は、約3.5m、307mで‘ある。

S A 783 (第33図、図版24・25)

SA783は、東門跡から南辺にかけての一本柱列塀跡である。南辺の一部は国営調査によって「柵列J

と認識されていたものである。雨辺から屈曲部に至るまでは全長約12m、計 3聞を確認した。その方

向は発掘京商法準線に対し西で約 l度30分南に振れる。柱掘り方は一辺約1.0m~ 1.3m、深さ60cmの

方形または桁円形で、SF788の積土とSA789埋土を掘り込んでいる。柱聞は掘り方の中心で、約3.4mで

ある。一方、南辺部は屈1111音15から北側については 3個めと 4個めの柱掘り方が確認された。その方向

は発掘南北基準線にほぼ一致する。柱聞は掘り方の中心部で、約3.4m、掘り方は直径約l.4m、j奈さ約

30cmの円形で'SA789埋土を掘り込んで、いる。

S A 706 (第351災|、|災|版20・21) 

SA707の外側に位置し、SA707と同様に北辺から政庁東門跡 までの一本柱列塀跡である。SA707・

SA705に:並行する。SA707との間隔は、掘り方の中心問で、約2.7m、ま た、SA705との間隔は約208mで

ある。検出された北辺の西側から屈曲部までの全長は、約35.4m、計 12聞を確認した。その方向は、

発掘京西基準線にほぼ一致する。柱掘り方は一辺約1.2m、i菜さ約 1m ~ 105mの方形 ・不整方形であ

る。柱問は掘り方中心に位置を求めると 、約306m等間となるが、屈曲部から西l聞が約 3mとなって

いる。j市l性i音15から政庁東門跡へ至るまで、の全長は約35m、計10聞を確認した。その方向は、発掘南北

基準線にほぼ一致する。柱掘り方は、SA697によ って掘り込まれ、全容が確認されたのは 3個めまで

で、一辺約1.1m ~ 1.4m、深さ約 1m ~ 1.5mの方形で、ある。柱間は、掘り方中心問で、約306m等問で、あ

る。

S A 786 (第33図、図版24)

SA783の内側に位置し、南辺から束門跡に至る一本柱列塀跡である。SA783 . SA 784に並行する。

SA783との間隔は掘り方の中心間で、約2.4m、また、SA784との間隔は約306mで、ある。検出された南辺
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の附端ーから屈曲までの全長は、約 10.5m、計 41111を確認した。その方向は、発掘東西基準線に対しiJIi

で約 1J支30分南に振れる。ね掘り万は、一辺約I.lm--1.7m、深さ35cmの}j形もしくは隅丸方形で、

SA790に掘り込まれている。性問は、掘り方中心でが'l305mであるが、コ ーナ一部の l問は約205mと

狭い。一方、屈曲部から北はSA783の外側に位置し、Iti辺と同様に並行する。SA783またSA784との

IIIJ陥はそれぞれ2.4m、305mである。屈曲部から北部では、全長約1308m、.no 3 IlIjを確認した。その

万向は、発掘南北基準線にほぼ一致する。柱掘り }jは、 SA790により掘り込まれており 、全容は不明

であるが、 一辺約 1m .....1.3m、深さ約35cmの隅丸!J形である。柱間は、掘 り万中心で南よ り308m、

502m、308mである。

S A 705 (第35図、図版20・21) 

SA706の外側に住所 し、SA707・SA706と同級に北辺から政庁東門跡に雫る一本柱列塀跡である。

SA 707 0 SA 706に並行する。SA706との間隔は、掘り h・の巾心1mで約207mである。北辺の西端から崩

1111却までの全長は約23.5m、百十81M1を確認した。その}j向は、発掘東西基準線にほぼ一致する。柱拍!

り)Jは一辺約105m、深さ約1m--1.3mの方形あるいは長万形である。柱問は阿端・から屈曲部よ り21岡

下liiiまで306m等間である。北京隅は、削平により不明であるが他の 2問については、東西と南北の

H筋を延長させた交点から測定すると西へ約205m、 3mと考えられる。一万、屈曲部から南は全長・

約3705m 、 計 1 1 聞を確認した。 その方向は発掘南北)I~単線にほぼ一致する 。 柱制り方は、 一辺約 1 05 m 、

深さ 1m --103mの方形 ・長方形である。柱聞はffilり方の中心、をとると約306m等IlIjとなる。交点者ISか

ら2例円までは北辺と l司械に205m、3mと考えられる。

S A 784 (第33図、図版24)

SA786の内側 (北側)に位位し、東辺部では外側 (東側)に屈曲する。南辺から束門跡に至る一本

村ダIJJ;ljf.跡である。SA786と、並行する。SA786とのIIrJ隔は、掘り方の中心問で約305mである。南辺の阿

端から間|曲音1)の 11問手IjIjまでの全長は約15m、;n4111Jを雌認した。その方向は、先制東西基準線に対

し阿で約 3度南に振れる。柱掘り方は約 1m --105m、深さ約40cmの円形、または隅丸方形である。

杭1111は掘り方の中心問で約305mである。一方、JlliIIJI部から北ではSA786の外側 (点側)に位置する-

;þ:，n列塀跡である 。 SA786との間隔は、 柱掘り方の I~ I心lIJJで約3.3mである。北nllJ2例の掘り方は、 一

辺約1.1m --1.5m、深さ40cmの|塙丸方形である。位聞は掘り方の中心で約308mである。SA790と重按

し、これよりも肯い。

S A698 (第35図)

政)1'京辺区画施設のSA705一本柱列塀跡を掘り込んで構築された柱列である。東辺北側から総長約

28m、計10聞を確認した。その方向は発掘南北基噌線に対し北で約 3度30分丙に振れる。柱掘り方は

1 m--1.5mの長楕円形である。直径約30cmの柱痕跡が認められるものもあるが、多くは柱位置が不

IYJである。柱位置を掘り万のιIJ心に求めると、柱問は約205mから305mと一定していない。
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9.材木塀跡

政庁の四周を区画する施設として、築地塀、 一本柱列塀については前述したとおりであるが、 一本

柱列塀と同様に東辺南側および南辺の区画施設として構築された材木塀がある。これは布掘り地業を

行い、この中に円形または方形の材を、ある程度の間隔をおいて立て並べた塀と考えられるが、検出

されるのは、布掘りi梓および柱掘り方のみで材の痕跡は検出されない。

S A 719 (第28図、図版21) 

東辺南側の全長約12mの材木塀跡で、SF729A積土を壊して構築している。上面幅1.0m.......1.5m、断

面形が鍋底状を呈 しているが、部分的に約40cm.......80ωと深くなる個所がある。布掘り溝の中心線は発

掘南北基準線とほぼ一致する。SB717によって壊されている。

S A 789 (第33図、図版22・23)

SF788の東縁、南縁部を切って掘り込んでいる。布掘り構の中心線は、発掘東西基準線とほぼ一致

する。南辺では、屈曲部まで、の会長約24m、上面幅約70cm.......1 mで、断面形が鍋底状を呈 し、深さは

30cm.......50cm程で、ある。底面近くで、径20cm.......30cmの掘り方が検出されたが、不規則な配置となっている。

屈曲部から東縁部までは全長約16m、上回幅約80cm.......1 m、j菜さ60cm.......85cmの断面形が逆台形状を呈

している。布掘り講の中心線は、発掘南北基準線に対し北で約 I度西に傾きSA719に連続する。一部

分について底部まで掘り込んだが、掘り方は検出されなかった。

S A697 (第35図、図版21)

東辺の材木塀跡で、 SA706を掘り込んでいる。布掘りiffの中心線は、発掘南北基準線とほぼ一致す

る。また、 SB696の棟通りに取り付く 。全長約41m、上面幅約1.2m、深さは南側が最深で約l.3mで

あるが、北にi輔次浅くなる。SB696棟通りに取り付く部分から北へ約20mで、 二文に分岐する。分岐

した西側は国営調査で削平され、また、東側についても分岐点から約 9m北で、浅くなり消失している。

布掘り構埋土の中央付近で、幅約20cm.......30cmの埋土が異なる部分があり、連続してほぼ垂直にこの土質

の相違が構底面まで至ることが観察された。

S A 790 (第33図、図版22.......25)

南辺の一部と南東辺の材木塀跡で、 SA786を掘り込んでいる。布掘り構の中心線は、発掘南北基準

線とほぼ一致し、 SA697に接続する。南辺は会長約4.5m、上面幅約I.lm.......1.3m、採さ 1m、南東辺

は会長約14m、上面幅約80cm.......I.5m、深さ70cm.......I.5mで、断面は逆台形状またはY字状を呈する。

断面または平面で、柱状の落ち込みは認められなかった。

10. 竪穴住居跡

政庁地域で 3軒の竪穴住居跡が検出された。南辺部で l軒、北東部で 1軒、さらに政庁東門跡北側

で l軒検出された。以下その概要を記述する。
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第36図 S[782竪穴住居跡

S 1 782 (第36L刻、似|版26)

政Ji'の市辺で検出された。 平面i Jf~は東間約2.8m 、 南北3.5mの附丸長方形を 呈する 。 長期h方向は、

発tkl!市北基準線に対し北で、約 5度東に振れる。住居跡の巾央部は、間営調査ト レンチによ って床面近

くまで、制 ~)下げられている 。 カマドは東峨の南寄りに位置し、 煙m音11は約50cm延ひc艶外に至る 。 肺fWI

は粘上で構築されている。逃存状態は良好でない。住居壁高は50cmを計る。床面iは粘土による貼り床

が施されており、カマド前および'1'央部が竪し、。J米首i中央部に約 1mlLfI方の炭化物と若干の焼十.が認

められたが、 ~j'l=.而とは認識されなかった。 .l_ill土の堆積状況は、 平而プラン確認而から約40cmで、政)iコ
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造常時:に整地j也業によ って黄褐色砂を主体とした人為的土層、それ以下床面までの約8cmが自然堆積

層であることが雌認された。 カマド周辺、 東~寄りに土師滞杯形 ・ 費形土器が出土した。

F、， ④ A A・

ゐ一可ヨ為。

。
。

。d
司?ο

ICX! 

A A・47m80

1炭化物層

2赤褐色粘質土
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第37図 SI703竪穴住居跡
1 : 60 m

i--a 

内
ζ

ー

ー

S 1 703 (第371刻、図版27)

政fT'域北京都で検出され、粘土整地層を掘り込んでいる。平面形は東西4m以上、南北約 5mの1I1出

丸方形を宅する。東控は発掘南北基準線に対し北で約 5度東に振れる。カマドは検出されていない。

床而ド!習でS8678の柱捌り }jが確認される 。 柱掘り方は、 壁沿いに配された径約30cm ~50cm 、 深さ約

30cm ~40cmの 7f聞のピッ ト と考えられる 。 壁高は60cmを計る 。 埋ょには多量の炭化物の充棋層が鍋底

状に堆新し、その底而および下情の赤褐色粘質土から多誌の遺物が出土している。
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第38図 SI704竪穴住居跡

S 1 704 (第38図、@版24)

政庁東門跡外側で検出された。平面形は東西約4.5m、南北約4.2mの隅丸方形を呈する。商壁は、

発掘基準線にほぼ一致している。カマドは検出されなかったが、床面で、径約60mの円形を呈した焼

土 ・焼面が認められた。柱掘り方は検出されなし、。壁高は約55cmを計る。埋土.から造物がまとまって

出土した。SB701. SB702と重複し、南壁および埋土をこの建物の掘り方が掘り込んで、いることから 、

これらよりも古い。
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11. その他の遺構

前述した主要辿・4誌の他に古代の遺構として柱列 5列、土坑7基、その他の遺構を検出しており 、そ

の概要を柱列からその他の遺構の順に記す。

(1)柱列

S A683 

政庁北東部S8679の南側で検出された東西 7聞の柱列である。柱列の方向は発掘東西基準線に対し

束で約 2度北に振れている。柱掘り方は一辺約1.0m~ 1.8m 、 i菜さ約50cm~70cmの方形で、ある 。 柱間

は柱痕跡と搬り方中心から計測すると 、西から2.lm、2.4m、2.4m、2.lm、2.4m、2.4m、2.lmであ

る。S8679の目隠し塀と考えられる。

S A699 (第35図)

政庁東辺区画施設のSF7298. A、SA707を掘り込んで、構築された柱列である。東辺の北側から総長

約28.8m、計 8問を確認した。その方向は発掘南北基準線に対し北で約 3度西に振れる。柱掘り方は

一辺約 1mの方形、あるいは径 1mの円形で、深さ約60cmで、ある。柱痕跡の明瞭なものは柱聞が約

3.6m、不明なものは柱位置を掘り方中心に求めると 、約3.6mとなり 12尺等間となる。なお、SA707

の北東|明から 2111]日 (3本目)の位置で止まり 、それより北では確認されない。

S A 700A・B (第35閃)

政庁東辺区間施設のSA705を掘り込み、SA698に掘り込まれている柱列である。東辺北側から総長

約25m、言，.8181を確認した。その方向は発掘南北基準線に対し北で約 3度西に振れる。新旧 2時期が

あり 、 北に位~Wì:する 700 B が肯く 、 南でB を掘り込んでいる Aが新しい柱列である 。

S A751 

正般のS8748A嗣柱掘り方より新しい柱列である。正殿築造に伴う足場等の小掘り方と考えられる。

S A755 

正殿北阿部で南北に延びる 3個の大形柱掘り方であるが、深さが異なること、周辺jjJ・椛との関係が

まったく不明なことから、同一時期、同遺構かは断定できない。また、柱痕跡も認められない。中央

の主宝揃!り )J上!古から銅鈴カ勺:Bニtしている。

( 2 )土坑

S K 668 (第31~I ) 

SF677積土、崩壊土を掘り込んでいる、直径約4.5m、深さ約65cmの円形の土坑で、ある。

S K670 

*，Iiこ|て控地層面で・検出された長軸約1.1m、短期ItO.6mの楕円形を呈する土坑で‘ある。

S K 673 (第24図)

S8661の南側の焼土面で検出された、東西約2.2m、南北約 2mの不整円形の土坑で、ある。SB661・

S8662柱揃り方を壊している。
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S K674 

粘土整地而で検出された長引h約70cm、短JMI50cmの桁円形を呈する土坑である。

S K708 

SB678の北東~IJI柱掘り方を壊して構築された、東間約2.5m 、 南北約 2 m 、 j奈 さ 35cmの不整方形を:11

する土坑で、ある。

S K774・775(第31凶)

SF677積土 、 崩壊土を掘り込んで構築された東西約4.2m 、 南北2.5m 、深 さ I Ocm~20cmの不整形を 黒

する上坑で、ある。

( 3 )その他の遺構

S X687焼土遺構

東西約 3m、南北約 5mの方形の範閥で、スサ入り焼土を充填している迫-構である。SB678の柱掘 り

方より布く 、SB679. SB680 よ り新しい。 焼土の阿さは約 IOcm~20cm 、 部分的に灰青色を呈する例所

も認められる。底面には約 5cmのj享さで炭化物府があり、焼面となっている。

S X735炭化物落ち込み遺構

SA705の東側で検出された、東西、南北とも約4mの範聞で、深さ40cmの鍋底状を呈する落ち込み

である。胡!土には炭化物が多量に混入しており、ホ褐色土器等が出土した。

S X771焼土遺構

SB759の範間内で焼土および炭化物面が検出された。焼土は北西に厚く堆私・しており、これを除去

したところ焼壁と忠われる焼土塊が集中した落ち込みが確認された。床面は鍋底状で地山砂が火熱の

ため赤褐色、あるいは黒色に変色していることから、炉あるいはカマド遺構と考えられる。

S X954焼土遺構 (第26図)

SB953Aに伴う迂1:構で、焼壁材を除去する段階で検出された。建物の北東部に約 2mの範囲で厚い

焼土堆積と焼面が認められ、周辺から鉄釘がまとま って附土 している。

S X955瓦敷遺構 (第26凶)

SX954の」二!刊にあった焼壁材を除去する段階で検出された。SB953Aの北柱列の外側に添って平瓦、

丸瓦が敷き並べた状態で、特に北西コーナーで遺存状態が良好で、あった。SB953Aに伴う遺構で周縁

に一定間隔で敷き詰められていたものと考えられる。
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山一司
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正殿南建物跡

建物構造
(柱期 り方) (柱痕跡)

正 殿 規模桁 fr (m) 
および

規税 有 ・;時
埋上状況 出 土 造物 備 ~. 

南建物 梁 1111 (111) 
方 f立

形状 規模
t菜 さ iヲ木じ さ

(桁行) 3 rm (9.9) 東西棟掘立 不明

S87548 
(北桁西-)3.3+3.3+3.3 住建物
(梁間) 1 rgJ (3.0) 

W3
0

S 

S87548と同様規校 liiJ上 一・辺1m前後のl明 H背褐色砂・赤褐色粘 内面!.I~;色処理士師器片 S8754を東へ移動

S8754A 丸方形または長方 こr.フ'ロック主体 円面硯

Jf~深さ80cm-90cm

(桁行) 3問(11.5) 東西棟掘立 一辺90cm前後の方 褐色砂、赤褐色粘土

S8749 
(北桁西-)3.8+3.8+3.9 柱建物 1陪 フ'ロック主体
(梁1111) 21悶(6.7) j奈さ60cm
(梁行来-)3.6+3.1 W3

0

S 

北西建物跡

建物構造
(柱事ilり方) (柱痕跡)

~t 西 規 模桁 千r (111) 
および 規絞 布 ・無

思土状況 )'1-') 土 造物 併ij 手ds 
建 物 i染 I~\] (m) 

方 位
形状 規模
j菜さ 深 さ

(桁行) 6問(14.8) 東問棟掘立 一辺1.4m-I.7m 有 赤褐色粘土ブロック

(北桁西)2.8+2.4+2.5+2.2 柱建物 の方形 1I'r:f:歪30cm を合む11~褐色砂
S8769 +2.6+2.3 深さ1.2m j菜さ30cm

(梁間) 21M] (5.4) WOOS 柱痕跡ー焼土・炭化
(四-梁北-)2.7+2.7 物が混入

(桁行) 7問(13.8) 東西棟掘立 一辺60cm-90cm 有 焼土・炭化物を含む
(北桁四)2.0+2.0+2.0+2.0 柱建物 の方形 直径30cm 黄褐色砂

S8759 +2.0+ 1.8+2.0 i~さ60cm i菜さ45cm
(梁間) 2問(5.6) WOOS 柱痕跡一焼士・炭化
(Pfj梁北-)2.8+2.8 材が混入

(桁行) 6111J (11.8) 東西棟掘立 一辺70cm-90cm 布 i暗褐色砂が主体 被災建物と考えられる
(北桁西-)2.3+2.3+ 1.8+ 柱建物 の|偶丸方形 [直径20cm

S8758 1.8+ 1.8+ 1.8 j莱さ50cm -35cm 村;痕跡ー焼砂・炭化
(梁間) 21111(5.0) WOOS iZEさ30cm 材がif~入
(西梁北-)2.5+2.5 
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北 東建 物跡

建物構造
(柱腕りノJ) (柱痕跡)

北 東 規 模桁
イ'丁一・ (m) 

および
規模 平=r.無

埋土状況 出上泣物 。iii 法.岳， 
建 物 i弘、 111] (m) 

方 位
形状 規校

i* さ t余 さ

S8680 東1m棟(?) 時 (第391ヌ1. 8) 
揃!立柱建物

(桁行) 51J1j( 12.75) 東西棟 短調1I 1. 2 m ~ I. 3 m 褐色1(J、を主体に、ロ ~J:i辺、器杯 (第39医1 . 9) 
(北桁商~)2.8+2.4+2.65+ 掘立柱建物 長iI"~1I 1.5mの桁円形 ームブロック 、炭化 m恵器盤 (転用硯)

S8679 2.3+2.5 または一辺90cm~ 物混入 ( 第39~1 . 12) 
(梁|問) 2問(5.4) WION 1.2mのブf形 須忠22杯 (転JIH!Ju
(京梁Jヒ~) 2.7+2.7 i菜さ90cm (第39~1 . 11) 

円而硯 ( 第39~1 . 10) 

(桁行) 7問(22.8) 東西棟捕!立 一辺 1.0m~ l.7m 焼上を含む悩色砂
(北桁四~)3.4+3.1+3.4+ 柱建物 の隅)L方形 ローム粒子を合む抗

S8678 3.0+3.4+3.1+3.4 深さ70cm 色砂
(梁ml) 2UIJ (6.7) W20S 
(西京:北~)3.6+3.1 

(桁行) 411.1j( 11.9) 東I何棟掘立 -辺 I. l m ~ l.3m 手f 炭化物、ロームプロ 赤制色上出~!lf，誹i整

S8663 
(北桁P4'~) 2.9+3.0+3.0+ 柱建物 のん-形または附丸 ifi:筏30cm ックの混入したl出制 (第40医1. 27) 

3.0 1JJ杉 ~40cm 色砂
(梁11"1) 3 1J~1 (9.2) N4

0
E j菜さ80cm i菜さ80cm

(桁行) 3IUI(11.9) 南北棟捕i立 ー辺 1.8mの隅丸 イヲ 焼ニ|二・炭化物 ・ロー 土mri出費 (抗40閃 .30) 
(西桁北~) 不月FI+3.9+3.9 柱建物 )]"形 直符AOcm ム粒-fの出入した尚 幻想出台付杯 ('lii;Jn脱)
(梁1111) 311¥1 (9.2) iZEさ80cm 色砂 (第411支|・ 31)

S8662 ( rt.i梁阿~)3.45+2.45+3.3 N2
0
30'E i~さ1m 須!む時並 (転川硯)

(第411¥21. 32) 
赤地色上部斗，!正調整
(第40・41閃 ・28・29・34・35)

j瓜乍l!ll (第411支|・ 33)

(桁行) 4f1IJ (11.6) ム1~ lm L T形 • J.旦 I. l m ~ 1. 5 m '1I 焼士、民化物を多く U:lli持峠 (第411}o(I. 36) 
(西桁北-)3.0+3.0+3.2+ のtkl!ii・柱建 の)iJr~ 1~(ff30cm 合む悩色砂 ~fL'L': 出向~ ( ~irJfl硯)

2.4 物(点とl十jが i~さ50cm i来さ50cm (第41 ~1 . 41) 

S8661 
(梁NIi) 3間(8.8) 安) 行;羽i，(跡、}Il[卜.一焼土、 狽TL':出向付4~ (転}日硯)
( 凶梁北~)3.0+3.0+2.8 炭化物を合む悩色砂 (第411立1. 37・38)
東栄 21m (6.0) 3.0+3.0 やAE制色I沙 亦悩色'-.r.iF杯Mi調幣
尚・~ 2UIJ (6.0) 3.0+3.0 N3

0
E (第411ヌ1. 39 ~4 1 ) 

亦尚色 1-出:)Jl1'.?iF 
(第411'X1・42)
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正 殿
東建物

SB953C 

SB953B 

SB953A 

政 庁
東 1"] 

SA718 

S8717 

S8702 

SB701 

SB696B 

SB696A 

村7 行 (m) 
規脱

梁 fllj (m) 

;( 桁束梁梁4祈桁行m阿附r}1 ) } 3 l刷“制lヒ-)1.9+ 1.9・+・1.9
11¥1) 211¥J (4.8) 
~i・ 2.4+2.4

と.flfii.iょ

i((桁梁点，釘行耐削，Jei)v〉可t 3ml {5 7〉-) 1.9+1.9+1.9 
2111] (4.8) 

-) 2.4+2.4 

SB953Cと辿と物11胤~í.i悦i |dj梯

ヒ-)1.9+ 1.9+ 1.9 i{(桁束繋l材行桁j) )。 3間 (5.7) 
1染111) 211¥J (4.8) 

可-)2.4+2.4 

何了 fr (111) 
規模

梁 11月 (111) 

+ドIIIJ 2.5m 

lげIキ可rffTTt}JLヒq 31JSi (108〉-) 3.6+3.6+3.6 
米梁:行| 川 2 削 (5.4) 

-)2.7+2.7 I何将措梁子7守千子T}」}削ヒ 3111J (9.0) 
~)32.01+1il3( 0+3.0 

行IIJI) 2111] (6.0) 
-) 3.0+3.0 

~)3.0i+ll3(.60.+63) .0 
1淡/1]) 21 

-)3.3+3.3 

SB696AとloiJ規般か

(i将梁梁了千i間)) 1 1111((4.5) ) 
4111111 2111142 

-) 2.1+2.1 

ill物 構造
および

)i 111: 

ド~;j~ヒM年初Hll!な
守主ill

N2・w

l釘」ヒ械物持d~
位 ill

N2・w

柱市北辿側物狐L!乞

N2.W 

建物構造
および

プI f.¥l: 

2本の村ダIJ

WO.S 

t14Ij:Jヒ棟脚狐!立
li..IVlII'[J 

N1.W 

4|対J:北側脚i制 立.
}\'I~I I "J 

N2.W 

4l事主j ~ヒ十例点lJ311 、:1.
/i..IV4II"J 

N2.W 

中東IJ11財脚政持1:立
PLJ 1V411"J 

N1.W 

4LJL4t :p可制l拘lfklげi..
四 I"J

N1.W 

正殿東建物跡

(柱掘りι4状犬方) ( 柱規イT政-無模跡 ) 
埋土状況 出土地物 保ii J5・

f;i腕ZEE5 さ
t宋 さ

卜.而:11'(慌が，)105m f沙質 1'.とがiよの;ji!1い
のITIJ形 1工柑

1で河町i司1:のj方gキJIり予1m 

IITf~80CßlのP Jm. SB953Cを北ill問て伴へえ約 40Csl
ほど移して

II'O'f.50cmの111)r~ を(1-:>'まし、制色砂t'tlニ ろが悩色上 総(杯t131H〔訓告宅 SB953BとほぼloiJ1-i:ji'，:で

J土ょJfi杯Ttfにむ本はわずかに焼
411'X1・43) 建て杯え

政庁 東 F可 跡

(杭規栃!り航方) (柱イ1・~.u. 跡1緊) 

t~ ~jÇ 規校. .I1ILI::;1犬j兄 I-IJ，上造 物 制iI ヨち・

i:朱 さ I采 さ

ー辺 1.5mのJj Jf~
J宋さ70cm

の11'(円f喰形1.2m-1.5m 

j奈さ80cIl1

一辺 1.2mのブj}杉 亦l同じ」色上の早総t川イリ!!I，訓鞍
i~さ70cIl1

約41問 ・44)

ー辺 1.5mの l1q1j11j;径JイLミ イ1811.;41E40C111 ブjJ杉あるし、{立
1.2m -1.5mの

字iA削E111彩
さ1.2m

SB696AとI，;J規艇か
fl制 り均いと腿等考る棋は。えSは8建りS68物れ966る、9A6fにA hi 切りられて

る日がじ制り色 ヒ総f~1・]' J:ィ: とl}dil脱、絞め
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第V章出土造物

第 l節 各泣椛出上造物

1 .建物跡、山tili物

S 8746A出土遺物 (第39凶、図版29)

須恵器:1.....3は誌である。内面に墨痕があり磨滅していることから悦に転川されている。 Iは亦

色飢中:1・(ベンガラ)がイ，j"/nしており朱帯用のものと思われる。

S 87468出土遺物 (第391求|、図版29)

赤褐色土器:tIは糸切りで底部から体部下半にかけてケズリ訓棋を施す杯である。

S 8744出土遺物 (第39凶、凶版29)

赤褐色土器:5は糸切り無調書きの杯である。

S 8749出土遺物 (第391χ|、|ヌl版29)

土師器:6は|人j由.に'H色処理を施した杯である。体部下端・からJifi~i)は令l前にケズリ調整が施されて

いる。

硯:7はl'11M似の脚部破片である。

S 8680出土遺物 (第391刈、|叉|版29)

噂:8 は 川)I~~kの ~ill突 を 川を:tUi くよう に施し 、 その内側に flll 平IJ .不IJ・1え・LlIJを習fHJしている。

S 8679出土遺物 (~391ヌ|、 lヌl版29)

須恵器:9はへラ切り無調整の杯である。12は底部にケスリ訓棋を施す盤で、底部周囲を打ち欠き、

1M取りし悦に転川しているo III読不能の墨書が認められる 11はヘラ切り j情。湖盤の杯の底部周囲を打

ち欠き、 1(li取りし悦にa伝川したものである。底内面、体部には亦色顔料 (ベンガラ)と思われるもの

が十J/n し、 J各地i~が，認められることから朱書用の荘、JIJ (!Jlである

硯:10は川I(II(!llの脚部である。

S 8661-663 竪穴状落込み内出土遺物 (第40問、|ヌl版29.....31) 

この部込みはSB661・SB662・SB663掘立柱他物跡が碓，認される以liij・に認識されたもので、迫-物は

そのjtlt卜.から/1'， L:した。 したがって、この巾にはSB661. SB662 . SB663にfi:う造物も合まれるもの

nυ 
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と考えられる。

須恵器:13、14はヘラ切り無調整の杯、15はへラ切りの台付杯、 16、17は蓋である。いずれも底部

や内而に擦痕が認められ硯に転用されている。

硯:18はj瓜字硯、19は風字二面倒の破片である。

赤褐色土器:20はmL、21-23は杯で、いずれも糸切り無調整である。22は底部に「上食jの塁手}が

認められる。23は底内而に擦浪、墨痕が認められ、硯に転用されている。25、26は台付杯である。底

部に菊花状のケズリ調整を施した後、高台を付けている。

瓦:24は11[=[=丸瓦で、ある。大部分が欠損している。

S B663出土遺物 (第40図、図版30)

赤褐色土器 :27は糸切り無調整の杯である。

S B662出土遺物 (第40・41図、図版30・31) 

土師器:30は口径21cm、器商31cmの詑で、ある。仁l縁部内外商は横撫で調整、体育1)外而は全体に下Jr

から上方に手持ちケズリ調整が施される。内面には斜位のカキ回調整を施している。底部には笹禁状

の本来痕がある。体部には部分的に煤状の炭化物が付着している。

須恵器:31は台付杯である。灰背色をなし焼成良好で、ある。体育1)下端を打ち欠いて面取りされ、内

而に採炭が見られることから硯に転用されている。32は素である。硯に転用されている。

赤褐色土器:28、29、35はすべて糸切り無調整の杯である。28は外聞の底部、体音1)に煤状の炭化物

が付治する。34は糸切りの杯で、器全体に撫で調整を施している。

硯:33はj瓜宇硯である。内面は使い込んでスベスベしている。脚部は不明で‘ある。接合した大きい

方の破片は|昭和34年の国営調査時に出土したものである。

S B661 出土遺物 (第4 11~1、図版3 1 ) 

土師器:36は糸切りで内而に黒色処理!を施した杯である。外面口縁部は横方向、内面は口縁部は横

)J向、体音1)からJ氏音1)までは放射状のミガキ調整が施されている。

須恵器:38、37は台付杯である。底部切り離しは38はへラ切り 、37は糸切りである。いずれも内面

に探浜があり硯に転用されている。

赤褐色土器:39-41は糸切 り無調整の杯で、39は内面体部から底部まで赤色のベンガラと思われる

ものが117:く付治しているが、捺痕は認められない。41は体部下端を打ち欠き面取りし硯に転用してい

る。内面に捺痕、 墨痕が認められる。42は三足土器である。外而脚部から体部にかけて斜方向に手持

ちケズリ調整、|付面は体部下方から底部に撫で調整が施される。

S B953A 出土遺物 (第411~1 、 図版3 1 ) 
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赤褐色土器:43は糸切り無調整の杯である。11縁部から体部の|付外面にral煙状の炭化物が付着して

いる。

S B701・702出士通物 (第411:;(1、|ヌ|版31) 

赤褐色土器:44は糸切り無調整の杯である。体部外商には「七」と判読できる遺書が認められる。

S B696A ・ B 出土遺物 (第41~ 、|支|版3 1 ) 

赤褐色土器:45はほ部切り向性し不明の台付杯の小破片である。外底部に記号様の翠jztj:が認められ

る。
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にL〆 紙同1 :3 

遺構出土遺物第42図

区画施設出土造物2. 

S A707出土遺物 (第421災|、 図版32)

瓦:46は!lilA瓦で、ある。瓦当面は大部分が欠損している。

S A705出土遺物 (第421刻、 1:;(1版32)

須恵器 :47はヘラ切り後、ケズリ調整を施している台付杯である。内面には擦痕、墨痕が認められ、

!司縁を打ち欠き硯に転川されている。

赤褐色土器:48は糸切り~調撃の杯破片で、ある 。 内面は磨滅し墨痕がみられ硯に転用されている 。

体育1)下端には主力が認められるが判読不能で、ある。
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S A697出土遺物 (第42図、図版32)

赤褐色土器:49は糸切 り無調整の杯で、明るい赤褐色をなし焼成良好である。

S A683出土遺物 (第48図、図版38)

須恵器:120はへラ切り無調整の杯である。内面に擦痕、墨痕が認められ硯に転用されている。

S A699出土遺物 (第481災|、閃版38)

瓦:121は15業主111弁蓮華文の軒丸瓦で、ある。瓦当耐、裏耐に自然利|がかかり、ツヤがある。

S A698出土遺物 (第48図、図版38)

須恵器:122はヘラ切り無調整の体破片である。外底音1)に器舎が認められるが半IJ読不能である。

S A 700A. B出土遺物 (第48問、図版38)

赤褐色土器:123は糸切り無調整の杯底部破片である。選手?が認められるが判読不能で、ある。

S A751出土遺物 (第48図、図版38)

須恵器:124はヘラ切り無調整の杯である。

S A755出土遺物 (第48凶、図版38)

銅鈴:125はやや横倒長の鈴で、周囲長8.8cmを測る。下半分を若干大きめにつくり 、上半部に重ねて

接介している。釦は頭部につくが上半は欠損する。下面の切 り円は一文字状にあけられるが、 一部が

欠損、変形しているため師は不明で、ある。

3.竪穴住居跡出土遺物

S 1 782出土遺物 (第43、科医|、図版32・33)

土師器:50は非ロクロ成形の丸底杯である。外面は手持ちケズリ調整後、 n縁部周辺は横、体制i下

i!..は不定ブjrr'jにミガキ調整が施されている。内面は口縁音1)が積、体音1)から底面は放射状のミガキ調整

を施している。内面は部分的に黒色であ り本米は黒色処理されていたものであるが、大部分は赤褐色

を 111 しており、 二次的な火熱により 黒色処理が消失した可能性がある 。 5 1 ~58は整形土器である。 費

形土器は大きさから3rJiに分類される。1類は51、52で、器高20cm以下の土器で‘ある。51は最も小形で、

I1縁部が少し内反し、口唇部は丸みを呈する。頚部は棒状工具により 一段強く横撫できれ段状をなす。

胴吉1)が張 り、底部は細くすぼみわずかに外に張り出している。外面の調整は全体に縦方向のカキ日調

整が施されるが、その後、口縁部は横揮で、体部は下方まで縦方向のミガキ調整が施される。内

1(liは械、斜方向のカキ口調整の後全体にミガキ調整を施している。52は口縁部が内反し、11腎部

一78-
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がjしみを呈する。頚部に棒状工具による 2~ 3本の沈線が巡るが部分的に途切れている。外面の

調主主は全体に縦方向のカキ因調整を施した後、口縁部には横撫で、体許1)は縦方向のミガキ調整が

施されるが一音1)カキ日調整痕跡が残る。内面は口縁音ISが横撫で、体制1から底音ISまで横、斜方向の

カキト|調整が施されている。底部には平行状の木業痕がある。53、54は2類で、器高が30cm以下

の二十.慌である。53は頭部に部分的に途切れる沈線が2本巡る。外面の調誰は全体に縦方向のカキ

目調整を施し、俸状工具.によるミガキ調整がみられるが部分的にカキ目が残っている。内聞は全

体に横、会;1-方向にカキ日調整を施した後、部分的にミガキ調整を施す。54は口縁部が欠損してい

る。3現行1)に4本以上の沈線が巡る。外面の調整は口縁部にわずかにカキ目が残るが、全体に細か

い斜方向のミガキ調整が施される。内聞はていねいに棋撫で、されている。11岡下半には煤状の炭化

物が付治している 。 底部は木業底である 。 55 ~ 57は 3 類で、器高が30cm以上の土器で、ある 。 55は全

体に)!ft~化している 。 口縁部が強く外反し 、 頭部には 2 本の沈線が巡る 。 外面の調整はカキ回調控

を施した後に口縁部、頚音1)は横撫で、体部は縦方向のミガキ調繋が施される。内閣には棋、斜方

向のカキ口調整を施している。JiE音1)には笹禁状の木葉痕がある。56は頚部に棒状工具による沈線

が2本認められる。内外面ともカキ目調整を施した後ミガキ調整が施されるが、カキ目も残って

いる。底部には笹葉状の木葉痕がある。57は口縁部、JI同下半から底部が欠損している。頭部に部

分的に途切れる沈線がみられる。外聞には縦方向のミガキ調張、内面は横、斜方向のカキ目調盤

が施される。

S 1 703出土遺物 (第45 、 46図、図版34~ 36)

1 )埋土炭化物上層出土

須恵器:63はヘラ切 りの杯で、内面底部は磨滅しており硯に転用されている。64、66は蓋である。

66はリング状のつまみを右し、天井部から阿部にかけてケズリ調整を施している。外面に翠告:が認め

られるが半IJ読不能である。64は府平なつまみを有し、天井部にケズリ調整を施す。内面は擦痕、翠痕

があり硯にil引一日されている。65は高台付の輩底部破片で、内面は擦痕、 墨痕が認められ硯に転用され

ている。

赤褐色土器:68、72、82、83は糸切 り無調整の杯である。82、83は底部破片で「厨」の墨書が認め

られる。77、78は葦の天井部破片で、77は「赤」、 78i廊」の墨誌が認められる。

2 )埋土炭化物下層出土

土師器:59 ~62 、 79は内面黒色処理を施す台付mである。 いずれも糸切りであり、 62を除きケズリ

剥捻を施す。59、62は器肉が厚く口縁部が外反する。79の底部には「厨」の墨手j:が認められる。84は

体育1)破片で、|付而黒色処理を施し、半IJ読不能の盤整;:がある。

赤褐色土器:67 、 69~ 7 1 、 76 、 80、 8 1 は糸切り無調整の杯である。 67 、 69 、 7 1 は磨滅が激しい。 75

は「上J、76は iJJN上」、 80、81は「厨」の塁告aが底部に認められる。73はリング状のつまみを有し、

天井部にケズリ調整を施す叢で、ある。85は艶である。外面上半はロクロ痕、下方は縦方向に手持ちケ

-80-
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ズリ調整が施される。 体育I~中央には煤状の炭化物の付着がみられる 。

3)床面出土

赤褐色土器:74は糸切り青島調整の杯である。底部に 「厨」の墨書が認められる。

S 1 704出土遺物 (第46、47岡、住|版37)

1 )埋土上層出土

須恵器:86、87は糸切 り?!¥そ調整で灰白色の杯である。87は口縁部に部分的に煤状の炭化物が付・着す

る。91、92はへラ切 りの台付杯で、とも に擦痕、墨痕が認められ硯にil伝川されているが、91は底部内

外而に赤色顔料 (ベンガラ)が付着しており 、赤色顔料用の硯と思われる。89は扇平なつまみを有し、

ヘラ切り後天井吉I~に撫で調整を施す蓋である。 灰白色で 、 内前は擦痕 、 墨痕が認められ硯に転J日され

ている。90は台付蛮の破片で、外而は横、斜方向に手持ちケズリ調整が施される。内面は擦娘、墨痕

が認められ硯に転用されている。

赤褐色土器:94、95、111-113は糸切り無調盤の杯である。95は体部中桂から口縁部内外面に煤状

の炭化物が付才?している。111は「子口J、112は「歪」、 113は「上Jの塁手Fがみられる。117は底部破

片で、「厨」の患舎が認められる。118は体部小破片-で、判読不能の墨書がある。106は台付杯で、糸

切り後高台を付i守し、下端部にケズリ調整を施している。外面の一部に炭化物が付着している。110

はリング状のつまみを有し、天井音ISから肩部にかけてケズリ調整を施す蓋である。

硯:93は風字硯の破片である。

石帯:119は厚さ 6mm、断面が台形をなす。研磨され背面に小孔がある。石英斑岩である。

2 )埋土下層出土遺物

須恵器:88は糸切 り無調整の杯で、外而にi奈が付ポーしている。

赤褐色土器:99-104、116は糸切り無調挫の杯である。99、100、103、116は内外商の一部に煤;1犬の

炭化物が付若している。116は底部に i/J記号様の翠普がみられる。108は糸切りの台付杯で、高台

を付けた後周縁にケズリ調整を施す。 内面全体と外面一音I~に漆が付着している。

3 )床面出土

赤褐色土器:96-98、105、114は糸切 り無調整の杯である。96-98は内外面の底部、口縁部などに

煤状の炭化物が付着している。107、115は台付杯である。糸切り後高台を付け、周縁にケズリ調整を

施している。115は底部に 「厨jの墨書がみられる。109は丸底の饗で、外而は平行状の叩き目、内面

はカキ目調主主が施される。色調は赤褐色を呈する。
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4.土坑出土遺物

S K668出土遺物 (第48図、図版38)

須恵器:126は外面に自然、粕がかかり、ツヤのある黒褐色の硯である。蓋と同じ作りではあるが

最初から凹みを付け海にしている。磨滅が激しく塁が付着している。当初は蓋として成形したもの

であろう 。

S K670出土遺物 (第48図、図版38)

土師器:127は糸切りで内面に黒色処理を施した杯で、外面口縁部は横方向のミガキ調整が施され

る 。 内面は底部が放射状、体音I~から口縁部は横位のミガキ調整を施している 。

S K673出土遺物 (第49図、図版38)

赤褐色土器:128は糸切 り無調整の皿形土器である。口縁部がわずかに外反する。

S K674出土遺物 (第49図、図版38)

須恵器 :129は糸切り無調整の杯である。胎土、焼成とも 良好である。

赤褐色土器:130は糸切り無調整の杯である。

S K708出土遺物 (第49図、図版39)

須恵器:131はへラ切りの台付杯である。切り離し後高台を付け周縁に撫で調整を施している。内

面に火だすきがみられる。

S K774出土遺物 (第49図、図版39)

赤褐色土器:132は糸切り無調整の杯である。

5 .その他の遺構出土遺物

S X687焼土遺構出土遺物 (第49図、図版39)

須恵器:133はへラ切り無調整の杯である。134は口縁部が外反し口唇部が内に引き出されている鉢

である。内外面ともにロクロ利用のカキ目調整が施される。

硯:135は円面硯の破片で、6ヶ所に方形透かしが付くものと思われる。透かし間には縦位のへ

ラ描・き沈線が3本施される。上面には粘土紐貼付の突帯が付き 2面に分かれている。

S X735出土遺物 (第49、50図、図版39.40) 

土師器:146は糸切 りの台付杯で、高台を付けた後周縁に撫で調整を施している。内面は黒色処

理されミガキ調整を施している。外底部に記号様の墨書が認め られる。
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須恵器:136はみである。つまみ問縁lこは揮で湖幣、 Id浦にケズ 1)I制整を施している。内面には

線~i~ 、 .'.!.~~Uが認められ仰に!転川されている。

赤褐色土器:137-144、147は糸切り無調整の杯である 147の体部には flJifJの22占が認められる。

144は内1M応部に隙鋭、治政があり硯に転用されている。145は長で、リング状のつまみを有し、焼成

良好で亦尚色を '1tしている

S X771焼土遺構出土遺物 (第501l'1、図版40)

赤褐色土器:148は糸切り Jnr，調整の口縁部が外反するffilである。

S X954出土遺物 (約501:x1、l:，xl版40)

須恵器:149はヘラ切り力!日司挫の台付杯である。内而は令休に亦色ljJiキ:1・(ベンガラ)が付着し赤色

劇中:1 川の似に、外j氏 ì~l)I'，';j fi 1)、jは:JJが付着し磨滅していることから仰に"伝川されている。150は蓋で、

l人J1Mに僚政、!則~'~が認められ仰に転用されている 。

硯:151はPII(II似の破n.であり、脚部は18分;別と思われ、それぞれ縦長の杓円透かしがあるもので

ある。

S X955出土遺物 (第501χ|、図版40)

硯: 1 52は川 l自i硯の倣片で、脚 ì~f)に幅広の方形透かしが施される

S X957 整地出土遺物 (~50凶 、 1><1版40)

赤褐色土器:153は糸切り Jnr，調整の杯底部破片である。J氏日1)に f)jljlJの冶占が認められる。
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出土遺物 法量一覧

新43ナ 11¥ 1:抗k/'( ー持 争q[ 総形 ，-，径(cm)1立径(cm)?if日(cm) J立径指数 F:i径指数 外傾j支(0) 

4 5B746B みミ褐色土器; 杯 18.0 6.1 4.2 0.339 23.33 19.8 

5 5B744 赤褐色土器 均L 12.5 5.1 4.3 0.408 34.40 33.2 

6 5 B 74 9 上師器 均: 12.8 5.8 4.9 0.453 38.28 20.2 

9 5 B 6 79 ~.a !ι持 土イく 12.4 8.4 3.2 0.677 25.80 23.0 

13 SB661-663竪穴状孫込 ~riT[i:~ 均: 13.6 7.9 3.5 0.581 25.74 31.5 

14 SB661-663竪穴状泌込 ~Ji !よ〈時 土不 12.1 7.2 3.0 0.595 24.79 35.5 

20 S6661-663戦火状泌込 '1}jミ尚色土持 Jlll 11.5 4.8 2.7 0.417 23.48 46.0 

21 SB661-663竪穴状必込 4占;t}t，色_I"".?aff 均: 12.0 4.7 4.2 0.392 35.00 34.1 

27 5 B 663 亦褐色二十'.?品 士不 12.5 7.1 3.3 0.592 26.40 33.0 

28 SB662カマ ド状泣椛 赤褐色上器 均: 16.6 6.3 6.0 0.379 36.14 27.8 

29 SB662カマド状iii十時 亦制色土器 何; 12.0 4.8 4.8 0.400 40.00 28.0 

34 5 B 66 2 赤褐色士器 士不 12.7 6.4 4.5 0.504 35.43 21.2 

35 5 B 66 2 赤褐色上器 均L 14.0 5.4 3.0 0.386 21.43 52.7 

36 5 B 6 6 1 土日f!i器 杯 13.2 4.5 4.7 0.341 35.61 33.5 

37 5 B 6 6 1 ~J'[!包 23 1今付士イ、 13.4 5.1 3.0 0.381 22.39 52.0 

39 S B 6 6 1 赤褐色土部 均二 13.2 6.4 3.7 0.485 28.03 37.1 

40 S B 6 6 1 赤耗j色七日品 土i~ 11.9 4.0 2.9 0.336 24.37 49.5 

43 SB953A 赤褐色土保 均; 13.2 5.8 4.5 0.439 34.09 29.0 

44 S B 7 0 1・702 功Î~褐色上保 均; 12.6 4.4 4.1 0.349 32.54 35.0 

49 5A697 赤耗j色|二掠 tj; 11.2 4.2 4.0 0.375 35.71 29.9 

59 5 1 703 土師?aff 台1.1'JUL 14.2 5.7 2.5 0.401 17.61 61.8 

60 5 1 703 上自ili器 台HJIIL 13.7 6.0 2.6 0.438 18.98 56.7 

61 S 1 703 上r.m得 台付1m 14.6 6.0 2.5 0.411 17.12 57.5 

62 5 1 703 土日fli器 台付JDl 15.0 6.5 3.0 0.433 20.∞ 56.0 

63 5 1 703 {i'(!.l!.器 均; 13.0 5.9 3.2 0.454 24.62 38.2 

67 S 1 703 赤褐色土?if 材、 12.2 5.0 4.3 0.410 35.25 29.3 

68 S 1 703 亦耗j色土器 均; 13.5 4.8 4.6 0.356 34.07 34.0 

69 S 1 703 赤褐色十..?';f 土i~ 12.1 5.1 4.0 0.421 33.06 26.7 

70 S 1 7 0 3 赤褐色土保 tTF 15.2 6.0 4.4 0.395 28.95 39.3 

71 S 1 7 0 3 赤褐色土器 均: 14.3 6.4 4.7 0.448 32.87 30.0 

72 5 1 703 ，)j、制色-I". ~品 均; 13.0 5.0 4.1 0.385 31.54 33.3 

74 5 1 7 0 3 ，)j;褐色土器 均: 14.6 6.2 4.1 0.425 28.08 37.2 

75 s r 703 亦他j色上保 杯 12.5 5.5 4.4 0.440 35.20 31.0 

76 S 1 703 dr;怯i色1二?if 判; 14.5 5.8 4.0 0.4∞ 27.59 34.8 

86 S 1 7 0 4 ~R恋路 士不 13.9 6.0 3.4 0.432 24.46 38.0 

87 S 1 7 0 4 ~JEI!.器 均; 14.1 6.6 4.2 0.468 29.79 33.6 

88 S 1 70" ~J~!J!.綜 勾; 12.2 5.1 4.3 0.418 35.25 26.8 

94 5 1 7 0 " 亦褐色よ器 土ィ: 12.5 5.4 4.2 0.432 33.60 28.6 

95 5 1 70" 亦褐色土器 杯 12.5 4.5 5.1 0.360 40.80 26.4 

96 S r 7 0 " 赤褐色土器 ナ司; 11.3 5.3 4.1 0.469 36.28 29.2 

97 S 1 70" 亦褐色土器 均: 14.1 5.2 4.5 0.369 31.91 36.6 

98 S 1 7 0 " 赤褐色土器 杯、 13.3 5.4 4.2 0.406 31.58 34.9 

99 S 1 7 0 " 赤褐色土器 均: 13.0 6.0 4.1 0.462 31.54 30.9 
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借り- 11'， I-.J也.....( ?:i 制i 日2 形 1 1 i壬(cm)li(1モ(cm)日:i，'::j (cm ) liHf..指数 必if指数 外ftfiJi( ) 

l()() S I 70 1 ，n;性j色 1-.?r:i 勾; 12.1¥ 5.1 4.5 0.398 35.16 30.1 

1 () 1 S I 7 0 .1 ，n;能i色 i・?:i t..{: 12.6 5.5 4.1 0.437 32.54 30.8 

102 S 17()1 ，n;!沿色J.:?ii t..{; 13.1 5.2 4.2 0.397 32.06 34.7 

103 S I 70 1 ，n;尚色 1'.?r:F t.o{: 14.4 5.3 4.5 0.368 31.25 34.0 

I(~ S I 70.1 ，n;耗i色1".日;; t..{; l.t6 6.3 4.5 0.432 30.82 37.2 

105 S I 7011 ，h; 怯i色 I~.?aif t;r、 13.9 5.6 4.5 0.403 32.37 39.0 

106 S I 70'1 ，n;粍j色 1:掠 fii.t!.o{; 15.4 6.7 7.2 0.435 46.75 23.0 

107 5 I 70'1 ，n;込i色 1".?r:.j 台f・)"1:ィ; 15.7 7.7 7.5 0.490 47.77 19.1 

IO!{ S I 7011 亦能j色 f'.?~f fii・J"!.ィ; 18.4 8.2 7.7 o.中16 41.85 27.0 

111 5 1 7 () 1) ，n;尚色上総 川; 13.9 5.9 4.4 0.424 31.65 33.3 

112 5 I 701) 亦悩色 卜..~品 付; 12.7 5.0 4.5 0.394 35.43 32.0 

113 S I 70-1 ，n; 弘j色 卜'.(.~ 勾; 15.3 7.3 4.2 0.477 27.45 37.5 

114 S 1 7 0 -1 ，k;能j色上山 12.8 4.7 4.6 0.367 35.94 29.5 

116 S 1 7 0 -1 ，n;住j色 卜:(.，!f t1; 13.5 5.5 4.1 0.407 30.37 33.0 

127 SI(670 I: r.llj~:i tィ; 13.5 6.0 4.6 0.444 3-l.07 28.3 

12R S 1( 6 7 3 ，lJ;飴色 1..出 IIIL 12.4 4.8 3.2 0.387 25.81 45.2 

129 S 1( 6 7 1 釘i!ι?'[i t1; 13.7 5.4 4.6 O.39-l 33.58 3-l.2 

130 51¥671 本位j色 U~f t{- 14.0 6J! 6.0 0.486 42.86 26.5 

131 SK708 ~.((!J.~ ?ii 台付土1: 15.8 9.3 7.2 0.589 45.57 2-l.4 

132 SI¥77 1 ，lJ;ru色 1:器 f司; 12.8 5.9 4.2 0.461 32.81 34.3 

133 5 X 6 8 7 ~!(.f~~(.~ t..{; 13.5 7.5 3.5 0.556 25.93 24.7 

137 S X 7 3 5 ，n;悩色 1:?:i fィ: 15.5 6.3 5.0 0.406 32.26 35.0 

13R S X 735 ゐ1;能j色r.?~ t..{; 13.2 6.0 4.2 0.455 31.82 28.3 

139 S X 7 3 5 ，n;悩色 J:器 t..{; 12.2 5.7 4.5 ().467 36.89 33.2 

140 S X 7 3 5 亦弘i色 1:出 tィ二 12.1 5.1¥ 4.4 0.479 36.36 29.1 

141 S X 7 3 5 ，n;能j色上掠 均; 15.4 6.1 4.9 0.396 31.82 34.4 

142 SX735 亦怯j色 1:時 材、 13.7 5.5 2.1¥ 0.401 20.44 54.8 

143 s X 7 3 5 ，n;悩色 I:?~ 均; 14.1 5.6 5.2 0.397 36.81¥ 29.!l 

147 SX735 ，n;能j色 1・22 材、 13.3 5.3 4.2 0.3り8 31.58 35.0 

141{ S X 7 7 1 み尚色 l二時 IIIL 11.5 3.1¥ 2.9 0.330 25.22 48.8 

14リ s X 9 511 ~J'i !ι (.~ fiH勾、 14.0 11.0 4.0 0.786 28.57 15.0 

j氏筏
JJ主任指数 :一一一一
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第2節 各層出土遺物

各府LH土地物の昭位については、政庁域の北東部、第36、38次調査で確認した屑位を基本として捉

え、それぞれの府の上下関係を比較検討して府序を決定した。

表土および整地層、|日耕作土は明治2年招魂社建立以前の表土と建立時の整地であることからここ

では記述しない。

j円位は第 1J日から第 1 3照まで認められる。 第 l ~は第36次調査でのみみられる H音褐色土層で包含層

の中では最も上層にある。第2昭は黒色砂層で第38次調査の南側で確認された赤褐色土器が主体を占

める。第31~づの褐色砂!持は第38次調査の東側に堆積している層で 、 遺構が雌認される最上層で 、

SA697 . SA698等の材木塀跡、一本柱列塀跡が検出されている。第4層は灰褐色砂 ・赤褐色砂質土用

で、褐色砂層と粘土整地層との間層でSA705一本柱列塀柱掘り方を絞っている。第 5J習は整地粘土層

で、築地崩壊後に束辺築地の東西を鮭地している粘土層である。直下の第 6層は整地下の炭化物層で

鉄倖を含む。第7昭黄褐色砂層、第8層赤褐色土居は築地塀崩壊土の直上の層で、第8府からは須恵

器と一緒に漆k1(;文科:が出土している。第9層は政庁区画施設の築地塀が崩壊した崩壊土層で、第10層

はそのJVl峡瓦昭，である。第H曙は崩壊瓦層下層、第12層は第40次調査で確認された地山部砂府上の褐

色砂!刊で、この1Mより 小札が出土している。最下層は地山飛砂層である。

1 .第 1J曹暗褐色土層出土造物 (第51図、図版41)

赤褐色土器:154~ 156は糸切り無調整で、154は杯、155は皿、156は台付杯である。

2.第2層黒色砂層出 土造物 (第51図、図版41) 

土師器:157は糸切りの台付杯で、台周縁に撫で調撃を施す。内面は丁寧なミガキ調整を施した後

に黒色処理をしている。158は糸切りの台付杯で、台周縁に撫で調整を施す。内面はミガキ調整の後、

外国口縁まで黒色処理されている。内面の体部から底部に漆!院が付着している。刷毛状の痕跡もあり

漆の存協として使用されたものか。

須恵器:159、160は糸切り無調整の杯である。159は口縁部に重ね焼き痕跡がある。体部に「友J

の患占:が認められる。160は底部の小破片で、内面は磨滅し墨痕があり硯に転用されている。外面に

判読不能の墨書がある。

赤褐色土器: 1 6 1 、 1 62は郎、 163~ 165は皿、 166、167は底部小破片で、いずれも糸切り無調整であ

る。162、165は内面が磨滅し墨痕があり硯に転用されている。166、167は底部外面に墨書があるが判

読不能である。

硯:168は風字硯で、方形の胸l部が付く 。全体に歪みが大きく 、また自然草，11がかかっている。

3.第3層褐色砂層出 土遺物 (第51、52図、図版42)

須恵器:169、170はへラ切りの杯である。169は底部周縁に撫で調整を施す。169、170とも内面に
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J京浜、1H長が認められ硯に転用 している。171、172は葉で、ある。172はつまみが欠損、天井部には撫

で調整が施される。171、172とも内面中央部に擦痕、墨痕が認められ硯に転用している。174は鉢形

十.待で、， ，縁部が外反し口唇古I~は直立する。 外面は体部上半から中央までロクロ痕が明瞭で、 下 ' 1'.. Îj，:I~

は|ご}jlIIJに縦の手持ちケズリ調整が施される。また、底部にも手持ちケズリ調繋が施される。内而に

擦娘、墨痕が桁円状に認められ硯にil日目されている。

硯:173は胤字二回硯である。l肉lが付き外扱の上回から側面にかけて手持ちケズリ調整、下面には

撫で調牧を施している。左右とも膳減しており 、左前iには赤色顔料(ベンガラ)、右面には鍔が付着

しておりそれぞれ使い分けしている。

赤褐色土器:175は杯、 176は1I1lで 、 いずれも 糸切り無調撃である 。 178~184は墨書の認められる杯

破片で、底部があるものは糸切 り無調整である。178、184は 「尉Jと判読できるが他は半IJ読不能であ

る。177はリング状のつまみを右ーする叢で、天井部はケズリ調整後に撫で制撃が施される。体部にか

けて「川ヵjの墨古:が認められる。

4.第4層整地粘土層上層出土遺物

1 )灰褐色砂質土層出土遺物 (第52図、図版43)

須恵器:185はヘラ切り無調整の杯である。，-，径に比 して器高が低い。

赤褐色土器:186は杯の口縁部破片である。外国には忠告が認められ「水ヵjとも判読できる。

2 )赤褐色砂質土層出土遺物 (第531:g1、凶版43)

須恵器:187はヘラ切り1!l月前提の杯で、生焼けで黄褐色を呈 している。JJ台イは雲母を含み小石粒が

多い。 188はへラ切りの台付杯で、 切り llJl~し後に台を付け周縁に撫で調整を施している 。 JJ台土は砂を

多く合みザラザラしているが焼成は良昨である。

赤褐色土器:189は糸切り無調整の杯である。内iIli全体にi奈が薄く貼りついている。内外面とも火

熱を受けもろくなっているが、i奈をj昆める|療の火葬品によると思われる。

瓦:190、191は15業主111弁迩華文の軒丸瓦で阿箔のものである。凶;市をめぐらす中房に 1+ 4の起子

がある。また、二主の内l豆、外区の蓮珠は蓮弁と同様である。

5.第5層整地粘土 層出土遺物 (第53図、図版43・44)

須恵器:192、197はへラ切り無調整、198は糸切り無調整の杯である。197の底部には「厨Jの塁手F

が認められ、198は内面全体に擦痕、墨痕が認められ、硯にil日刊されている。193、194はヘラ切り後、

台同械部に撫で調整を施す向付均、である。193は胎土、焼成ともに良好で、194は外底部に墨書が認め

られる。195は偏平なつまみを有する荒である。向然利|がかかっており赤褐色を呈する。内面には操

縦、:JJ-艇が認められ硯にilωTJされている。196はボタン状のつまみを有する議である。天井部から町

長I~ までケズ リ 調整が施される 。 灰白色を呈 している 。

赤褐色土器:201は糸切りで、体音1)下端にケズリ調整を施す杯である。内而は撫でによりスベスベ
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している。

硯:199、200は円而硯の脚部破片で、透かし窓と思われる切り込みがみられる。 また、199は縦、

横方向のヘラ姉きit線がみられる。

6.第 6層整地層下炭化物層出土造物 (第541豆l、図版44)

須恵器:202はヘラ切り無調主主の杯である。灰行色で焼成良好である。203、204はへラ切りの台付

杯である。切り離し後台を付け周縁に撫で調整を施している。203は数カ所に焼き膨れがみられる。

205 ~208は扇平なつまみを有する叢で、ある 。 205~207は天井部に撫で調整が施される 。 208は天:1 1二部

から111m~にかけてケズリ調整を施している 。 また、身受音I~が外に張 り出す特徴がある 。 205 、 206 、

208は|付而に操縦、23艇が認められ硯に転用されている。

赤褐色土器:209は糸切 りで、休部下端にケズリ調撃を施す杯である。外底部に fl!NJの患者が認

められる。

7.第7層黄褐色砂層出土遺物 (第54図、図版44)

須恵器:210はへラ切り無調整の杯である。赤制色を星しており生焼けと思われる。内而にi奈紙が

付心していたが、赤外線カメラで観察した結果文字などは認め られなかった。

8.第8層赤褐色土層出土遺物 (第54図、図版44)

須恵器:211はヘラ切 り無調整の杯で、再加熱を受け赤褐色に変色している。 また、))台土 も もろ

く 'likçJ~J で、ある 。 版部に漆紙文書の破片が付析しており 、 判読の結果 、 ;Í1{;背文字に京也元年の年号のあ

る f/1¥挙貸付|阪本長文枕:J断的であることが判明した。内容の詳細|については資料編に記載する。

9.第9層崩壊土出土遺物 (第541君、関版45)

須恵器:212は体部下方から底部全国-にケズリ調整を施した杯で、底部外市iに判読不能の#;容が認

められる。216はヘラ切りの台付杯で、台!115付後に周縁部に撫で、調整を施している。焼成良肝である。

2 1 4 、 2 17 、 218は天井部にケズリ調捻を施した蓋である 。 214は内面 rll央官I~が磨滅し 、 217 、 2 1 8には捺艇、

13艇が認められる ことから硯に転用したと考えられる。215は内外面に横位のカキ日調整が施され、

低い台の付く宣の破片である 。 底部外面にへラ記号が認められる 。 213 1j:1lI1村I~に最大径をもっ鉢であ

る。 体主I~内市iに白然治hがかかっている。 焼成良好である。

硯:219、220はP-J而硯の破片で、透かし窓が認められる。

10. 第10層崩壊瓦層出土造物 (第55、56図、図版45・46)

須恵器:221、222、225、226は杯である。底部切り 離 しは221、226はへラ切り無調務、225はへラ

切り後底部周縁にケズリ調整、222は糸切 り後にケズリ調整を行っている。225は外底部に f雑印Jの

fo
 

凸

y



202 (2・780)

204 (2・783)
203 (2・782)

207 (2・785)206 (2・784)205 (2-781) 

一
J

211 (2・629)

¥ヨ
208 (2・786)

¥ トイ

漆紙付着

210 (2・751) 

209 (2・787)

¥ヤ ジL-/
212 (2・659)

〆~ご . . 、

崩漢土膚

213 (2・634)

212-217 重量地層下炭化物肩
書官渇色砂層
赤渇色土層

202-209 
210 
211 

214 (2-591) 

217 (2・589)
216 (2-621) .... \， 九~五13F vJ 

... . "ハ:、

215 (2・632)

従.. ， :3 

各層出土遺物

-97-

第54図



に

218 (2・798)

221 (2・582)

JbAtいも，，..，.，'...1 
円、戸川 、 ~ 

219 (2-608) 

亡r::.;
222 (2・789)

、
220 (2・799)

七二斗J
223 (2・791)

J にご」ン-
き』

224 (2・794) 1ft 

227 (2・587)

228 (2・619)

229 (2・790)

231 (2-601) 

第55図各層出土遺物

98 

225 (2・788)
226 (2-793) 

230 (2・796)

， 3 .回
ー I

218-220 .1011.土B
221-231 l!lI~置瓦庖



器世が認められる。226は生焼け状態で外底部に墨書があるが判読不能である。221、222、226は内面

に撚浜、:Uji{があり硯に転用されている。223、224は台付杯を硯に転用したもので、 223は底部内外

面に桜痕、墨痕があり両面使用したものである。 227~229は叢である 。 227は扇平なつまみを有し天

井部はケズリ調盤が施される。228は擬宝珠状のつまみをもち天井部は直線的である。229は天井部に

ケズリ調整を施している。227、229は内面に撚痕、 墨痕があり硯に転用されている。230は丸底風の

置で、胴下半からj氏詰1)に斜方向に手持ちケズリ調整が施される。屑部分に緑色の自然軸がかかってい

る。

土師器:232は頚古1)が「く」字状に曲がる裂である。内外面口縁部は横撫で、体音1)外面は縦、内面

はJ断、会千万向にカキ回調整が施される。また、内面には約2.5cm巾の巻き上げ痕が確認できる。底

部は木葉jまである。

硯:231 はf[Ji1nfiJil.の脚mmk:片である。

11. 第11層崩壊瓦下層出土遺物 (第56図、図版46)

須恵器:233、234はへラ切り無調整の杯である。233は胎土に小石粒が多く 、焼成不良で赤褐色を

呈 している。

硯:235、236は体部に透かし窓と縦方向の沈線のある円面硯である。

12. 第12層掲色砂層出土遺物 (第56図、図版46)

鉄製品:237は小札と思われるものである。

13. 第13層地山飛砂層出土造物 (第56図、図版46)

縄文土器:238は方形の区間文内を磨消したおtl文土器である。口唇部にも純文が施される。
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出土遺物法量 一覧

桶ニU- /1¥ L地点 器 fJI 出 Jf~ Uf奈(cm)li(任(cm)?lH'~ (cm) l夜径指数 正:i径指数 外線H立(0) 

154 11庁尚色1)¥・4 赤花j色土器 均L 11.5 4.6 4.1 0.400 35.65 33.0 

155 11日制色 L肘 亦性i色上保 上i~ 9.9 4.2 2.0 0.424 20.20 54.0 

156 lI ì'1悩色 U~1 赤褐色 L出 手?付勾; 13.2 6.6 5.5 0.500 41.67 32.0 

158 !日色{沙!持 上目前昔話 台HlIll 13.8 5.9 3.2 0.428 23.19 53.0 

159 ~J.!:色 (&1，件 ~fi忠持 土1~ 13.2 6.2 4.6 0.470 34.85 33.5 

161 ~H色f沙附 み:尚色 L持 均; 13.1 5.2 4.5 0.397 34.35 30.0 

162 ~H色{沙附 み尚色j'.時 上不 12.9 6.1 4.8 0.473 37.21 28.5 

163 虫色砂附 亦褐色‘1-.器 IIIl 15.2 6.5 2.8 0.428 18.42 61.0 

164 .'H色f沙附 亦能i色上保 IIIl 15.0 6.3 2.9 0.420 19.33 50.4 

165 .'.1.¥色f沙附 亦耗j色ー!'.路 m 16.0 6.3 3.3 0.394 20.63 55.0 

169 尚色砂肘 ~f[!ι出 均; 14.2 7.8 3.3 0.549 23.24 39.0 

170 悩色{沙附 釘OJ!:?r:-f 1不 14.5 7.2 3.5 0.497 24.14 39.0 

175 ぬ色砂1¥'1 ，)J;I'M色 !'.?i品 t1~ 12.6 5.4 4.6 0.429 36.51 28.1 

176 悩色紗J¥'1 亦能j色L?i長 lIll 17.4 6.1 3.5 0.351 20.11 55.0 

185 j火性i色砂町!:附 紅l!主持 t不 13.0 8.8 2.7 0.677 20.77 34.5 

187 亦込j色紗質 t肘 ~fÎ.'ι綜 t不 13.4 8.1 4.1 0.604 30.60 25.0 

188 亦能i色砂't't!'.柑 ~tÎ!ι持 台Hr1; 12.0 9.1 4.0 0.758 33.33 17.0 

189 ，)j~悩色砂1'( !-}，'1 亦褐色!-.~品 何; 13.5 6.8 4.4 0.504 32.59 33.0 

192 整j色村j!'.肘 在I.'ι日誌 均; 13.1 7.5 3.6 0.573 27.48 30.5 

193 ~泉地お'j L肘 ~.tÎ.'ι器 fi付勾; 9.9 6.6 5.1 0.667 51.52 18.0 

194 ぅ核地利jI:Ji'1 m恕35 内十l勾: 10.9 6.8 5.2 0.624 47.71 17.0 

197 !位地名'j!-.Ji;1 ~JÎ.'包持 1不 13.5 7.8 3.2 0.578 23.70 31.0 

202 七型地附 FI，k:化物j付 ~jl!ιrF 均L 13.4 8.1 3.4 0.604 25.37 28.0 

204 需型地附卜此化物J付 m恕(?rif 台やl勾; 15.1 8.3 7.5 0.550 49.67 21.5 

210 &弘j色{沙肘 釘i.'lt:?，;f 均日 13.2 8.2 3.5 0.621 26.52 30.5 

216 jJijJ災十九時 組必然 台付勾J 10.1 8.5 3.6 0.842 35.64 19.5 

221 iJiiJ災瓦1¥1 劉忠持 向; 12.5 8.0 3.0 0.640 24.∞ 29.5 

225 ÍJ;jJ')~Jム~守 ~Jl恕器 勾: 14.6 8.0 4.1 0.548 28.08 27.0 

233 jJijJ災瓦下府 ~fU.!!:器 t不 13.8 9.9 4.1 0.717 29.71 21.5 

234 jujJ災Ji.下附 ~tÎ.'ι昔話 :4; 15.0 11.5 3.8 0.767 25.33 24.0 
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第 I節 泣桃JUJの設定と建物配置

1 )これまでの遺情期設定

秋川城の政JJ'のilt僻WJについては、昭和57年 (1982)から[.iJ62年 (1987)まで 6年間にわたる発掘

調作と、1-:成13イド (2001)の補足調査成果に基つ'き、これまで 1JYJからVIJ則の，没定が考えられている。

泣十itjUlは、 lI(i利59年度 (1984)の『秋1:1:1城跡発掘制作概報jと、、ド成 2年度 (1990)に秋田市で1}1l

1mされた "i代城中IIItIr 1M遺跡検討会で、の f秋田城跡発品Il湖先のJ&栄一地榊の変遷と性格一J(r第16回古

代域十IIItrnlfI:I.u跡検刈会資料J)で、まず、その試案を提示した。 しかし、秋川城跡の年代考察で最も

JL本資料とな っ たヂ成元 ・ 2 年の第54次調査が制作j金'"であ っ たこともあり 、 j立構J~)の年代 ・ 迫・構の

科WJの組み合わせて:'~; に|呼与が必要と考えられたため 、 、 1-:成 3 イ1:: (1991) 8)J刊行の f月刊文化財j第

335り-で一部修正をJJIIえている。その後、平成12年度刊行の f秋111tlî~と第 7 巻 市代 史料編jでさ

らに、検，付を JJIIえ 、作j立構J~j を設定している 。

2)各遺摘の概要

各遺構)~Jの設定の似拠としては政庁区画施設の築地塀崩壊後の判i上幣地府の t暗であるのか、下用

に1弘前するのかが大きな手がかりとなった。また、 j立構内の焼上 ・炭化物 ・焼けた壁材の存在も重要

な)J・察の要点となっている。以下、検出されたi遺構について概観してみたい。各遺構の詳細は第4

市 ・a第ち 2節発}比L迫

①lけ正l巨:殿跡

71"1の坑桜があり、|時期の古いIllJtにSB748B. SB748A . SB745・SB746B・SB746A. SB744・SB743

他物跡となっている。SB748B. SB748Aは桁行 511U、梁111)3 1111に|判断liの付く州立柱建物で、柱掘り方

~R 卜.には焼 1 : ・ 炭化物 ・ 造物を合んでいない。 SB745からは桁行 5 11U 、梁IIIJ 211Uに南隔の付く掘立粘

土佐物で、SB745の料品川方埋土には焼土 ・炭化物 ・焼けた峨材が似人しており 、SB746Aの柱痕跡に

も多11tの焼けた明材と炭化物が混入していた。SB743は棋石状のjllJJJ;(行が訟められ礎石建物と考え ら

れる。

2 JI:股Ihill物跡

3 1"1のif(絞があり、時期の古い順lこSB754B. SB754A . SB749建物跡である。規模の比較的小さな

建物であ り 、 n'HIIt )~Jの般拠となる手がかりが明確でないが、 SB754B . SB754Aの柱掘り方埋土には焼

上・炭化物 ・m物を合んでおらず、建物方位が正殿SB748B. SB748Aと同級に発掘基準線に対し北で

3 }支l川に振れており 、これらの建物と同時期と考えられる。 しかし、脱桜的に小さいことから、慣常

的な施，没とは与えられず、仮設的な建物となる可能性もある。
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③北東建物跡

粘土整地j刊の上!同 ・下j付で建物跡、を検出しており 、下府はl時期の古いI1聞にS8680・S8679・S8678

建物跡となっており 、桁行 5 間あるいは 7 問、 梁 I~f] 2問の東西棟の建物である。S8679建物跡は間仕

切りがつき、南面に目隠し状のSA683柱列が伴う 。粘土整地上層ではS8663. S8662 . S8661建物跡と

なっているが、下肘とは大きく形態が異なり 、桁行4問、梁間 3聞の南北棟建物や南桁の一部が突出

する特異な*阿棟の建物となっている。S8661. S8679柱掘り方埋土からは炭化物、 S8678柱掘り方

組!上からは焼tが/J11上しており、 S8663床面には焼土聞が認められる。

@北西建物跡

31旦|の並殺があり 、桁行 6・7問、梁間 2問の東西棟で、時期の古い順にS8769. S8759 . S8758 

建物跡である。前述のS8680・S8679. S8678建物跡と正殿の中期11線でほぼ東西対称、位置となる。い

ずれも柱痕跡に焼土 ・炭化物が混入し、S8679は柱掘り方埋土にも焼土 ・炭化物が混入 している。

⑤正殿京建物跡

31111の重松があり、桁行 31HJ、梁間 21昔lの南北棟の建物である。時期の古い111ftにS8953C. S89538 

・S8953A建物跡で、S8953Aはそれまでの側柱建物から総柱建物に変化している。S8953Cは粘土整

地下/i;づに位前し、 S8953Aの柱掘り方埋土には焼土が混入している。

⑤政庁東門跡

門にとり付く|正岡施設、およ び柱掘り方の切り合い関係から 6棟の門跡が確認されている。時期の

古いIllriにSA718柱列、 S8717・S8702・S8701. S86968・S8696A建物跡である。SA718は棟門状の館j

劫な施設と考え られ、SF6778. A築地塀に伴い、S8717. S8702 . S8701はそれぞれ、SA707 . SA 706 

・SA705一本柱列塀に伴い八胸l門であるが、区画施設の柱列が門の西の桁列に取り付いており 、門が

東側に突き出た構造となっている。S86968. S8696AはSA697材木塀に伴う四脚門で材木列は棟通り

に取 りイ.J'いている。S8702柱掘り方埋土からは赤褐色土滞杯が出土している。

⑦政庁|亙阿施設 (築地塀跡 ・一本柱列塀跡 ・材木桝跡)

政庁のi豆阿施設は時期1の干4'い1mに築地塀が21時期(北辺:SF6778 . A)、一本柱列塀 3時期(北

辺 :SA707 . SA706・SA705)、材木塀が2r時期 (東辺 :SA697 . SA698)となっている。SF6778は基

j刺!日1.2m、崩壊瓦が伴うこ とから瓦茸きの築地塀であり 、SF677A築地塀は崩;峡瓦が伴わず、瓦葺き

で、なかったものと考えられる。また、SF677A築地塀は南部分でSA719材木塀と連続しており 、特異な

区画施設の構造となっている。築地塀はいずれも粘土整地用の下府で検出しており 、一本柱列塀 3時

期、材木塀 21時期はいずれも粘土整地府の上屑に位置している。

③竪穴住!日跡

政庁域で 3IIFFの竪穴住居跡を検出している。SI782は政庁造成時の整地層で埋め戻されており 、政

JiC:造成に十I~い廃棄された住居と考えられる 。 SI703は築地塀崩壊後の粘土整地層を掘り込んでおり 、

北東建物S8678と重複し、これよ り新しいものである。SI704は政庁外東に隣接し、政庁東門S8702・

S8701と重複し、これより古いものである。

以上、政庁を椛成する主要施設についてみてきたが遺構の新旧関係と粘土整地、逃構内の焼土 ・炭
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化物の状況を表に整理すると以下のようになる。

政庁主要施設の推移

五i 構 各造 t~~ の新 |日 関係

JE 殿L SB748B→ SB748A→ SB745→ SB746B→ SB746A :→ SB744 → SB743 

正殿前建物 SB754B - SB754A→ SB749 

北 京建物 SB680 → SB679→ SB678 SB663・662→ SB661

北西建物 SB769→:  SB759→ SB758 

正殿東建物 : SB953C→SB953B→ SB953A 

政庁東門 SA718→ SB717→ SB702→ SB701 :→ SB696A. B 

SF677B→ SF677A→ SA707→ SA706→ SA705 -→ SA697→ SA698 

政Ir区画施設 (SA719) 

築地塀 一本柱列塀 材木塀

竪穴住居 S1782 S1704 SI703 

;掘り方埋土に焼土柱痕跡に焼:

-炭化物 けた壁材

整地 粘土整地

3 )遺構期の設定

以上、表によって整理し、政庁内で継続して存在した区画施設、正殿の重複関係から 7時期の遺構

の変選を把握することが可能である。粘土整地層以前に 2時期、粘土整地層以後に5時期となる。さ

らに、粘土整地屑以後の 51時期は柱痕跡に多量に焼土 ・炭化物・焼けた壁材が混入する建物の前後関

係でl時期jを区切ることが可能である。前者に 3時期、後者に 2時期が考えられる。また、正殿 ・区画

施設 ・政庁東門の規模 ・構造が極めて類似する 4・5時期日は政庁の構成要素に基本的な変化がなか
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ったものと理解.されること から l時期として把握し、各々を小期として分類した。この分類により、

政庁の逃構WJを古い)llfiにI.II.m.N.V.VI期として設定し、W期にさらに、A .B小期を設け

た。各遺構期の様相は以下のようになる。

政庁遺構期の様相

創建 I期 H期 国期 NA期 NB期 V期 VI期
以前

正 殿 SB748B SB748A SB745 SB746B SB746A SB744 SB743 

. : 

: 

正殿南建物 SB754B SB754A ~ SB749 

北京建物 SB680 SB679 ~ SB678 ~ SB663・662 SB661 
: 

北西建物 SB769 SB759 SB758 

正殿東建物 SB953C SB953B SB953A : 

政庁東門 SA718 : SB717 SB702 SB701 SB696AB 

. 

SF677B SF677A SA707 SA706 SA705 SA697 SA698 

政庁医阿施設 (SA719) 

築地塀 一本柱列塀 材木塀

竪穴住居 S1782 ー

ー

S[704 S1703 

掘り方埋土に焼土 柱痕跡に焼;

-炭化物 けた壁材

整地 粘土整地

4 )各遺構期の建物配置

各遺梢j切の建物配置の概要は以下のよう になる。

[1 wn政庁の造成に伴い、 S1782竪穴住居一軒を埋め、東南城を中心に整地地業を行い面積の拡充

を隠|っている。政庁の規模は東西94m、南北77mを確保している。

区画施設は、瓦茸きの基底幅1.2mのSF677B築地塀で、ある。築地塀に伴う東門はSA718柱列で棟門

状のものと考えられる。北門は不明で、ある。正殿は、東西 5問×南北3間のSB748B建物で南側に幅
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Jl~の片附が付 く 。 正殿の北東部にはSB680建物が伴 う 。 正殿の南には小規模なSB754B建物が配される。

建物の柱掘り Jy.柱痕跡には焼土 ・炭化物 ・迫-物はほとんど浪入しない。

[n WJ1築地財は、一度問上げ台れ、南半帝11についてはSF677A築地塀から布掘りを伴うSA719材木

塀に連続している。政庁域の北半分は築地塀であるが、南半分は材木塀によ って附まれる変則的な構

法形態である。建物は東|吋SA718柱列が継続して設iRされ、正殿は 5問X3問のSB748A建物で、if

殿の北京t:l1にはF-II思し塀の付く SB679建物、北阿部にはSB769建物が配世されている。正殿の南には

小規模なSB754A建物が配される。

[ III WJ1政庁域全体に築地塀崩壊土 ・粘土による整地地業を行っている。正殿は、前期のものと位

i丘 ・規模はほぼ同じであるが、5問X2聞の身舎に雨附を取り付けたSB745建物となる。正殿の柱制

り方の埋土には、;焼土、炭化物が混入することから、nWJの正殿は焼失したものと考えられる。正殿

の京にはSB953C建物、北東にはSB678建物、北西にはSB759建物が配概される。正殿の南には小規校

なSB749建物が配される。

区画施設は、 崩壊した築地塀の高まりを粘土写生地し方形の柱掘り万を掘り 、 3.5m~3.7m lml~商に直符.

約30cmの柱を立てたSA707一本柱列塀に構造を変えている。政庁東門は束辺一本柱安IJ塀中央やや南笥:

りの 3間X21LIjの総柱建物SB717建物で、建物の西側柱列に一本柱列塀が取り付いている。建物の柱

拍!り方に焼土 ・炭化物 ・焼けた壁材の細片が混入している。

[NWn AとBの 2小WJが設定で、きる。正殿は、方位を真北方向に向けA!t1]はSB746B建物、 B期j

はSB746A建物である。B期の柱痕跡には、焼土、炭化物、それに建物の焼時が多起;に混入しており 、

火災によ って焼失したものと考えられる。正殿東建物はA期がSB953B建物、B期がSB953A建物で、

B J~] に総柱建物となる 。 北西建物は 、 AJV] にのみ存在するSB758建物で前期より縮小 した規模にな っ

ている。

ばIllij施設は、A期lは前期 (皿期)の一本柱列塀を約2.6m外側に移動した位置にSA706一本柱列塀、

B J~jはさらに2.8m外側に移動した位世にSA705一本柱列塀を構築している 。 東辺中央やや南寄りにそ

れぞれ31問X2111JのSB702. S8701建物の東門が配置される。N!~J のね:掘り方には焼土 ・ 炭化物が混

入し、特にNAt:Olの建物の柱痕跡には多盆の焼土 ・炭化物・ 焼壁材が浪人している。

[v 期] 本WJ は火災後の造営と考えられる 。 正殿は 、 東西椋のSB744建物で、 前期 ( Nf~D より縮

小 した規模の建物となっている。北東建物は南北棟のSB662・SB663建物である。

l正岡施設は、一本柱列塀から布掛りを伴う SA679材木塀に変わり 、南北に約41m確認されている。

東辺のほぼ中央部には、材木塀が棟通りに取り 付 く111l]X2聞のSB696A'B建物とした政庁東門が配

ii1され、同位置での建て替えが確認されている。

[ VI WJ ] 故上府の逃構t~lであるため、 後世の削平を受けており 、 建物配置など明確でない。

Jf敗はSB743建物で、柱{立出:音11分に数個から 10数個の拳よりやや大きめの根石状の河原石があるこ

とから、礎石建物と考えられる。また、規模は桁行が51 111 、 梁聞が 2 ~ 3 間と考えられるが明確でな

く、Jfftは認められない。北東建物は、SB661建物で東西棟建物の南桁の西半分が出っ張るような特異

な構造である。北西建物は消滅して存在しない。
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Ix:phj施設は、SA698材木塀であるが、京辺のわずか28m聞の碓認であり、周囲を巡るものか、単な

る11隠し状の桝になるのか不明である。

以上の他、政庁内の建物として正殿阿で、 小規模なSB1645建物とSA756柱列が雌認されている。正

殿との府{立関係が不明であり、時期については判然としてない。SB1645建物については柱銅り方と

市複し、これより新しい柱列から赤褐色土器杯が出土している。

政IYt&の泣構WJを考察するにあたり 、長期間にわたり 、遺構が存続したと考えられる区画施設や正

殿の建て称え等から、大きく 1~ VO~]の迫・構期を設定することができた。

しかし、この泣構期の設定 ・建物配置の様相は通称旧国道の開削や宅地造成によ って政庁跡西辺の

築地桝や政庁西脇殿、政IY南門を失ったり、忠魂M!等の石碑の存在によって政庁東脇殿が未調査であ

ったり 、必ずしも全容が明らかにされているわけではないため、現段階では政庁域全体にわたるもの

とはなっていない。 したがって、政庁の主要建物である東西岡脇殿、政庁南門を除く、 築地塀等の区

副施設、 IE殿、正殿北点 ・北西 ・束 ・南建物等のI浪られたものにとどまらざるを得なかった。

-107-



④ 

5F6778 

.--・--・--・
・--・--・--・

587548 

-，A'・+
幽

・
・

+

-

-

4

一

+

O

ト

ト・

m開

『

恥

白

M

H

i

C

叫

・

+

咽

-

5A718 

第57図 I期政庁建物配置平面図

-108-



G仁

SF677A 

-
l
T・サ

同

・
・
・
+:
 

4

4

9
 

目

・

《。

・
+

7

-

-

R
M
 

ι

F

A

F

S
 

:
 

「→一一一!

i: : : : 1 
-ー-・--・一守
ふ-・-ー・-J

SB754A 

SA683 

--. 

SA718 

SA719 

L一一一一一一一ーーー一一一一一ー 一一一 一ー ーーーーー一一一一ー一一ー

第58図 E期政庁建物配置平面図

-109-

m
』
l
l
'

内

U
内

d



G仁

L

v

h

V

8
 

一

一
w

'

+
g
 

F

・

-

-

8A707 

令

・+・ φ・+・+

88759 

ロ''+・'

I I 

" ・・φ・・+
88717 

一110-

国期政庁建物配置平面図

.--・--_.--守
I e 
? i 
e---・---・---・

88749 

一 一一 一 ー一一 一一一一 一 一 一 一一 一 一 一 一一一一一一一一 一一 一 一

88745 

第59図



G仁

~トー・ー争4・←・

・ +
.... ーー-+・ト・+・~・ 4ト

58758 

••••• 
• • 
ー-・-・
581645 

SA706 

+--+・ー+・ー・--・・+

• • 
...--・--・・+・・争ー_.

+・・+・-+・・+・・+ーー+
58746 

ロ
58702 

一一ー一一一一 一 一 一 一 一 一一~ー一 一 一 一一一一 一 一一一 ー一一一 一 一

第60図 lVA期政庁建物配置平面図

-)))-

m
 

l
 

n
u
 

q
d
 



q仁

+ーー

ー一一一一

SA705 

SB746A 

一一一一

第61図 lVB期政庁平建物配置面図

一112一

回
SB953A 

SB701 

30m 



④ 

+--

+ 

+ー+・・

56744 

5A697 

-ーー'一喝
+ 

56663・662

56696A' 6 

m
 

nu
--E

・E-

q
d
 

第62図 V期政庁建物配置平面図

-113 



④ 

SA698 

レj
S6661 

-・・
+
:
+

A

T

+

 

…
一

+・・
・
・・+

ー

1

1

1

1
1
1
1
1
1
 

VI期政庁建物配置平面図

-114-

S6743 

第63図



第2節遺物

l 秋田城跡の基準土器と編年

秋田城跡出土の土器については、これまで平成 9年 (1997)に開催された日本考古学協会1997年度

秋旧大会等で試案として編年を試み、その後平成13年 (2001)に秋田市で刊行した f秋田市史 第7

巻 古代 史料編jのなかで「秋田城跡出土の土器編年」としてまとめられている。それを基に土器

編年の概略を述べていく 。

土器編年の基礎資料となっているのは、平成元 ・2年 (1989・1990)の第54次調査で検出された築

地塀構築時の粘土採掘穴である深さ約 7m、長径約25m、短径約20mのSGI031土取り穴から出土し

た土器である。その包含暗からは、天平宝字年間 (757-760)漆紙文書、延暦10年~同14年 (791-

795)の木簡が出土している。SGI031土取り穴の資料は、土器と木簡 ・漆紙文書との共伴資料および

!習序関係を根拠として、土器の年代を決定する基準指標となっている。また、10世紀代については、

外郭南辺を調査した第24次調査で検出された竪穴住居跡群 (S1367、SI369-371)出土の土器も基礎

li料となっている。

SG1031土取り穴の基本層序

SGI031内および周辺の層序は以下のとおりである。

11晋 表土 :グラウンド造成土。

2府 旧耕作土 :昭和15年(1940)までの耕作土。

3府 黄褐色砂府 :古代の層でSGI031土取り穴の最終的な整地層。外郭W期材木塀の抜き取り面。

10世紀第 2・3四半期。

4 T百 褐色砂層 :赤褐色土器の包含層。

5府 H音褐色砂府 :赤褐色土器の包含層。

6層 赤褐色粘土層 :掘立柱建物構築に伴う薄い粘土整地層。

71刊 焼土 ・炭化物昭 :外事liN期材木塀 ・外郭東門の構築面。 9世紀第4四半期。

8層 黒色砂肘 :SGI031土取り穴の縁部の自然堆積層。

9昭 灰褐色砂層 :SGI031土取り穴の縁部の自然堆積層。

10暗 褐色砂府 :!竪穴住居の構築面。

111M I情褐色砂用 :竪穴住居の構築面。

12昭 灰黄褐色砂層 :竪穴住居の構築面。

13府 赤褐色粘土層 :外郭田期材木塀 ・外郭東門の構築面。外郭 E期築地塀の崩壊土。 9世紀第

l四半期。

14層 灰 (黒)褐色粘土層 :131曹と同一。
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151日 u立)尚色砂j付 :炭化物の混入する砂層。竪穴住}，';-の榊築而。

16肘 出尚色料j1二1M:スクモ府最上照。

17 -- 29~'1 1二肘スクモ附:18--20層から多誌の籾殻、炭化米、 27肘から「延暦13年 (794)J銘の本

簡が出土。

30 -- 44~'1 ド肘スクモ肘 :39府から「延麿10年 (791)J銘の本問jが出l:o 8世紀第4四半期。

45・46肘 !日色 (灰民色)粘土層 :下層スクモ肘l町下の暗いあ'j1:肘。外郭IIJUJ築地塀の構築面。

47肘 1-.1¥i:本m肘:木炭、フイゴ羽仁l、鉄i宰が多;itに/1..-1-_0 }十r:.... r::r'(年IIIJを中心とする漆紙文占が

まとまって出土。 8世紀第 31Jq半期。

48 --55/¥"1 '日悩色砂1M，粘土回 :上位木炭層と下位木炭j付の"qllJに地;制するスクモ層、木製品の悦

入する砂・粘土用が11府をなす。

56/';'1 1'-位本以1~1 :木炭、フイゴ羽口、鉄棒の浪人するj付。

築地桝iJilJ史上J~1 :下位木炭層の下の粘土層。天平 5イド (733)、秋111i 11 ¥ ~;H~i J tiljJ主築地塀の崩壊ー上。

瓦j付 :秋mitl¥羽柵j創建築地塀の崩壊瓦層。多;E;の九 ・干瓦が11'，上。

200--203肘 |二取り穴波上 :土取り穴の覆土。

204~'1 上取り穴~Jl土:土取り直後に堆積。 8 世紀第 2 pq 'I~JUJ。

出土土器の概要 (似lについては f秋田市史第 7巻山代史料編j第 l編第7章第3節 9

のものを転載して使nJした。)

須恵器 (第64--671>(1)

8世紀第 1四半期 (第64関) :本期の明時な遺構が検出されていないため詳細nは不明であるが、次期

に{立川づけた 7 はリング状のツマミと口縁部にカエリを有する益で、 1' ，ぃ~京が残っていることから

本JgJの11]"能't'l:がある。搬入品と考えられる。

8世紀第 2四半期 (第64図) :秋田 f出羽柵JfllJ建築地桝の t取り穴埋上、桜土出土の土器で、5・

6は外郭l川辺、ほかは外郭束辺の出土である。杯類は法ittの大きいものが i:体となっており、底-部は

やや九成と、1 1. J(Eの I~，ï)'jがあり、底面全面あるいは底部周縁部にケスリ調整を施すものが多く認められ

る。ほl耐の切り離しはヘラ切りが主体で、わずかに糸切りも認められる。υ径に比較して底径が大き

く深いのが特徴である。 8は秋田市手形山窯跡出土の益に類例があるが、調11g-sのっくりが異なること

から搬入品のIIf能性がある。本期はこのような搬入品が多いと考えられる。

8世紀第 3四半期 (第65閑) :築地塀崩壊土層、上位 ・下位木炭肘、 45・46柑から出土した土器であ

る。杯賀iは依然、として法益;の大きいものが多いが、ややこぶりの卜'.?~も認められる 。 底部は丸底風と

、Ii.)収のIM)jがあるが、平底が幣加する傾向がみられる。j抑制の切り離しは、ヘラ切りと糸切りが認め

られるが、 j五倒的に 11íf省が多い。 ケズリ調整は減少し、撫でI~~粧を施すものが増加する。 搬入品は前

期j より減少し、イ1~ .Iili jlE と考えられる土器が増加する 。 26は秋川県械l-di竹原然跡で、生産された蓋であ

る。
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8世紀第 4四半期 (第65図) : 上 ・ 下スクモ層 、 44層 ~ 1 7府出土の土器である 。 杯類は口径、器高が

縮小し、 j去立が小さくなる。底面にケズリ調整を施すものは激減し、撫で調整を施すものがほとんど

である。また、前期よりも体部の外傾j立が大きい形態のものが増加する。49は次期にまとまって出土

する柿渋様の液体を塗布する土器群の初現である。44は26同様竹原窯跡の製品である。

9世紀第 1四半期 (第66匝1) : 16層-13層出土の土器である。杯類はさらに法t1が縮小 し、外傾度の

強い形態のものが増加する。底部 ・底面のケスリ調整はほとんどみられなくなる。本期では杯、台付

杯に柿渋械の液体を塗布した土器が多数出土している。

9世紀第 2四半期 (第66医1) : 11、12層出土の土器である。土器全体に対する須恵器の出土畳は減少

し、特に杯、椀、 蓋などの供l陪容器の滅少が認められる。杯類は法iEがさらに小さいものとなる。

9世紀第 3四半期 (第67図) : I OJ習 ~ 8 層出土の土器である 。 供膳容器の須恵器の出土量は減少し始

め、赤褐色土器が増加する。ロクロからの切り離しは、ヘラ切りと糸切りが認められるが、糸切りが

多数を占め、底径は一段と小型化の傾向が進む。また、施紬陶器を模した高台付皿が出現する。

9世紀第 4四半期 (第67図) : 6、7層の出土土器である。須恵器の出土量は前期よりさらに少なく、

台付杯、来はほとんどみられない。99は台村lITLで糸切り後に台を取り付-け、周辺に撫で調整を施して

いる。

土師器 (第64~69図)

8世紀第 1四半期 (第64図) :本期と考えられる明確な遺構が検出されないため詳細は不明である。

しかし、政庁の造成l時に埋め立てられたSI782竪穴住居跡出土土器の14・19や、第14次、第52次調査

の築地塀構築時の廃棄と考えられる土器13・18は出土遺構 ・層位から 8世紀第 21m半期に位置づけて

いるが、段、核等の位置や底部の形態等に古い要素が:iid:存していることから本期の存在も考えられる。

8世紀第 2四半期 (第64図) :本期の土器はすべて非ロクロ成形の土器である。杯類の形態は、基本

的には丸底であるが、 一部平底化の傾向を示すものもある。形態は体部中央に明瞭な段や稜を有し、

口縁部は緩く内反する。いずれも内外商ともに細かいミガキ調整を施す。護類は長胴で口縁部から頚

音1)にかけては数条の沈線を入れるものと頚部にのみ段を有するこ者-がみられる。多条沈線の土器は 8

世紀の初頭前後が初現と考えられる。体音15の整形はハケ目で、外商はハケ自後に細かいミガキ調整を

施すのが特徴である。底面は木業 ・笹築・痕が認められる。口縁剖1は丸味を帯びたものと平坦面を作り

出して角張るものの両者がみられるが、後者に頚音15の多条沈線を伴う場合が多い。

8世紀第 3四半期 (第65図) :杯類は平底化が進み、依然、として非ロクロ成形のものが大部分である

が、須EE;器杯の形態、成形 ・整形を模した土器が出現する。また一部丸底も造存するが、体部の稜は

消滅する。詑類頚音1)の沈線や明確な段は、第 3四半期まで継続すると考えられる。底面は木葉 ・笹葉

痕が認められる。

8世紀第 4四半期 (第65区1) :杯類は非ロクロ成形とロクロ成形の両者があり、底面は平底となる。

ロクロ使用の土器は、切り離しがヘラ切りである。非ロクロ成形の杯は、外面のミガキ調整は従来通

り施すが、ロクロ成形においてもミガキ調整が施されるものがある。郵類の形態は 8世紀前半と同様
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であるが、創部の沈線、休部のミガキ調整は消滅する。

9世紀第 1四半期 (第661災1) :杯類の非ロクロ成形はほとんど安を消す。また杯類の中には、同期か

ら/1¥現するとJ5・えられる亦褐色土器杯Bタイプの特徴である体部ド端のケスリ調整がみられる (70)。

9 1":紀以降、亦性j色仁詩メLIま長胴斐の増加により、イ~ ftilj加の長'IM}!~3!iは減少する。

9世紀第2四半期 (第661ヌ1) : 峠類はロクロ成形で形態、成Jf~技法的には川JUJの赤褐色土器と類似し、

それに|人J1M!日色処.fI11を行ったものである。体部下端にはケスリ湖轄を施すものもある。また、長胴克

ifiについては、創部の外反がさらに増し、段は消滅し、:M10にもかなり減少するものと考えられる。

9世紀第 3四半期 (抗日間) :杯類はロクロ成形で成IIIiの切り雌しが糸切り、形態的には赤褐色土出

郎と知似する。|付1Mのミガキ調整とともに外面円縁部にもミガキ訓撚がみられる。資類は第 3・4問

、1':J~J とのIVJ州!な jCY4 はみ られない。

9世紀第4四半期 (第671主1) :杯類は杯、台付杯、1lI1等がある。11111ま施利I1I旬慌の彩特によるものと存

えられ、ほとんどが台付JIllである。整形は内面のミガキ澗撚がー諸外l師11械部に至る土器もみられる。

10世紀第 1・2四半期 (第68閃) :本期以降、 土flili綜は極端に減少する。特に杯はほとんど認められ

ず、ず?十pィ;、 1111がわずかに生産される程度である。

10世紀第 3・4四半期 (t0691災1) :前期同様少:](の'1三階にとどまる。杯は認められず、小型皿と台十j

杯がわずかにみられる。

赤褐色土器 (第64-69位1)

8世紀第 1四半期 (t0641刈) :本期と考えられる明確な遺榔が検出されていないため不明である。

8世紀第 2四半期 (第641ヌ1) :ロクロ使用の斐のみで、 11¥1".:止もきわめて少なく、搬入品の可能性が

ある。12は外1M1 I緑川、 体苦151:.半はロクロ撫で調強、体市1)卜''1'".は縦万IIIJのカキ日調控、内面は縦方向

のカキ11ぷl幣を施す。日誌]伝的には丸底長胴艶と考えられる。

8 世紀第 3 四半期 (第651~1) :本期はロクロ使用の兜類がわずかにみられるのみで向、類はない。32は

ほ1M切り離しが}特 1 1-，糸 切 り 、体部下端にケズリ調整を施した小J~!! j!~である 。

8世紀第 4四半期 (第65凶) :斐類のみで、杯類はみられない。しかし、本WJ以降の整額については、

大巾!の九JJO~記長IlII1J j!~と 小型平j氏斑とのセット関係が成立、継続し 、 形態の変化にも述続性が認められる

など、イ1:地での生疎開始と拡大の初期である 。 大型克は九成長1lI，~鷲で、 J幻影 ・ 整形は外面体部下半か

らほ却にかけて千持ちケズリ調整、内面は体部全体に丁寧なカキリ調整を施す。小型聾は平底で底l両

は糸切りで体調iド端ーには手持ちケズリ調整を施す。

9世紀第 1四半期 (第661ヌ1) :聾類の他に出上盈は少ないが、体制が/1¥現する。なお、杯類の出現に

ついては、 81":紀第 4pq判明に遡る可能性がある。体類は、j長IIIIが糸切りで体部ド端から底面にかけ

てケズリ I~I\J ~桜を施す B タイプと、ケズリ調整を施さないA タイプのl崎将・があり 、 lìíj者が多数を占める 。

内1Mは慌でによる、1-:i汁なものが多い。 形態的には~fi忠持郎に比'1攻してこぶりでやや深い椀状である 。

却額は、大JF，~の九j必 1~1lI1~1!~と糸切り平底の小型誕の両タイプがみられ、 tL\ [. :，(:も増加し煮沸具が主体

を，Iiめる。
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9 世紀第 2 四半期 (第66L~I ) 杯類にはA 、 B タイプ1IIIj 1'i'がl認められ、 liij半はBタイプが主流で出上

;止も ~fi!!':(，~ と、ìr~ぶようになる 。 また、台付杯も出現する。 笠fJlについては九底長JII帯主主は整形技法の間

町内化が進み、体部 1'-‘!とから底部にかけて内外聞ともシャープなタタキ日や当てjL痕が多くなる。

9世紀第 3四半期 (第67凶) :杯類は須恵器杯類のIIJ上品;をはるかに1-.1111り、 Aタイプが主体を占め

る 全体的に法はが大きく、底径がやや縮小する傾向がみられる。琵額の九正記長胴斐は調整技法の簡

略化が進み、体部|人JLfuのカキ日調整は撫で調整に、また、外l而のタタキ 11、内面の当て具痕ともやや

不明瞭となる。 小)~~!~~は体部下半のケスリ調整がほとんどみられなくなる。

9世紀第 4四半期 (第671ヌ1): JIJlおよび台付JIIlが出現する。郎知は激tWし、!幻影 ・整形が粗雑となる。

il~ :，:.:的には I'fひ荊(ì小化の傾向がみられる。 また、庇径の縮小化が~!t1.:になるoftioi;具としては翌Mfiの

ほかに釧知がみられる。

10世紀第 1四半期 (第681ヌ1) :本則以降、供時容器はほとんと'-1)'"赤制色上保で、，'iめられる。皿l、杯類

は法JA:および凶作の縮小化が進み、さらに成j彪・整形がキ11雑となる。

10世紀第 2四半期 (第681火1) :午、1111類はさらに法;止が縮小化する。本WJ以降、得極組成では台付肌

や向付椀が -hiil止を I
Jiめるようになる。 また、第2・3114‘ド!gJにおいては、台付lIllに足22iE5i台タイプ

のものがある。

10世紀第 3四半期 (第691刈) :杯類については前段階より法はが縮小化した小型杯がみられる。台付

1s1ゃ台付椀はI:.4hの簡略化や底筏の縮小化が著しい。また、 一部にはi;万台部分が柱状高台を呈するも

のもみられる。

10世紀第 4四半期 (第691χ1) :.杯類については、法♀の縮小、小刻化が進み、路市が低くなり、皿形

に近い形態のものが1:-:体を占める。sll類については浅形化が進んだほぽ肘、ドなタイプが出現する。

11世紀第 1・2四半期:小噌杯、皿のみが認められる。11'.士数はきわめて限られ、古代的な器極構成

は火-われる。

参考文献

「駄川城跡11'.1 '， 卜'.~~と jailJ窯の須恵器編年 (試案)J r n本J5・I'i学協会 1997年度秋田大会蝦夷・

flt~t l lil家・ 11 ;jI: iI正一シンポジウム E・資料集-J1997 
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2 各遺構期の年代比定資料の検討

ここでは第W章第 l節で設定した各遺構期を構成する主要な遺構から出土した土器と政庁域に堆積

する造物包含層のうち鍵屑となる地層から出土した土器を lの基準土器と比較し、出土遺物からみた

各地構の年代と各層の堆積年代について検討していくこととする。

( 1 )主要遺構の年代について

[創建以前]

政庁|瓦画施設南辺の東コーナ一部周辺で、政庁域を南部に拡張することを意識してなされたSX791

整地の砂と同械の砂が充換されており 、同l時の整地によって埋められたと考えられるSI782竪穴住居

助からは、埋土、床面、カマドより非ロクロ成形で底部が丸底を呈 し、内外面全体にミガキ調整を施

している土師器杯形土保(第701~l l )や口縁部が「くJの字状に外反し、頭部に数条の沈線を巡らす

土師器護形土器 (第70図2~ 5)が出土 しており 、これは第54次調査SGI031の土取り穴埋土 ・磁土

から出土 している土師器 (第64図17)や第58次調査SII165出土の土師器(第74図 1~ 3)に類似して

おり 、8世紀第 2四半期以降の年代に位置づけられると考えられる。

[ 1 期]

本期に該当すると考えられるS87488正殿跡、S87548正殿南建物跡、SA718東門跡の柱掘り方から

は造物の出土がなかった。

S8680北東建物跡からは、柱掘り方埋土より墨普博が出土している。

[ IUVn 

S8748A正殿跡からは造物の出土はなかった。

S8679北東建物からは 、 柱掘り方埋土より口径が 1 2cm台~ 14cm台前半のへラ切り撫で調整の須恵器

杯 (第71図6・7)が出土しており 、これは、第54次調査SGI031の築地崩壊土層、上位 ・下位木炭

層、45・46層出土の須恵器の様相に類似しており 、8世紀第3四半期以降の年代に位置づけられると

考えられる。

S8754A正殿南建物跡からは、柱掘り方埋土より須恵器杯の小破片と瓦が出土している。

S8679の南側、SA683柱列からは柱掘り方埋土より口径が13cm台後半のヘラ切り撫で調整の須恵器

杯 (第7 1 ~1 8 )が出土 しており 、これは、第54次調査SGI031の築地崩壊土層、上位 ・下位木炭府、

45・46府出土の須恵器の様相に類似しており 、8世紀第3匹l半期以降の年代に位置づけられると考え

られる。

SA719 . SA789材木塀跡からは、埋土より瓦片が出土している。

S8678 . S8679 . S8680と重複し、S8678よりも古く 、S8679・S8680よりも新しいSX687焼土迫椛か
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らはへラ切り無調整の須恵器杯(第71図9・10)が出土しており 、これは第54次調査SGI031の15・

16層出土の須恵器の様相に類似しており、 9世紀第 I四半期以降の年代に位置づけられると考えられ

る。

[m J~Il 

S8745正殿跡からは、柱掘り方埋土より須恵器葉の転用硯、赤褐色土器杯Bと杯A (註 1)の小破

片、焼博、瓦、鉄釘が出土 しており、おおよそ 8世紀末から 9世紀第 1四半期以降の年代に位置づ

けられると考えられる。

S8678北東建物跡からは、柱掘り方埋土より須恵器、赤褐色土器、瓦片が出土している。

S8759北阿建物跡からは、柱掘り方埋土より赤褐色土器葦の破片が出土している。

S8749正殿商[建物跡からは、柱掘り方埋土より糸切りで底部から体部下半にかけてケズリ調整を施

し、内面はミガキ調整後に黒色処理を、外面は口縁部にのみミガキ調整を施している土師器 (第 71 

図11 )が出土 している。これは第60次調査S[1235から出土している土師器 (第66関70)に類似してい

る。また、赤褐色土器杯Bの小破片も出土 しており、 8世紀末から9世紀第 l四半期以降の年代に位

置づけられると考えられる。

S8717東門跡からは、柱制り方埋土より赤褐色土器と瓦の小破片が出土している。

SA657 . SA 707 . SA 783--本柱列塀跡からは、柱掘り方担土より赤褐色土器杯、整の小破片、時の

小破片、平 .J:L瓦破片、中房に 1+ 4の蓮子がある 15葉細弁蓮華文の軒丸瓦破片が出土しており 、お

およそ 8-111:紀末から 9世紀前半後葉以降の年代に位置づけられると考えられる。

SA784Aより新しいSA751からは、柱掘り方埋土よりへラ切りで撫で調整を施し、体部はやや内反

気味に立ち上がり器日がやや低い逆台形を呈する須恵器杯(第71図12)が出土しており、これは第54

次調査SGI031の16附から13府にかけて出土する須恵器の様相に類似し、 9世紀第 l四半期以降の年

代に位置づけられると考えられる。

S8701 . S8702と重複し、これらよりも古し'S1704竪穴住居跡からは埋土より糸切り無調整でやや底

径比の大きい逆台形に近い椀型の須恵部杯(第7 1 図 1 3 ~ 15)が出土 し、埋土および床面よりボタ ン状

のつまみがつき天井部切り離し後ケズリ調整を施し、端部は屈曲して内傾する赤褐色土器輩(第71図

16)や底部から体部下端部にケズリ調整を施す赤褐色土器杯B (第71図17)、やや大型で底径比の大

きい器高の低いタ イプの赤褐色土器均、A (第71図18)、底径比がやや大きく 、器商が平滑で丁寧なっ

くりの赤褐色土器杯A (第71図 19 ~2 1 ) が出土しており、これは第54次調査111晋出土の土器様相と類

似 し、9世紀第2凹半期以降の年代に位置づけられると考えられ、NA期造営に伴う遺構となる可能

性がある。

[N A期]

S87468正殿跡からは、柱掘り方埋土よりこぶ りでやや深い椀状を呈し、外面の底部から体部下端

にかけてケズリ調盤を施す赤掲色土器杯B (第71図22)が出土 しているが、糸切 り無調整の杯Aも出
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土しており、その他に焼培、鉄釘が出土している。出土造物からみると 8世紀末以降の 9世紀代に位

世づけられると考えられる。

SB758北西建物跡、SB953B正殿東建物跡からは出土造物はない。

SA658・706・786一本柱列塀跡からは、柱掘り方組土より赤褐色土器小破片、瓦片が出土している。

SB678と重松し、これよりも新しいSK708からは、埋土よりヘラ切りで台取り付け後に台周縁部に

撫で調整を施し、 23i台は底部のやや内側につき、短く外側に踏ん張り、外端部のみ設置し内端部が向

くなる須恵器台付杯 (第72図24)が出土 しており 、これは第54次調査SGI031の上 ・下スクモ屑から

13J日にかけて/l¥土の須恵器の様相に類似しており 、8世紀末から 9世紀初頭に位置づけられ、それ以

降の年代に位置づけられると考えられる。

S8701 (N A期)・702(N B期)東門跡からは、新旧の重複する柱掘り方埋土より底径比が小 さく、

ややこぶりでややっくりが粗雑な赤褐色土器杯A (第71図23)が出土 しており、これは第54次調査10

JI;tII-U土の亦褐色土器 (第74図4)に類似し、9世紀第3匹l半期以降の年代に位置づけられると考え ら

れる。

[NB期]

SB746A正殿跡からは、柱掘り方組土よりボタン状のつまみが付き天井部切り離し後ケズリ調整を

施し、端部は属1111して内傾する須恵器叢 (第72図25・26)が出土しており 、第54次調査SGI031の16

1苦から 13暗にかけて出土の須恵部の検相に類似しており 、9世紀第 l四半期以降の年代に位置づけら

れると考えられる。

SB953AIf股東建物跡からは、柱掘り方埋土より口径に対し底径比がやや大きい、やや底径の縮小

化 した赤褐色土器杯A (第72図27)が出土しており、これは第62次調査第13層出土の赤褐色土器 (第

74図5・6)に類似しており 、9世紀第 3[1，1半期以降の年代に位置づけられると考えられる。

SA659・705・784一本柱列塀跡からは、SA705柱掘り方埋土よりへラ切り後底部と体部立ちよがり

部にケズリ調整を施し、台取り付け後台周縁部に撫で調整を施す須忠器台付杯 (第72因坊)が出土し

ており 、これは第54次調査SGI031の土取り穴埋土 ・恋土から45・46府にかけて出土 している須恵器

の様相に類似しており 、8世紀第2四半期から第 31m半期にかけての年代に位置づけられると考え ら

れるが、この他に赤褐色土器杯Aの小破片が出土していることから 9世紀前半後葉以降の年代に位置

づけられると考えられる。

SBI645正殿阿建物跡と重複し、これよりも新しいSA1647からは、柱掘り方埋土より底径がやや小

さいややこぶりな赤褐色土器杯A (第72図39)が出土しており、これは第54次調査SG1031の12屑か

ら8附にかけて出土する赤褐色土器の様相に類似 しており 、91世紀第 2四半期から第 3四半期以降に

位ii'I':づけられると考えられる。

粘土整地層を掘り込み、SB678と重複しこれよりも新しいS1703からは、埋土炭化物上層より底径比

の小 さいこぶりな椀状タイプの赤褐色土器杯A(第72悶29・30)が出土 し、埋土炭化物下層や床面か

らは土師器台付皿 (第72図31~33 ) や底径比の小さいっくりの粗雑なこぶりな赤褐色土器杯A (第
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72図34-36)、やや大型で底径比の大きい器高の低いタイプの赤褐色土器杯A (第72図37)、これより

もu径比の小さい赤褐色土器杯A (第72区138)が出土しており、これは第54次調査10層から 7層にか

けて出土の赤補色土器の様相や第62次調査第111帯出土の土師器 (第67医1109-111)に類似しており 、

9世紀第 3四半期から第4四半期以降の年代に位置づけられると考えられ、 V期l造営に伴う逃構とな

る可能性がある。

[V WJl 

SB744正殿跡からは、柱掘り方埋土より底径比の小さいっくりの粗雑な赤褐色土器杯A (第72図40)

が出土 している。これは第62次調査第111脅から第 8屑にかけて出土 した赤褐色土器 (第74図7・8)

や第54次調査SGI031の7昭B出土赤褐色土器 (第67図103)に類似することから、9世紀第4四半期以

降の年代に位置づけられると考えられる。

SB663北東建物跡からは、敷石内よりこぶりでつくりの粗雑な赤褐色土器杯A (第72図41)が出土

しており、これは第54次調査SGI031の7層出土赤褐色土器 (第67図104)に類似しており 、9世紀第

4四半期以降の年代に位置づけられると考えられる。

SB662北東建物跡からは、柱掘り方埋土より底径比のやや小さ い無台の赤褐色土器皿l(第72図42)

が/JJ土 しており 、これは第54次調査SG1031の7層出土赤褐色土器 (第67図105)に類似しており 、9

世紀第 4四半期以降の年代に位置づけられると考えられる。

SB696A' B束門跡からは、柱掘り方埋土より外底部に記号様の墨書がある切り離し不明の赤褐色土

器台付杯の破片が出土している。

SA697 . SA 790材木塀跡からは、埋土より底径比の小さいっくりの粗雑な赤褐色土器杯A (第72図

43)が出土 しており 、これは第62次調査の第 6層出土赤褐色土器 (第68図119)に類似しており 、10

世紀第 i四半期以降の年代に位置づけられると考えられる。

[VI期]

SB743正殿跡からは、柱掘り方埋土より赤褐色土器杯Aの小破片が出土している。

SB661北東建物跡、からは、柱掘り方埋土より底佳比の小さいやや浅めでややこぶりの赤褐色土器無

台JIIl(第72図44)が出土 しており 、これは第54次調査SGI031の5層出土赤褐色土器 (第68図117)に

類似しており 、10世紀第 i四半期以降の年代に位置づけられると考えられる。

SA698柱列からは、柱捕り方埋土よりヘラ切りで外底部に判読不能の墨告がある須恵器杯底部小破

片が出土している。

( 2 )各層の堆積年代について

第 l肘は第36次調査でのみ確認されたl倍禍色土層で、包含層の中では最も上層にある。この層から

は、法岳、底径の縮小化が進んだっくりの粗雑な赤褐色土器杯A (第73図45)と、口径、底径が小さ
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く浅い赤褐色土器皿(第73図46)が出土している。これは第24次調査第6層出土の赤褐色土器の様相

(第68区1121~ 126)に類似しており 、第 lJ層冒はlωO世紀前半後葉以|降峰の年

第 3層褐色砂砂、j回凶は第3児8次調査地の東側に堆椋積'している層でで、ある。遺構が確認される最上層で

SA697・698の検出面である。この層からは口径、底径がやや大きい赤褐色土器皿 (第73図47)や、

やや底径が小さい赤褐色土器杯A (第73図48)が出土 している。これは第72次調査SKI555第3層山

土の赤褐色土器肌 (第741~ 9)や第54次調査SGI031の日暗から 7層にかけての赤褐色土器の様相に

類似 しており 、第3昭，は 9世紀第3四半期以降の年代に堆積したと考えられる。

第4陪灰褐色砂層 ・赤褐色砂質土層は第38次調査で確認され、第3昭褐色土層と第 5層粘土整地!円

の間層で、SA705柱掘り方を被っている。この府からは口径に比し、器高が低い須恵器杯 (第73図49)、

ややっくりの粗雑な赤褐色土器杯A (第73図50)が出土しており第54次調査SGI031、日暗から 10層

の土器様相に類似 しており 、第4層は 9世紀第 2四半期から第 3四半期にかけて堆積したと考えられ

る。

第5層整地粘土層で、築地塀崩壊後に東辺築地塀の東西を整地している粘土屑である。この暗から

は、糸切りで底部から体部下端にかけてケズリ調整を施す赤褐色土器杯B (第73図51)が出土してお

り、第54次調査SGI031、16屑出土の赤褐色土器の様相に類似 しており 、第 5層は 8世紀末から 9世

紀第 I四半期以降の年代に堆積したと考えられる。

第8暗赤褐色土層は第36次調査の北辺築地塀j前;峡土の直上に堆積している層である。この層からは

口径13cm台後半のへラ切り無調整の逆台形を呈する須恵器杯 (第73図52)が、底部に宝亀元年 (770)

銘の漆紙文書が付着する状態で出土しており 、これは第54次調査SGI031の45・46府、上位 ・下位木

炭柄、築地崩壊土居から出土の須恵器の様相に頻似しており 、第8層は 8世紀第3四半期以降の年代

に堆積したと考えられる。

第9層は築地塀の崩壊した崩壊土層である。この層からは底部から体部下半にかけてケズリ調拾を

施す須恵器杯 (第73図53)が出土 している。これは第54次調査SGI031の45・46層、上位 ・下位木炭

1M、築地崩壊土!脅から出土の須恵器の様相に類似 しており 、第8、10層の出土造物を考慮し、第9府

は81世紀第 3四半期以降の年代に堆積したと考えられる。

第10暗は築地塀崩壊時の瓦を含む崩壊瓦層である。この層からは底部へラ切り後、ケズリ調整を施

す、口径に比し器高のあまり高 くない逆台形を呈する須恵器杯 (第73区154)や、底部糸切り後、ケズ

リ調整を施す、深い椀状で体部立ち上が りが急なタ イプの須恵器杯(第73図55)と底部に木葉痕があ

り、頚部が 「くjの字状に外反するが沈線は施されず、体部外商に縦方向のカキ自は施されるがミガ

キは認められない土自ili器長胴護 (第73図56)が出土しており 、これは第54次調査SGI031の45・46層、

上位 ・下位木炭層、築地崩壊土層から出土の須恵器の様相や第64次調査SI380から出土の土師器 (第

65図57)に類似 しており 、第10層は8世紀第 3四半期頃の年代に堆積したと考えられる。

註 l 赤褐色土器の呼称、と杯A.Bの分類については、酸化炎焼成、非内黒、ロクロからの切 り離し

が回転、静止糸切りのものを赤褐色土器と し、 杯類の底部から体部下端及び下半にかけてケズ
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リ;~:，J幣を施すものを杯B 、無-調整のものを杯A としている。
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